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F 

コ
ナ
ン
の
契
約
理
論
(
二

• 
六五四三ニー

は
じ
め
に

『
国
法
注
解
一

O
巻
』
第
一
巻
第
六
章
〈
以
上
本
号
)

法
の
分
類

契
約
の
効
力

近
世
へ
の
展
望

む
す
び

は
じ
め
に

1
 
1
 

1
』ノ

浩
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説

次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。
「
我
々
の
叙
述
は
、

約
束
か
ら
生
ず
る
債
権
債
務
関
係
に
至

グ
ロ
l
チ
ウ
ス
の
約
束

Q
3
5
Z丘
C
〉
論
は
、

っ
た
。
こ
こ
で
、

た
だ
ち
に
、
非
凡
な
知
識
の
持
主
た
る
フ
ラ
ン
キ
ス
ク
ス
・
コ
ナ
l
ヌ
ス
が
我
々
に
対
峠
す
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
次

論

の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
か
ら
。
す
な
わ
ち
、
自
然
お
よ
び
万
民
の
法
に
よ
れ
ば
ス
ュ
ナ
ラ
グ
マ
の
な
い
約
定
は
、
債
権
債
務
関
係
を
発
生

ハ
1
)

さ
せ
な
い
0

・
:
:
:
:
」
こ
れ
に
続
い
て
、
グ
ロ

l
チ
ウ
ス
は
、
自
己
の
約
束
論
を
展
開
す
る
が
、
そ
こ
で
は
、
基
本
的
に
約
束
者
の
意
思
形

(
2〉

成
の
側
面
か
ら
事
態
が
観
察
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
グ
ロ

l
チ
ウ
ス
は
、
合
意
の
拘
束
力
の
根
拠
を
意
思
に
求
め
る
意
思
自
治
の
原

(

3

V

 

則
合
口
件
。
ロ
O
Bぽ門田町

F
S
F
E⑦
、
あ
る
い
は
、
意
思
教
説
(
司
王

g
ぇ
。

m
gる
の
先
駆
者
、
あ
る
い
は
祖
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
。
そ

(
4〉

し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
思
主
義

(
g
Z
E
R
Z
B
$、
あ
る
い
は
、
こ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
諾
成
主
義
(
口
。
ロ
田
町
口
開
5
]
2
5巾
)
的
契
約
観

(

5

)

 

コ
ナ
ン

Q
H
g
m
o
F由
。
。
ロ
ロ
由
る
は
伝
統
的
・
中
世
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

か
ら
見
る
限
り
、

し
か
し
、
こ
う
し
た
評
価
だ
け
で
、
近
世
契
約
法
史
の
な
か
で
コ
ナ
ン
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
十
分
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
の
点
で
最
も
一
示
唆
的
な
の
は
、

ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ

γ
の
つ

l
ズ
論
の
歴
史
に
関
す
る
見
方
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
契
約
の

形
式
主
義
か
ら
諾
成
主
義
へ
の
展
開
に
お
い
て
、
主
と
し
て
教
会
法
で
展
開
さ
れ
た
カ
ウ
サ

(
g
g白
〉
あ
る
い
は
コ

I
ズ
(
口
白

E
巾
)
の
理

(
6
)
 

論
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
諾
成
主
義
の
完
成
者
の
一
人
と
目
さ
れ
る
ド
マ
が
、
同
時
に
コ
l
ズ
論
の
完
成
者
で
あ
っ
た
と
い
う
事
態

(

7

)

 

は
、
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
ド
マ
と
の
関
連
で
、
カ
ピ
タ
ン
は
、

コ
ナ
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
極
め
て
詳
細
な
コ
ナ
ン

の
説
明

l
l冗
漫
な
法
律
家
だ

l
lは
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
し
、
ド
マ
が
こ
れ
を
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で

あ
る
。
実
際
に
も
、
コ
ナ
ン
に
は
、
体
系
化
こ
そ
不
十
分
で
あ
る
が
、
『
国
法
戸
。

2
n
F
t
-
2
)』
で
ド
マ
が
示
し
た
コ
!
ズ
論
の
要
素
す

(

8

)

 

べ
て
が
見
出
さ
れ
る
。
」
こ
う
し
た
評
価
は
、

さ
し
て
有
名
で
も
な
い
コ
ナ
ン
の
位
置
づ
け
の
再
検
討
を
せ
ま
る
だ
け
で
な
く
、

諾
成
主
義

あ
る
い
は
意
思
主
義
の
成
立
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
事
態
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思

〈

9
)

わ
れ
る
。
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以
下
で
は
、

コ
ナ
ン
の
「
国
法
注
解
一

O
巻
」
の
中
か
ら
、
法
の
分
類
と
契
約
の
効
力
と
に
つ
い
て
、
集
約
的
に
説
い
て
い
る
第
一
巻
第

六
章
を
全
文
訳
出
し
(
ニ
)
、
法
の
分
類
(
三
)
、
契
約
の
効
力
(
四
)
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
加
え
、
こ
れ
と
の
関
連
で
ド
マ
、
ポ
テ

ィ
エ
等
の
議
論
を
検
討
し
(
五
)
、
最
後
に
、
近
世
契
約
法
史
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
提
起
を
行
う
こ
と
に
す
る
(
六
〉
。

)
 
‘，ム(
 

(
1
〉
出
ロ
向
。
。
問
。
、
H，HCω
、
ロ
o
Z
H
o
r己一昨

mn
司

ωnFmzσ

ユ
H
Z
m
u
-
P・
M・
2
?
戸
、
叩
-
H
・
z
-
J同
ιロ
HMH
ロ
o
m
O
H内目。国門
-
D
rロ
mm淳一
Dロ
2
p

f
H
S
O
H
言
。
s
z
m
-
ω
o三
宮
同
日

c
r
F
ω
g
c
g
m
o
ロ
o
r
z
o
E
W
F仲
己
同

2
ロ岳昨日
0ロ
5
5
-
5
5
0
〈
己
開
日
広
明
E
ロ
口
戸
田
口
伝
聞
の
。
ロ
ロ
田
口
出
回
・
阿
国

何
回
即
日
「
ωロロ

ιぇ
g
L広

ω巾ロ
Z
E
E
g
u
百
円
巾
ロ
2
c
z
o
m
n
問。
z
z
s
g
宮
nHP
』ロ
Z
E
Uロ
r
m
fロ円

qENNNQhミ
E
F
ロロ
-
z
s
E
ι
5
2
0

or--開
E
g
o
s
t
-
-
3
(下
線
は
、
原
文
で
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
た
。
以
下
も
同
じ
〉

な
お
、
本
稿
で
は
、
英
訳
(
叫
，
g
ロ乙目立
C

ロ
ゲ
可
明
HEn-ω

当
・
同
何
回
、
閉
山
悶
ペ
"
の
-
m
Z
E
S
F
2♂
。
同
町
D
H
L
W
H
U
M
S
を
も
参
照
し
た
。

(
2
〉
周
知
の
よ
う
に
、
グ
ロ

l
チ
ウ
ス
は
、
「
将
来
に
関
す
る
意
思
の
表
明
を
、
付
将
来
に
関
す
る
単
な
る
意
図
の
表
明
、
同
表
明
者
を
拘
束
す
る
が
、

他
方
当
事
者
に
は
権
利
を
与
え
な
い
片
約
、
同
権
利
を
他
方
当
事
者
に
与
え
る
意
図
を
明
確
に
表
明
す
る
完
全
な
約
束
、
に
三
分
し
」
て
考
察
す
る
。

(
O
旬
・
2
了
m
-
M
、
ω
・
品
)
。
大
沼
保
昭
「
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
の
研
究
口
合
意
付
」
『
法
律
時
報
』
五
五
巻
九
号
(
一
九
八
一
二
)
九
三
頁
。
こ
の
三

段
階
論
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
〈
間
]
‘
宮
乙
件
。

U
H何
ω∞
開

H・‘出
O
刻印、
HJ
ロ
-
o
F
o
r
z
L
2
出口四一
0
0
8巴
5
5
5
ぐ

2
・

4
2口
炉
内

P
回

c
r
g戸
〈

2-mmw
同
内

c
-
p
o
z
y
H
C印タ

ω'
品
由
民
・

〈

3
〉
北
村
一
郎
「
契
約
の
解
釈
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
破
致
院
の
コ
ン
ト
ロ
オ
ル
付
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
三
巻
一
二
号
(
一
九
七
六
)
一
七
七
五
頁
、

新
井
誠
「
ヴ
ィ
ァ
ッ
カ
l
に
お
け
る
グ
ロ

i
チ
ウ
系
の
日

VEsu--
概
念
(
一
了
完
〉
」
『
民
商
法
雑
誌
』
八
一
巻
三
号
(
一
九
七
九
〉
三
五

O
頁、

北
村
「
私
法
上
の
契
約
と
『
意
思
自
律
の
原
理
』
」
『
岩
波
講
座
基
本
法
学

4
1
l契
約
』
ハ
一
九
八
一
二
)
一
七
六
頁
。
た
だ
し
、
大
沼
前
掲
「
合
意
向
」

『
法
律
時
報
』
五
五
巻
一
一
号
(
一
九
八
一
二
)
九
七
頁
以
下
は
、
グ
ロ

l
チ
ウ
ス
の
合
意
論
が
近
代
的
意
思
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
グ
戸
]
チ
ウ
ス
が
出
発
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
五
で
論
ず

る
こ
と
に
す
る
。

(

4

)

厳
密
に
い
え
ば
、
意
思
主
義
は
契
約
の
拘
束
力
の
根
拠
を
意
思
に
求
め
る
考
え
方
で
あ
り
、
諾
成
主
義
は
合
意
の
み
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
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説

と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
別
の
も
の
で
あ
る
(
前
掲
北
村
『
基
本
法
学
4
』
一
六
九
頁
以
下
)
。
し
た
が
っ
て
、
諾
成
主
義
を
取
る
と
し
て
も
、
意
思

主
義
を
と
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
法
律
に
根
拠
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
に
。
し
か
し
、
意
思
主
義
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
諾
成
主
義
は
通

常
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
思
主
義
と
諾
成
主
義
、
さ
ら
に
は
契
約
自
由
の
原
則
が
往
々
に
し
て
、
同
じ
よ
う
な

意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
旧
稿
に
対
す
る
原
島
重
義
氏
の
書
評
(
『
法
制
史
研
究
ぬ
』
(
一
九
八

O
〉
四
一
二
五
頁
以
下
、
特
に
、
四
三
七
頁
)
参
照
。

(
5
)

た
と
え
ば
、
大
沼
前
掲
「
合
意
付
」
『
法
律
時
報
』
五
五
巻
九
号
八
九
頁
は
、
「
形
式
主
義
か
ら
諾
成
主
義
へ
の
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
、
右
の

〔
コ
ナ
ン
の
〕
主
張
は
あ
ま
り
に
復
古
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
と
う
て
い
資
本
主
義
的
経
済
の
勃
興
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
一
六
・
一
七
世
紀
を
生

き
延
び
う
る
も
の
で
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
資
本
主
義
の
発
達
と
諾
成
主
義
あ
る
い
は
契
約
〈
方
式
)
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
、
我
妻
栄
「
債
権
各
論
上
巻
(
民
法
講
義
V
勺
)
」
(
岩
波
書
庖
一
九
五
四
)
二
九
頁
が
「
資
本
主
義
の
発
達
に
伴
い
複
雑
な
取
引
関
係
を
明

確
・
迅
速
に
処
理
さ
せ
る
た
め
に
」
特
殊
の
方
式
を
要
求
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
を
単
純
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

(

6

)

た
と
え
ば
、
三
ヶ
月
章
「
契
約
法
に
於
け
る
形
式
主
義
と
そ
の
崩
壊
の
史
的
研
究
同
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
六
四
巻
六
号
(
一
九
四
六
)
三
八
四

頁
、
同
『
民
事
訴
訟
法
研
究
』
第
三
巻
(
有
斐
閣
一
九
七
二
)
三
五
九
頁
、
大
沼
前
掲
「
合
意
付
」
『
法
律
時
報
』
五
五
巻
九
号
八
七
頁
以
下
。
な

お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
、
後
に
ハ
四
〉
論
ず
る
。

(
7
〉
コ
1
ズ
論
に
つ
い
て
は
、
ぇ
-
T
S
U
O沼
〉
H
F
2
F
2
己
主
2
仏
E
m
F
R
O
L
Z
E
Z
Z
]
u
H
M
-
F
吋

-
F
ω
・
戸
叩
・
品
、
印
、
町
諾
成

主
義
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
門
戸
名
・
巳
f
m
-
叶
・
な
お
、
本
穏
で
用
い
た
の
は
、
。
2
2
2
《凶作し「・ロ
D自
F
E
-
宮
円
宮
・
の
〉
何
回
同
my

]
g
h
L
4
H
ν
R
F
F
o
E
ω
吋

g
H恥
喝
お
NN
で
あ
る
。

(
8
〉

出
g
H
H
M
n〉阿川口，〉
Z
、同
J
U
O
]
ω
E
C
E
L
o
m
D
Z伎町民
5
D
m
w
v
m
p
w
-
M
m
H
U
M
U
mニ
F
P
H
U
N叶
w
ロC
4
、ア同
M
'
H
2
・

〈
9
)

〉
出
品
み
目
』
2
ロ
〉
同
NZK戸
d
o
w
F
2
c
巳
m
z
m
m
仏
0
2江口
mw-2
仏
ロ
円
。
品
。

nFi】『円創出閉山広、】
V
R
F
回、

F
・
O
-
U
-
H
W
H也由也、同
y
N
O
M
E
回、

NHO

z
m

は
、
ド
マ
の
近
代
的
・
合
理
主
義
的
側
面
と
、
伝
統
的
・
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
的
側
面
と
を
、
彼
の
合
意
論
に
即
し
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

コ
I
ズ
の
問
題
は
|
|
ポ
テ
ィ
エ
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
1
1
1
近
代
的
・
合
理
主
義
的
側
面
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ル
ノ
ー
が
伝
統
的
・
ジ
ャ
ン
セ

ニ
ス
ト
的
と
見
て
い
る
の
は
、
公
序

(
O
L
Z
喧ロ
r--n)
あ
る
い
は
良
俗
守
口
ロ
ロ
2
5
2
5
C
に
よ
る
合
意
の
効
力
の
制
限
で
あ
る
。
な
お
、
ア

ル
ノ
ー
の
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
野
田
良
之
「
ア
ン
ド
レ
日
ジ
ャ
ン
・
ア
ル
ノ
オ
・
八
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
学
説
的
起
源

V
一
九
六
九
年
」
『
日
仏

法
学
』
七
(
一
九
七
三
)
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

論
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F.コナンの契約理論 (1) 

(
山
山
)
コ
ナ
ン
に
つ
い
て
は
、
。

r
ュ2
0司
r
回
同
月
。
明
開
戸
口

u
明
g
口己

ω2Mm(VOロロ
mg己
目

(H印()一∞
iH印印同
)-MN吉

ω可
ω
Z
E
m
H
F
2
L
o
m
H
C
5
2円
rEM

閉
山

2
Z
F
H
E
-
P
O
S
N
U

∞O
Y
F
F
5
2
が
最
も
包
括
的
に
論
じ
て
い
る
。
同
書
の
一
頁
以
下
に
簡
単
な
伝
記
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼

は
、
一
五

O
八
年
に
生
ま
れ
た
。
彼
の
父
は
、
会
計
検
査
官
ハ
ヨ
弘

H
Z
F
ω
n
o
g
-
v
g乙
で
あ
り
、
国
王
大
顧
問
会
議
(
の

g
ロ
品
円
。
ロ

ω色

E
H
C
C

の
一
員
で
あ
っ
た
。
ヵ
ル
デ
ィ
ナ
ル
・
ル
モ
ワ
ン
学
寮
〈
の
己
採

m
o
E
の
R
E
S
-
一7
E
S出
。
〉
で
、
ジ
ャ
ク
・
ス
ピ
フ
ァ
ム
(
】
忠
告

2
ω
立
町
田
ヨ
巾
)

の
下
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
、
古
典
文
芸
を
修
め
た
後
、
オ
ル
レ
ア
ン
大
学
で
法
学
を
学
び
始
め
た
。
そ
こ
で
は
、
パ
ル
ト
リ
ス
ト
、
ピ
エ
ル
・

ド
p
-
レ
ト
ワ
ル

(
E
R
B
L
m
]
d
H
S
F
司
2
2回
虫
色
る
の
下
で
イ
タ
リ
ア
流

(
5
2
5
]山口
5
〉
の
法
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
一
五
二
九
年

頃
に
、
人
文
主
義
法
学
者
ア
ン
ド
ゥ
レ
ア
・
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
(
〉
包
目
白
〉

F
E
D
-
〉ロ【凶

2
2
k
n
u
z
c
が
教
え
て
い
た
.
ア
ー
ル
ジ
ュ
大
学
に
移

っ
た
。
学
位
の
取
得
等
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
後
パ
リ
で
高
等
法
院
の
弁
護
士
を
勤
め
、
一
五
三
九
年
九
月
七
日
の
命
令
に
よ
り
会
計
検

査
官
(
自
巳
可
。
円

-qn
仕切

g自
主
2
〉
、
国
王
大
顧
問
会
議
の
メ
ン
バ
ー
に
任
命
さ
れ
た
。
一
五
四
四
年
五
月
二
九
日
に
宮
内
庁
調
査
官
(
田
島

z

r
m
Z
A
C
m
g
m
r
-
W
E
D
S
-〉
、
枢
機
顧
問
会
議
(
門

U
E
z
-
-
公

5
5
の
メ
ン
バ
ー
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
一
五
四
四
年
六
月
一
一
日
の
命
令
に
よ
り
、

財
務
総
務

Q
E含
乙
号
ω
同
5
8
2
6
シ
ヤ
ル
ル
・
ド
ュ
・
。
ブ
レ
シ
ス
ハ
ハ

U
E
ユ2
E
2
2
1
C
と
共
に
、
徴
税
の
督
励
の
た
め
に
、
ラ
ン
グ
ド

グ
、
リ
ヨ
ネ
、
ル
・
フ
ォ
ピ
ボ
ジ
ョ
レ
を
巡
察
。
一
五
五
一
年
九
月
一
日
死
去
。
な
お
会
計
検
査
官
、
宮
内
庁
調
査
官
、
枢
機
顧
問
会
議
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
上
巻
」
(
有
斐
閣
初
版
一
九
五
四
、
再
販
一
九
七

O
)
二
三
五
、
三
五
七
、
三
五
六
頁
参
照
。
大

顧
問
会
議
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
広
・
明
円

B
3
2
0
F
H〈
H何
回
凶
冨
〉
列
同
，

H
Z
-
Z
u
g
-円
。
内
田
口

ι
s
x
r
S
2
2
ι
2
0門
戸
田
庄
内

ω
P
F

H
b
S
E
c
s
-
H
ι
R
F
ロ
O
B巳
宮

D
R
n
r
z
a
o
p
N
O
号
-vHU2w
口。

ω呂
、
司
・

8
叶
宮
内
庁
調
査
官
の
地
方
巡
察
に
つ
い
て
は
、
野
田
前
掲
書

三
七
二
頁
参
照
。

宗
教
的
に
は
、
コ
ナ
ン
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
オ
ル
レ
ア
ン
、
プ
ー
ル
ジ
ュ
を
通
じ
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
友
人
で
あ
り
、
行
動

を
共
に
し
た
(
切
何
回
同
の
司
何

F
U
w
ω
F
O
u
∞
-N叶
均
・
)
。

コ
ナ
ン
は
、
そ
の
官
職
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
法
服
貴
族
ハ

g
Z
2
2
ι
m
H
O
Vろ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
交
友
関
係
も
そ
う

し
た
グ
ル
ー
プ
が
主
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
彼
の
著
作
は
、
編
者
の
パ
ル
テ
ル
ミ
・
フ
ェ
イ
(
回
国
立

E
r
B『
司

3
0
)
に
よ
り
、
二
巻
は
大
法
官

(円

Z
口口。

-
E
)
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
リ
ヴ
ィ
エ

(
T
E
m
-
-
ω
2
2
5
)
に
、
八
巻
は
後
の
大
法
官
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ゥ
・
ロ
ピ
タ
ル
(
宮
正
正
常

}
d
S
E
}〉
に
献
呈
さ
れ
た
。
ま
た
、
彼
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
彼
の
友
人
ル
イ
・
ル
・
ロ
ワ
ハ

F
c
z
r
H
N
D
5
の
大
法
官
オ
リ
ヴ
ィ
エ
宛
書
簡
と

い
う
体
裁
を
と
っ
た
追
悼
文
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
会
・

ω
・
。
・
二
凶
・
-
)
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
後
年
、
寛
容
政
策
を
も
っ
て
政
治
的
統
一
を
維
持
し
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説

ょ
う
と
す
る
ポ
り
テ
ィ
グ

(
P》
】
笠
宮
ゆ
る
を
形
成
し
た
。
コ
ナ
ン
の
法
思
想
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
的
思
想
と
の
関
連
は
三
で
考
察
す
る
。

ロ
ピ
タ
ル
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
一
夫
「
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
々
」
ハ
白
水
社
一
九
七
九
〉
二
五
五
頁
以
下
、
佐
々
木
毅
「
主
権
・
抵
抗
権
・

寛
容
」
(
岩
波
書
庖
一
九
七
三
)
五
九
頁
以
下
参
照
。
ル
イ
・
ル
・
ロ
ワ
に
つ
い
て
は
、
清
宋
尊
大
「
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の
生
涯
伺
」
『
北
大
法
学
論

集
』
二
六
巻
三
号
(
一
九
七
六
)
一
一
一
三
九
、
三
七
人
頁
参
照
。
法
服
貴
族
の
政
治
(
思
想
)
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
に
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・

エ
!
ス
ト
ラ
イ
ヒ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絶
対
主
義
の
構
造
に
関
す
る
諸
問
題
」
成
瀬
治
編
訳
『
伝
統
社
会
と
近
代
国
家
』
(
岩
波
書
庖
一
九
八
二
)
ニ
四
七

頁
以
下
参
照
。
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
〈
開
-
・
阿
川
0
5
2
∞
わ
出
Z
C
F
口
広
岡

H
E
N
E
u
n
r
g
Tユ
2
2
-
s
r
o口町内
2
5
5
Z
2

切位同開

2
r
H
U
m
ι
2
一戸市山

T
rユ】ロロ
L2Hmw
切
O
H
F
f
Uロ
ロ
円
}
日
円
除
問
ロ

HMMECFHUmN-

(孔

)
{
U
C自
由

g
gユ
0
2
5
2
1
m
円守口

2
r
rユ
乱
。
口
σ日
・
本
書
は
、
コ
ナ
ン
の
死
後
、
バ
ル
テ
ル
ミ
・
フ
ェ
イ
の
編
集
に
よ
り
、
一
五
五
三
年
パ
リ

で
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
五
五
七
年
に
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
ッ
ト
マ
ン

(
F
2
2
5
E
C
E
E〉
に
よ
り
、
コ
ナ
ン
の
引
用
し
た
学
説
集
纂
、

勅
法
実
纂
の
法
文
の
指
示
を
附
さ
れ
て
、
パ

i
ゼ
ル
で
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
五
五
八
年
パ
リ
、
一
五
六
二
年
バ

l
ゼ
ル
、
二
ハ

O
九
年
ハ

l
ナ

ウ
、
二
ハ
一

O
年
ハ
ノ
l
ブ
ァ

l
、
一
七
二
四
年
ナ
ポ
リ
で
出
版
さ
れ
た
(
回
開

E
U
E
W
H
b
-
P
ω
0・w
∞・

8
ご
。
本
稿
で
は
、
日
本
大
学
の
所

蔵
す
る
ハ
ノ

I
フ
ァ

l
版
を
用
い
た
。
閲
覧
に
際
し
て
は
、
同
大
学
図
書
館
東
王
地
輝
良
氏
に
お
世
話
し
て
い
た
だ
い
た
。
本
書
の
収
集
の
御
苦
心
も

含
め
て
、
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

本
書
の
構
成
は
「
緒
言

(
E
h
v
Z
E〉
」
と
い
う
標
題
の
第
一
巻
で
法
一
般
を
論
じ
た
後
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
人
格
に
つ
い
て
(
り
巾
官
同

m
g
z
)」

(
第
二
巻
〉
、
「
物
の
分
類
に
つ
い
て
(
り
の
お

E
S
F
2巴
0
5
)」
(
第
三
巻
)
、
「
物
の
役
権
お
よ
び
質
に
つ
い
て
(
口
町
田
市

2
5巴
r
g
h
w
吉
宮
2
F
5

5
『ロ
B
〉
」
(
第
四
巻
)
、
「
約
定
、
和
解
、
お
よ
び
贈
与
に
つ
い
て
(
口
。
宮
2
2
L
H
S
E
a
-
3
5
c
y
h
r
ι
B
E
g
-
r
E
)」
〈
第
五
巻
)
、
「
言
語
債

権
債
務
関
係
お
よ
び
保
-
証
に
つ
い
て

(
U
O
Z
F
R
C
E
D
E
-悶
E
3
5
5
h
r
F
E
E
-
o
E吉
田
)
」
(
第
六
巻
)
、
「
債
権
に
つ
い
て

(U巾
s
r
E

円
Hm《
Z
U
)
〔
契
約
各
論
〕
」
(
第
七
巻
)
、
「
婚
姻
に
つ
い
て

(
U
o
g
m丹
江
田

g
r〉
」
(
第
八
巻
〉
、
「
遺
言
に
つ
い
て
(
ロ
ロ
ぢ

ω
g
s
g
E〉
」
(
第
九
巻
)
、

「
相
続
人
の
指
定
お
よ
び
補
充
指
定
に
つ
い
て
(
ロ

o
z
m
H
O
L
M
E
m
-ロ
邑
z
s
ι
2
h
r
z
r
z
g
o
E
E〉
」
(
第
一

O
巻
)
。
未
完
で
あ
っ
て
、
な
お
、

法
定
相
続
、
訴
訟
手
続
等
が
欠
け
て
い
る

(
p
m

。-vω
・
8)O
な
お
、
こ
の
体
系
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
=
一
で
触
れ
る
。

当β‘
日sll
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『
国
法
注
解
一

O
巻
』
第
一
巻
第
六
章

自
然
法
お
よ
び
諸
民
族
の
法

0
5
5
E
H白
r
h
w
m
g
p
H
S
)
は
、
ど
の
よ
う
に
定
義
す
れ
ば
正
し
い
か
。

獣
た
ち
が
人
間
た
ち
と
共
通
に
す
る
法
は
存
す
る
か
。

第
一
節

そ
し
て
、
私
は
、
自
然
法
お
よ
び
諸
民
族
の
法
令

5
B
E
E
F
h
r
m
g
H
U
M
g〉
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
正
し
い
と
思

ハ
3
〉

っ
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
現
代
の
法
学
者
た
ち
の
案
出
し
た
こ
と
か
ら
で
き
る
だ
け
外
れ
な
い
よ
う
に
し
、
彼
ら
の
案
出
し
た
こ

と
に
道
理
が
あ
る
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
権
威
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
人
々
を
完
全
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る

限
り
で
、
い
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
。

(
4〉

以
下
で
は
、
自
然
法
お
よ
び
諸
民
族
の
法
令
5
S
E
E
r
h
w
m
g
P
5〉
に
つ
い
て
、
別
の
、

お
そ
ら
く
は
よ
り
正
し
い
言
い
方
が
で

(1) 

き
な
い
か
ど
う
か
、
検
討
し
よ
う
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
、
上
述
の
こ
と
に
は
、
誤
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
非
常
に
説
明
困
難
な
こ
と
が
多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
獣
た
ち
に
、
生
殖
や
養
育
に
つ
い
て
法
に
似
た
も
の
が
か
な
り
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
法
を
有
す
る
社
会
と
い
う
点
で
、
獣
た
ち
を
人

F'コナンの契約理論

間
た
ち
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
、
ば
か
げ
た
こ
と
と
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
獣
た
ち
を
、
肉
親
の
情
愛
や
換
や
そ
も
そ
も
す
べ
て
の
徳
を
分
有
す
る
も
の
と
す
べ
き
だ
と
思
つ

た
の
は
、
獣
た
ち
に
こ
れ
ら
の
徳
に
あ
る
程
度
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
の
考
え
で
は
、
肉
親
の
情
愛
や
接
等
と

の
類
似
性
は
、
法
や
正
義
と
の
類
似
性
よ
り
も
大
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
お
よ
び
正
義
以
外
の
す
べ
て
の
徳
を
有
す
る
と
い
う
名
誉

を
、
我
々
人
間
た
ち
が
獣
た
ち
と
共
に
受
け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
抵
抗
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
や
正
義
以
外
の
徳
は
、
他
と
関
わ
り
な

北法35( 6・93)781 



説

し
に
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
正
義
は
、
そ
れ
が
交
わ
る
も
の
た
ち
を
捉
え
て
離
さ
な
い
の
だ
か
ら
。

他
方
、
獣
た
ち
自
身
の
問
、
あ
る
い
は
、
獣
た
ち
と
人
間
と
の
交
わ
り
に
は
、

お
よ
そ
社
会
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え

論

法
共
同
体
も
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
利
口
な
蛇
と
か
、
強
い
馬
と
か
、
無
垢
な
鳩
と
か
は
い
う
が
、
正
し
い
動
物
と
は
、
人
間
の
外

に
は
い
わ
な
い
。
獣
た
ち
に
も
、
法
の
何
ら
か
の
徴
還
が
見
出
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
獣
た
ち
に
正
義
が
な
い
と
い
う
の
は
、
獣
た
ち
は
何
を
行
う
に
せ
よ
、
そ
れ
を
自
分
の
た
め
に
行
う
点
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
正

義
と
は
、
自
己
の
す
べ
て
の
努
め
を
他
の
も
の
た
ち
の
た
め
に
果
た
す
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

ま
さ
に
こ
の
ゆ
え
に
、
獣
た
ち
は
、
話
さ
な
い
も
の
と
し
て
造
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
獣
た
ち
に
は
、
他
の
も
の
た
ち
に
伝
え
る
べ
き
こ

と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
会
話
は
必
要
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
人
間
た
ち
の
結
合
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
言
葉
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

キ
ケ
ロ
は
、
人
間
た
ち
を
こ
の
よ
う

に
結
合
す
る
た
め
の
、
重
要
で
不
可
欠
な
紳
が
言
葉
で
あ
る
と
述
べ
る
。
言
葉
は
、
教
え
、
述
べ
、
伝
え
、
討
論
し
、
判
断
す
る
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
間
た
ち
を
相
互
に
宥
和
さ
せ
、
自
然
的
社
会
性
公
o
n
F
2
2
ロ

白

Z
H吋
白
]
岡
田
一
)

に
よ
っ
て
結
合
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

キ
ケ
ロ
は
い
う
。

た
と
え
ば
馬
や
獅
子
の
よ
う

な
獣
に
勇
敢
さ
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
正
義
や
衡
平
や
仁
徳
が
あ
る
と
は
い
わ
な
い
。
獣
た
ち
に
は
、
理
性
や
言
葉
が
な
い
の
だ
か
ら
。
」

「
何
も
の
も
こ
れ
ほ
ど
に
人
聞
を
獣
た
ち
の
本
性
か
ら
へ
だ
て
る
も
の
は
な
い
。
我
々
は
、
往
々
に
し
て
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
獣
た
ち
が
心
得
て
い
る
と
大
方
の
人
々
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
る
徳
の
な
か
に
も
、
実
際
に
は
獣
た
ち
に
な
い
も
の

ゃ
、
不
断
に
発
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。

と
い
う
の
も
、

た
と
え
ば
、
獅
子
や
馬
に
勇
敢
さ
の
証
と
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
他
方
で
、
小
心
や
怠
惰
の
証
と
考

え
ら
れ
る
も
の
も
多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

北法35(6・94)782 



別
の
獣
た
ち
の
別
の
徳
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
が
、

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
徳
は
、
事
後
的
に
歪
め
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
歪
ん
で
造
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、

キ
ケ
戸
が
い
う
よ
う
に
、
「
小
棒
の
な
か
に
は
、
作
為
に
よ
っ
て
曲
げ
歪
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
本
来
歪
ん
で
い
た
も

の
も
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
獣
の
性
質
は
、
撲
が
悪
い
た
め
に
歪
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ

ハ
6
〉
る
」
の
だ
か
ら
。

他
方
、
人
間
た
ち
に
は
、

そ
れ
自
体
歪
ん
で
造
ら
れ
た
性
質
は
な
く
、
た
だ
、
養
育
に
暇
流
が
あ
っ
た
り
、
誤
っ
た
意
見
に
よ
っ
て
堕
落

さ
せ
ら
れ
た
た
め
に
歪
む
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
、
相
当
に
論
拠
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
獣
た
ち
に
は
徳
は
何
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ん
や
正
義
や
衡
平
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
た
だ
人
間
た
ち
に
の
み
、
そ
れ
も
す
べ
て
の
人
間
た
ち
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

た
だ
、
そ
れ
ら

が
歪
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
徳
は
、
人
間
た
ち
に
と
っ
て
自
然
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
た
ち

は
、
こ
と
ご
と
く
、
自
然
に
導
か
れ
て
、
こ
れ
ら
の
徳
を
追
求
す
る
の
だ
か
ら
。
獣
た
ち
は
こ
れ
と
異
な
り
、
そ
の
大
部
分
は
、
自
然
に
導

か
れ
て
然
る
べ
く
こ
れ
ら
の
徳
へ
と
至
る
の
で
は
な
い
、
と
。

(1) 

少
な
か
ら
ざ
る
種
類
の
獣
た
ち
が
群
れ
を
つ
く
り
、
そ
の
結
合
の
態
様
が
固
に
似
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
か
。
こ
れ
を
も
っ
て
、

F ・コナンの契約理論

の
よ
う
な
獣
た
ち
に
は
、
国
民
た
る
の
素
因
が
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
べ
き
か
。
し
か
し
、
誰
も
そ
ん
な
こ
と
を
い
う

ほ
ど
愚
か
で
は
な
か
っ
た
。

法
は
た
だ
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
衡
平
と
善
を
考
慮
す
る
自
然
法

C
5

第
二
節

S
E
E
-巾
)
と
効
用
を
考
慮
す
る
国
法

と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
法
の
効
力
は
、

た
だ
二
つ
の
部
分
に
の
み
、
す
な
わ
ち
、
自
然
的
〈

E
E吋
白
ご
る
お
よ
び
国
的
合

E
E乙
部
分
に
分
た
れ
る そ

北法35(6・95)783 



説

と
い
う
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
す
べ
て
の
古
の
学
者
た
ち
の
言
で
あ
る
。

こ
の
区
分
法
に
、

ウ
ル
ピ
ア

i
ヌ
ス
以
外
の
す
べ
て
の
法
学
者
た
ち
が
従
っ
て
い
る
と
、
私
は
考
え
る
。
た
と
え
ば
、

ガ
イ
ウ
ス
・
学
・

さ'A
長岡

一
・
一
・
九
、
パ
ウ
ル
ス
・
学
・
一
・
一
・
一
一
。

パ
ウ
ル
ス
は
い
う
。
「
法
と
い
う
語
は
さ
ま
ざ
ま
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
の
用
法
は
、
常
に
衡
平
か
つ
善
な
る
も
の
を
法
と
い
う
場

ロ白

E
Z
]巾
)
で
あ
る
。
他
の
用
法
は
、
任
意
の
国
の
全
国
民
あ
る
い
は
多
数
の
国
民
に
と
っ
て
効
用
の

ハ
7
)

あ
る

(4Eら
も
の
を
法
と
い
う
場
合
で
、
す
な
わ
ち
、
国
法

C
5
n
E己
刊
〉
で
あ
る
。
」

合
で
、
す
な
わ
ち
、
自
然
法

0
5

こ
の
法
文
で
は
、
パ
ウ
ル
ス
が
自
然
法
で
は
衡
平
と
善
を
考
慮
し
、
国
法
で
は
効
用
公
正
岡
片
山
田
)
を
考
慮
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
と
り
わ

け
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
。

こ
の
こ
と
を
、
我
々
は
、

し
っ
か
り
と
胆
に
銘
じ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
o

我
々
が
ま
さ
に
、
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
大

要
が
、
こ
の
法
文
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

そ
し
て
、
こ
の
法
文
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
道
具
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
調
達
し
よ
う
と
思
う
。
こ
の
道
具
は
、

た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
解
釈
す
る
た
め
に
も
利
用
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
お
よ
び
法
学
者
た
ち
に
い
く
ら
か
光
を
あ
て
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
問
題
を
ど
こ
で
扱
っ
て
い
る
か
が
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
か
ら
。

た
、
法
学
者
た
ち
は
と
い
え
ば
、
彼
ら
は
、
法
の
諸
源
泉
を
指
で
示
せ
る
ほ
ど
に
十
分
理
解
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
、
我

我
が
汲
み
取
れ
る
よ
う
に
開
撃
す
る
と
か
、
そ
の
源
泉
へ
と
至
る
道
そ
れ
自
体
を
示
す
と
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
か

と
い
う
の
も
、

ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
第
五
巻
で
述
べ
た
こ
と
を
検
討
し
よ
う
。
法
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
と
い

北法35( 6・96)784 
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っ
た
。
、
す
な
わ
ち
、
「
オ
イ
コ
ノ
ミ
コ
ン
」
な
法
、
つ
ま
り
、
夫
と
妻
、
主
人
と
奴
隷
、
父
と
子
の
間
に
あ
る
家
内
法
、

(
8〉

テ
イ
コ
ン
」
な
法
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
は
、
「
ポ
リ
テ
イ
コ
ン
・
デ
ィ
カ
イ
オ
ン
に
は
、

ハ
9
〉

れ
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

お
よ
び
、

「
ポ
リ

フ
ュ
シ
コ
ン
な
そ
れ
も
あ
る
し
、

ノ
ミ
コ
ン
な
そ

国
法
に
は
、
自
然
に
よ
る

(
E
g
g
-巾
)
も
の
も
あ
れ
ば
、
立
法
に
よ
る
も
の
も
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
菌
の
」

(
n
Z
Eる
と
い
う
名
辞
に
よ
っ
て
、
法
に
関
わ
る
も
の
す
べ
て
を
把
握
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
た
と
え
ば
、

キ
ケ
ロ
が
、
「
神
々
の
本
性
に
つ
い
て
」
第
三
巻
で
、
別
の
、

し
か
し
全
く
似
た
事
項
に
つ
い
て
解
釈
し
た
意
味
で
、

ポ
リ
テ
イ
コ
ン
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。

準
国
的
公
ロ
同
丘
三
三
2
4
、
民
族
的
(
句
。
匂
口
一
回
己
的
)
な
も
の
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
い
う
な
ら

ハ

m)

ポ
リ
テ
イ
コ
ン
な
も
の
と
し
て
造
ら
れ
た
の
だ
か
ら
。
」

キ
ケ
ロ
は
言
う
。
「
人
間
の
本
性
は
、

こ
の
キ
ケ
ロ
の
解
釈
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
表
現
の
正
し
い
意
図
を
伝
え
て
い
る
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ポ
リ
テ
イ
コ

ン
な
法
の
こ
と
を
、
国
法
と
い
う
ラ
テ
ン
語
に
制
定
法
令

5
-mm伊
丹
片
岡

H
H
C
B
)

と
い
う
語
感
が
あ
る
以
上
、
諸
民
族
の
法

0
5
m山
内

E
E
g
ハ
ロ
)

に
集
結
し
た
人
々
で
は
な
く
民
族

E
H

唱。同)色。

2
B〉
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
を
用
い
る
の
は
、
国

(
2
E
S
凹)

F・コナンの契約理論 (1) 

(同】
O
宮
乙

5
〉
に
集
結
し
た
人
々
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
。
人
聞
が
自
己
に
生
来
備
わ
っ
て
い
る
ポ
リ
テ
イ
コ
ン
な
法
を
つ
く
る
の
は
、
人
間
が
孤

立
し
て
生
き
る
の
で
な
く
、
他
の
人
々
と
の
結
合
や
親
睦
を
求
め
、
彼
ら
と
会
話
を
し
、
彼
ら
と
取
引
を
し
て
自
己
に
不
足
せ
る
生
活
手
段

を
調
達
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
諸
民
族
の
法
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
人
聞
が

捷
門
法
律
〕

O
R〉

の
定
め
る
罰
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
か
、
国
の
城
壁
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
と
か
と
い
っ
た
こ
と
が
、
望
ま
し
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
や
が
る
我
々
・
を
し
て
、

こ
れ
ら
の
罰
や
城
壁
を
つ
く
ら
し
め
る
に
至
っ
た
の
は
、
必
要
官

2
2包
仲
間
凹
〉
で
あ
っ

北法35(6・97)785 



説

た。
第
三
節

全
人
類
が
同
一
の
国
の
国
民
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
法
が
ポ
リ
テ
イ
コ
ン
な
法
、
あ
る
い
は
国
法
と
い
わ
れ
る
こ
と
。

言首

し
た
が
っ
て
、
他
の
人
間
た
ち
を
求
め
る
、
人
聞
の
こ
の
本
性
は
、
国
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
民
族
的
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
本
性
を
分
有
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
た
ち
な
の
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
人
間
た
ち
は
、

一
個
の
同
一
の
法
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ

る。
と
い
う
の
は
、
こ
の
人
聞
の
本
性
か
ら
は
じ
め
る
な
ら
、
道
理
(
円
邑
与
を
共
通
に
す
る
人
々
の
間
で
は
、
正
し
き
道
理
令
官
Z
E
H
E
)

も
ま
た
共
通
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
正
し
き
道
理
は
提
(
}
司
る
と
称
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
蛇
を
共
有
す
る
者
は
、
法
を
も
共
有
す
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
法
を
共
有
す
る
者
は
、
同
じ
国
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

ロ

)

一
つ
の
国
で
あ
る
と
評
価
さ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
全
世
界
は
、

し
た
が
っ
て
、
我
々
の
こ
の
都
市
パ
リ
、

お
よ
び
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
バ
リ
の
人
々
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
全
世
界
に
あ

る
も
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
た
ち
の
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
死
す
べ
き
者
す
べ
て
が
一
個
の
同
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
正
し
き
道
理
の
支
配
に
服
す
る
以
上
、
こ
の
世
界
が
、
す
べ
て

〈

ロ

)

の
人
間
た
ち
の
共
通
の
都
市
お
よ
び
国
の
ご
と
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
ど
こ
の
国
の
も
の
だ
」
と
問
わ
れ
た
と
き
、
「
世
界
国
民
だ
」
と
答
え
た
。
す
な
わ
ち
、

キ
ケ
ロ
の
言
を

も
っ
て
す
れ
ば
、
城
壁
に
固
ま
れ
た
あ
る
限
ら
れ
た
地
域
の
住
人
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
一
つ
の
国
を
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
な

(

日

)

全
世
界
の
国
民
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
大
地
〔
地
球
〕
は
、
す
べ
て
の
人
間
た
ち
の
共
通
の
母
で
あ
り
、
「
ス
キ
ピ
オ
の
夢
」
の
大
ア
フ
リ
カ

l
ヌ
ス
流
に
い
え
ば
、

(
M
)
 

住
ま
い
あ
る
い
は
家
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
全
世
界
と
し
て
の
家
あ
る
い
は
国
に
は
、
構
成
員
各
人
の
心
に
記
さ
れ
た
提
が
あ
り
、
園
有
の
法
が
あ
る
。
こ
の
法
は
、

そ
の
国

民
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
死
す
べ
き
者
か
ら
な
る
こ
の
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、

ポ
リ
テ
イ
コ
ン
な
法
と
称
せ
ら
れ
る
が
、

キ
ケ
ロ
は
前
掲
蓄
の
ち
ょ
っ
と

準
国
的

Z
E巴

n-Er)
あ
る
い
は
民
族
的

2
0ち
三
日
巾
〉
な
法
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

後
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
人
間
の
本
性
と
は
、
人
類
と
の
開
に
準
国
法
(
吉
田

m
F
E出
口
百
二
巾
)
が
あ
る
と
い
う
も
の
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
準
国
法
を
守
る
も
の

ハ
日
)

は
正
し
く
、
こ
れ
か
ら
外
れ
る
も
の
は
不
正
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」

キ
ケ
ロ
は
こ
の
法
の
こ
と
を
国
法
と
は
い
わ
な
い
で
、
準
国
法
と
い
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
は
、
よ
り
正
し
く
は
、
諸
民
族
の
法

と
称
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
全
人
類
が
一
つ
の
民
族
を
形
成
す
る
と
し
て
、
こ
の
民
族
が
用
い
る
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
境
界
の
な
い
、

か
の
状
態
が
失
わ
れ
、
こ
の
境
界
な
き
人
聞
社
会
が
、
す
べ
て
の
人
聞
を
同
一
の
提
に
よ
っ
て
支
配
で
き
な
い

か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
も
ろ
も
ろ
の
国
に
分
割
さ
れ
た
。

そ
の
後
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
効
用
合
同
E
S
C
に
適
合
す
る
よ
う
に
、

が
導
入
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、

か
の
諸
民
族
の
法
は
、
従
前
は
一
個
で
、
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
た
ち

一
方
は
、
国
法
と
い
う
名
称
に
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
、

)
 

唱

4(
 

の
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
二
つ
に
な
っ
た
o

よ
り
正
確
に
い
え
ば
、

F.コナンの契約理論

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
異
な
っ
た
提
〔
法
律
〕

(
Zる
に
よ
り
、
異
な
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
は
、
最
初
に
唯
一
存
在
し
、
万
人

に
共
通
だ
っ
た
諸
民
族
の
法
で
あ
り
、
自
然

(
S
E
E
-巾
〉
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
法
た
る
万
民
法
は
、

名
称
の
上
で
も

制
定
法
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
質
お
よ
び
本
性
自
体
が
制
定
法
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
先
の
引
用
に
続
け
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
・
自
然
法
。

5
5
E
H丘
町
)
と

は
、
ど
こ
で
も
、
も
ろ
も
ろ
の
民
族
に
同
じ
よ
う
に
妥
当
し
、
そ
れ
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
な
い
法
で
あ
る
。 国

法

北法35( 6・99)787 



説

こ
れ
に
対
し
て
、
制
定
法
と
は
、
こ
う
な
ろ
う
と
、
別
様
に
な
ろ
う
と
、
本
来
は
ど
ち
ら
で
も
差
支
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、

し
か
し
、

た
ん
こ
う
と
定
め
た
上
は
、
そ
う
で
な
く
て
は
差
支
え
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
釈
放
の
身
代
金
が
一
ム
ナ
だ
と
か
、
犠
牲
は

論

支
ど
り
に
、

お
よ
そ
個
々
人
の
事
項
に
つ
い
て
提
〔
法
律
〕

一
匹
の
山
羊
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
二
匹
の
山
羊
た
る
べ
き
で
は
な
い
と
か
、

第
四
節

た
と
え
ば
、
ブ
ラ
シ
ダ
ス
に
犠
牲
を
さ
さ
げ
る
と
い
っ
た
こ
と
、

ハ

叫

山

)

に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
が
、
こ
の
制
定
法
に
属
す
る
。
」

自
然
法

(
F
E
E
Z
E
-乙
が
二
つ
の
部
分
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
。

民
会
の
詑
〔
議

c
m
H
〉
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
、

決
〕
(
一
日
吉
宮
-
0
2
5
)

国
法
に
つ
い
て
は
、
後
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
自
然
法

(
E∞
ロ印

E
E
}巾
)
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
察
で
き

る
と
私
は
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、

一
方
は
、
正
と
不
正
と
を
定
め
る
捻
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
時
や
所
に
応
じ
て
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
他
方
は
、
生
活
を

し
て
行
く
た
め
に
必
要
な
宮
市
口
町
田
回
国
ユ
る
さ
ま
ざ
ま
な
効
用

(
1
5
g与
を
司
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
私
が
述
べ
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
私
が
パ
ウ
ル
ス
・
学
・
了
一
・
一
一
の
見
解
に
惹
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

パ
ウ
ル
ス
は
、
自
然
法

C
5
5
E
E
]与
を
善
と
衡
平
の
道
理
だ
と
し
、
国
法
お
よ
び
制
定
法
を
効
用
か
ら
導
き
出
す
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
ド
白
川
で
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

私
は
一
示
唆
を
受
け
た
。

自
然
法

彼
の
言
は
、

す
な
わ
ち
、

S
E
E
-る
に
は
二
つ
の
本
性
、
つ
ま
り
、
衡
平
と
効
用
と
い
う
本
性
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
説
明
で
き
な
い
と
、
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

b
e
予

た
だ
次
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
我
々
が
聖
く
、
敬
度
に
、
正
し
く
生
き
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
快
適
に
生

前
者
は
、

き
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

前
者
の
法
を
自
然
法

C
E
B
E
E
-巾
)
と
い
う
の
が
正
し
く
か
っ
本
来
的
な
い
い
方
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
法
は
、
各
人
に
自

然
の
道
理
合
同
氏
。

E
E
E
Z
m
)
を
提
示
し
、
そ
し
て
、
恒
久
不
変
だ
か
ら
で
あ
る
。

し、
つ

北法35(6・100)788 
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こ
の
源
泉
と
い
う
べ
き
も
の
か
ら
、
我
々
を
正
義
へ
と
誘
う
命
令
が
流
出
し
て
来
る
が
、
そ
の
中
に
は
ウ
ル
ピ
ア

I
ヌ
ス
が
挙
げ
る
至
上

(

げ

)

の
も
の
、
高
潔
に
(
宮
ロ
2
同
巾
)
生
き
よ
、
誰
も
傷
つ
け
て
は
な
ら
な
い
、
各
人
に
彼
の
も
の
を
配
せ
、
と
い
う
命
令
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は

(

刊

日

)

す
べ
て
、
天
か
ら
下
さ
れ
た
か
の
準
則
、
「
汝
は
、
自
己
に
対
し
行
っ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
を
、
他
人
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
に
収
数
す

る
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
準
則
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
の
準
則
か
ら
下
さ
れ
る
判
断
に
よ
っ
て
、
正
と
不
正
と
の
区
別
が
伝
え
ら
れ
る
の
だ
か

ら
。
そ
し
て
、
こ
の
区
別
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
生
活
を
し
て
行
く
た
め
の
す
べ
て
の
道
理
が
無
視
さ
れ
、
こ
の
区
別
を
守
る
な
ら
、
衡
平

か
ら
外
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
民
会
の
決
定
、
君
主
の
勅
令
、
審
判
人
の
判
決
も
、
こ
の
自
然
法

(
F
E
E
Z
E
-与
を
無
効
に
し
た
り
変
更
し
た
り
で
き
な

ぃ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
自
然
法
は
不
正
な
し
に
は
侵
し
え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

王
国
、
戦
争
、
奴
隷
、
解

放
、
契
約
、
お
よ
び
、
我
々
が
人
と
人
と
の
結
合
や
我
々
自
身
の
統
合
を
よ
り
巧
み
に
行
う
た
め
に
用
い
る
、
そ
の
他
の
社
会
関
係
で
あ
問
。

第
二
の
、
効
用
に
関
わ
る
も
う
一
つ
の
法
は
、

い
か
な
る
類
の
も
の
か
。
こ
の
法
に
属
す
る
の
は
、
所
有
権
、

こ
の
法
は
、
私
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
諸
民
族
の
法
と
呼
ん
で
も
差
支
え
な
か
ろ
う
。
こ
の
法
が
、
自
然

(
E
E
E
)
そ
の
も
の
と
い
う
よ

)
 

噌

i(
 

り
は
、
人
間
た
ち
の
裁
決
(
百
円
丘
町
E
S〉
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
こ
の
法
は
、
自
然
法
の
一
部
な
の
で
あ
り
、
そ

F.コナンの契約理論

の
名
に
値
す
る
。
と
い
う
の
は
、
設
定
さ
れ
た
も
の

(
Z
E
Z
Z
B
)
や
提
〔
法
律
〕
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
習
俗

(BO吋巾凶)
に
よ
っ
て

全
く
自
然
の
提

Qa

徐
々
に
か
つ
暗
黙
の
う
ち
に
確
定
さ
れ
た
、
す
べ
て
の
民
族
の
合
意
は
、

E
E
E巾
)
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
全
世
界
を
一
個
の
固
に
擬
す
る
な
ら
、
す
べ
て
の
人
間
た
ち
の
準
国
法
と
い
っ
て
も
よ
い

も
の
で
あ
る
。

第
五
節

し
た
が
っ
て
、
自
然
法

C
E
口
三
広
岡
田
一
与
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。

北法35(6・101)789 



説

し
た
が
っ
て
、
こ
の
諸
民
族
の
法
自
体
に
対
し
、
あ
る
何
ら
か
の
立
法
権
能
。
諸
口
同
H
岡
市

O
H
2
g回
)
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
驚
く
に
あ

ニ
‘
コ
工
、
o

T
Fご
T

L

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
法
は
不
可
侵
の
自
然
法
(
吉
田

E
E
Z叩
)
と
異
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
上
に
立
つ
者
の
裁
量
に

さ企‘
民間

よ
り
変
り
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
こ
れ
ま
で
物
の
所
有
権
と
い
う
も
の
を
知
ら
ず
、
す
べ
て
の
物
が
共
有
で
あ
る
民
族
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

ま
た
、
す
べ
て
の
も
の
を
共
有
す
る
共
同
体
と
い
う
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
も
彼
の
「
国
」
で
導
き
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

あ
る
人
が
提
〔
法
律
〕
に
よ
っ
て
物
の
売
買
と
賃
貸
借
を
禁
止
し
、
万
人
が
貨
幣
を
使
用
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
と
し
て
も
、

こ
の
旋

〔
法
律
〕
に
い
か
な
る
不
衡
平
が
あ
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
律
は
、
た
し
か
に
当
該
国
民
の
効
用
を
相
当

程
度
奪
う
も
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、

か
の
単
純
で
衡
平
な
自
然
法
(
正
田
口
出

Z
E巾
)
か
ら
は
全
く
何
も
奪
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
、
捕
虜
は
奴
隷
と
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ず
っ
と
よ
く
妥
当
す
る
。
こ
の
捕
虜
奴
隷
制
が
、

キ
リ
ス
ト
教

徒
の
習
俗
に
よ
っ
て
す
で
に
廃
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、

い
か
な
る
法
も
自
然
的

(
E
E
E
}巾
)
で
な
い
と
い
う
よ
う
に
主
張
し
た
人
々
の
誤
り
が
生
じ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
諸
民
族
の
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
通
常
、
自
然
法
令

5

S
E
E
-る
と
呼
ば
れ
る
と
し
て

も
、
時
と
し
て
変
更
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
は
自
然

(
E
E
E
)
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
意
見
合
同
比
三
乙
に
よ
る

も
の
と
評
価
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
は
、
安
定
的
、
固
定
的
で
、
お
よ
そ
変
化
と
は
縁
の
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
彼
ら
の
誤
り
を
前
掲
箇
所
で
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
制
定
法
が
、
こ
う
な
る
か
ま
た
は
別
様
に
な
る
か
に

よ
っ
て
本
来
何
の
差
支
え
も
生
じ
な
い
事
柄
に
関
わ
る
と
述
べ
て
は
い
る
が
、
他
方
で
、
次
の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

「
し
か
る
に
、
以
上
述
べ
た
法
す
べ
て
が
、
こ
の
よ
う
な
制
定
法
的
な
性
質
の
も
の
だ
と
考
え
る
人
々
が
い
る
。
と
い
う
の
は
、
自
然
的

な
も
の
は
、
不
変
で
、
地
上
の
ど
こ
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
働
く

l
lた
と
え
ば
火
は
こ
こ
で
も
、
ベ
ル
シ
ア
で
も
も
の
を
焼
く
と
い
っ

北法35( 6・102)790 



た
よ
う
に
1

1
の
に
対
し
、
上
述
の
法
が
変
化
す
る
の
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
変
化
す
る
と
い
っ
て
も
、
全
面
的
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
神
々
の
も
と
で
な
ら
、
お
そ
ら
く

は
何
も
こ
の
よ
う
に
変
化
す
る
も
の
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
我
々
の
も
と
で
は
、
自
然
に
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
全
部
で

は
な
い
に
せ
よ
、
変
化
す
る
も
の
が
た
し
か
に
あ
る
。
変
化
す
る
も
の
に
は
、
や
は
り
、
自
然
に
基
づ
く
も
の
も
あ
る
し
、
自
然
に
基
づ
か

ハ
幻
)

な
い
も
の
も
あ
る
の
だ
。
」

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
自
然
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
変
化
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
に
基
づ

く
も
の
も
あ
れ
ば
、
自
然
に
で
は
な
く
人
間
た
ち
の
設
定
し
た
も
の
に
基
づ
く
も
の
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
さ
る
べ
き
で
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
自
然
的
な
も
の
に
変
化
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
が
自
然
に
基
づ
く
と
も
、
何
も
自
然
に
基
づ
く
も
の
は

な
い
と
も
、
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
変
化
が
両
者
に
共
通
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
変
化
す
る
も
の
そ
れ
ぞ
れ
を
選
別
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
な
ど
と
、
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

逆
に
、
可
変
的
な
も
の
の
な
か
に
も
自
然
に
よ
る
も
の
も
あ
れ
ば
意
見
に
よ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
区
別
は
、
注
意
深

F ・コナンの契約理論 (1) 

く
観
察
す
れ
ば
、
難
し
く
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
。

「
し
か
し
、
別
様
に
も
あ
り
う
る
も
の
の
う
ち
、
何
が
自
然
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
何
が
自
然
で
は
な
く
、
提
〔
法
律
〕
や
設
定
行
為

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
は
l
l
l
両
者
と
も
同
様
に
可
変
的
だ
と
し
て
も
l

l
、
次
の
こ
と
か
ら
明
瞭
で
あ
る
。

(
F
D
m
己
H
C
C
O
)

す
な
わ

ち

(
同
じ
こ
と
は
、
他
の
事
柄
に
も
同
程
度
に
あ
て
は
ま
り
う
る
も
の
だ
が
〉
自
然
的
に
は
右
手
が
左
手
よ
り
強
い
と
し
て
も
、
何
人
で

あ
れ
両
手
を
等
し
く
巧
み
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
ま
た
、
設
定
行
為
お
よ
び
効
用
に
基
づ
く
法
は
、
升
に
似
て
い
る
。
と
い

う
の
は
、
酒
や
穀
物
の
升
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
は
な
く
、
酒
や
穀
物
の
買
い
集
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
升
は
大
き
く
、
小
売
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
は
小
さ
い
か
ら
で
あ
る
。

北法35(6・103)791 



説

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
的
た
ら
ざ
る
人
間
た
ち
の
法
は
、
ど
こ
で
も
同
じ
で
は
な
い
。
国
の
統
治
〈
同
色
匂
ロ
E
片
足
注
目
吉
宮
可
え
芯
〉

三ι

""匂

も
ま
た
、
ど
こ
で
も
同
じ
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
他
方
、
ど
こ
で
あ
れ
、
自
然
を
基
準
に
す
れ
ば
最
善
の
統
治
は
一
つ
し
か
な
い
と
し
て

(nv 
も。」人
聞
に
は
、
自
然
的
道
理
も
言
葉
も
あ
る
。
人
聞
に
固
有
の
笑
い
も
、
同
様
に
非
常
に
多
く
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
道
理
や
言

葉
等
が
人
間
の
脆
弱
さ
の
ゆ
え
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
変
化
し
た
り
、
無
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
く
、

そ
れ
ゆ

ぇ
、
我
々
一
人
一
人
に
道
理
や
言
葉
等
を
用
い
る
適
性
が
自
然
的
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
右
手
が
左
手
よ
り
強
い
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
備
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
左
手
が
よ
り
強
い

と
い
う
反
対
の
事
態
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
鍛
錬
を
施
す
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
聞
に
等
し
く
生
じ
う
る
事
態
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
右
手
の
強
さ
は
、
自
然
の
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
あ
る
種
の
判
断
に
よ
る
も
の

だ
か
ら
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
々
は
、
右
手
が
物
を
扱
う
の
に
よ
り
適
し
て
い
る
と
考
え
て
、

よ
り
頻
繁
に
右
手
を
使
う
か
ら
、
右
手
が

強
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
使
用
と
鍛
練
と
に
よ
っ
て
強
さ
と
器
用
き
が
増
進
さ
れ
る
。
し
か
し
、

か
か
る
事
態
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

右
手
の
使
用
が
自
然
的
に
優
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
た
り
、
す
べ
て
の
人
聞
が
こ
の
よ
う
に
考
え
判
断
す
る
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
手
が
敏
捷
だ
と
い
う
全
て
の
人
々
に
備
わ
っ
た
観
念
は
、
自
然
的
だ
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
手
の

例
の
よ
う
に
、
全
部
的
で
は
な
く
部
分
的
に
生
ず
る
変
化
を
自
然
的
で
あ
る
と
か
、
自
然
的
と
考
え
ら
れ
る
と
か
と
、
定
義
し
な
い
の
だ
か

ら
第
六
節

い
か
な
る
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
し
て
い
か
な
る
範
囲
で
変
化
は
あ
る
か
。

E
E
E
]る
に
つ
い
て
は
、
変
化
の
あ
る
事
柄
も
あ
る
の
だ
と
い
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然

的
判
断

(
E去ロ
E
S
S
E
E
-与
に
よ
っ
て
、
人
間
生
活
の
効
用
に
合
致
す
る
と
す
べ
て
の
人
々
が
合
意
す
る
も
の
に
は
、
変
化
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
法

0
5
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こ
れ
に
対
し
て
、
正
と
不
正
と
を
区
別
す
る
事
柄
に
は
、
変
化
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、
後
者
の
事
柄
に
は
永
遠
の
提
が
あ
り
、

こ
の
提

は
、
大
い
な
る
罪
を
犯
す
こ
と
な
し
に
は
破
棄
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
設
定
行
為
お
よ
び
効
用
に
基
づ
く
法
は
升
に
似
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

カ
タ
・
ス
ユ
ン
テ
一
1
』

7
1
ン

に
述
べ
た
だ
け
で
な
く
、
最
も
明
瞭
な
言
葉
で
述
べ
た
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
「
設
定
行
為
に
基
づ
く
」
法
と
彼
が
い
う
の
は
、
国
法
で
あ

カ
タ
・
ス
ユ
ン
ベ
ロ
ン

り
、
国
民
の
約
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
法
で
あ
る
。
「
効
用
に
基
づ
く
」
法
と
は
、

人
間
た
ち
の
便
益
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
法
で
あ
り
、

諸
民
族
の
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
法
、
「
設
定
行
為
お
よ
び
効
用
に
基
づ
く
」
法
を
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
あ
と
で
一
語
で
「
ア
ン
ト
ロ
ピ

i
ナ」

と
い
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
を
、
「
人
間
た
ち
の
」
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
o

自
然
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

人
間
た
ち
の
決
定
に
よ
り
定
立
さ
れ
た
法

(
E
2
7
c
B
Zロ
S
L巾
2
2
0
℃
O
印

H
H

乙
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
こ
の
法
が
諸
民
族
の
法
と
称
せ
ら
れ
る
の
は
、
人
間
た
ち
が
、
生
ま
れ
な
が

ら
の
性
状
か
ら
、
何
ら
か
の
自
然
的
共
同
体
、
結
合
体
を
つ
く
っ
て
い
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
国
法
と
称
さ
れ
る
の
は
、
人
間
た
ち
が
国

的
結
合
に
統
合
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
両
法
は
異
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
異
な
っ
て
い
る
必
要
さ
え
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
を
統
治
す
る
道

)
 
‘i
 
(
 

理
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
は
な
く
、
便
益
や
効
用
は
そ
れ
を
受
け
る
も
の
に
よ
っ
て
異
な
り
、
そ
し
て
こ
の
効
用
に
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
人
間

F'コナンの契約理論

た
ち
の
法
が
準
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
自
然
に
基
づ
く
も
の
は
、
最
適
な
も
の
で
あ
り
、
地
上
の
ど
こ
に
お
い

て
も
正
し
い
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
に
関
わ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
国
々
に
よ
り
差
異
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
の
配
慮
お
よ
び
統
治
は
ど
こ
で
も
同

じ
で
あ
り
、
ど
こ
で
も
そ
れ
が
最
善
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

一
人
に
と
っ
て
正
し
い
も
の
は
、
万
人
に
と
っ
て
も
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
便

益
と
は
違
っ
て
、
正
し
い
も
の
に
は
変
化
が
生
じ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

単
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説

し
た
が
っ
て
、
国
制
の
道
理

?
E己
目
的

z
t
c
)
に
は
、
効
用
を
基
準
に
す
れ
ば
、
大
き
な
相
違
や
多
様
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
正
と
不

正
と
い
う
こ
と
で
は
、

そ
ん
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

5命

口
同
片
口
同
国
巾
)

に
よ
っ
て
支
配
統
御
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
国
制
の
道
理
は
、

自
然
の
命
令
(
胃
白
2
2
6
E
B

で
も
最
善
で
あ
り
、
す
べ
て
の
民
族
に
共
通
で
あ
り
、
ど
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

こ
れ
が
、
私
の
考
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
あ
る
い
は
私
に
誤
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
私

い
つ
も
よ
く
考
え
て
か
ら
確
信
を
も
つ
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
各
人
は
、
他
人
の
著
作
を
自
己

は
他
人
の
著
作
を
解
釈
す
る
際
、

の
で
き
る
範
囲
で
理
解
し
、
自
己
の
裁
量
に
よ
っ
て
判
断
す
る
し
か
な
い
の
だ
か
ら
。
と
は
い
え
、
以
下
の
こ
と
に
は
、
私
に
誤
り
が
な
い

と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
私
が
判
断
を
下
し
た
、
自
然
法
令

5
E
E
E
]刊
)
と
諸
民
族
の
法
と
を
画
す
る
に
は
、
正
義
と
効
用
と
の
区
別
が

適
切
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
区
別
か
ら
、
両
法
の
起
源
、
優
劣
、

お
よ
び
効
力
に
つ
い
て
提
起
さ
れ
る
す
べ
て
の
問
題
が
解
明
さ
る
べ
き
こ

と
。
さ
ら
に
、
自
然
法
。

5
H
2
5巳
ら
お
よ
び
諸
民
族
の
法
を
民
会
の
提
〔
議
決
〕

(
]
2
3匂巳
0
2
B
)
に
よ
っ
て
廃
棄
で
き
る
か
、

で
き
る
と
し
て
ど
の
範
囲
で
か
と
い
う
問
題
も
、
上
述
の
区
別
か
ら
解
明
さ
る
べ
き
こ
と
。
こ
れ
ら
に
は
誤
り
が
な
い
と
思
う
。

こ
の
最
後
の
問
題
は
、

た
し
か
に
、
困
難
で
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
と
見
ら
れ
る
の
が
常
だ
が
、

し
か
し
、
我
々
が
述
べ
て
き
た
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
自
然
官
民
雪
印
}
巾
)
法
と
呼
ん
だ
第
一
の
も
の
は
、

と
不
正
と
の
問
題
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

お
よ
そ
変
化
と
は
無
縁
で
あ
る
。
我
々
が
諸
民
族
の
法
と
呼
ぶ
第
二
の
も
の
は
、
共
通

の
効
用
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
法
と
よ
く
似
た
も
の
で
あ
る
の
で
、

い
か
な
る
法
に
も
違
反
す
る
こ
と
な
く
廃
棄
あ
る
い
は
変
更

が
可
能
で
あ
る
。

そ
し
て
、
パ
ウ
ル
ス
が
学
・
一
・
一
・
一
一
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
だ
と
、
考
え
る
こ
と
も
で
き

ょ
う
。
そ
こ
で
、
パ
ウ
ル
ス
は
、

一
方
で
、
常
に
衡
平
か
つ
善
で
あ
る
法
、

つ
ま
り
自
然
法
令

5

E
E
Z
]巾
〉
と
、
他
方
で
、
あ
る
任
意

ど
こ
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の
閣
の
全
国
民
あ
る
い
は
多
数
の
国
民
に
と
っ
て
効
用
の
あ
る
法
、

つ
ま
り
国
法
と
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
〔
こ
れ
が
前
述
の
、
自
然
法

と
諸
民
族
の
法
と
の
区
別
に
対
応
す
る
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
〕
す
な
わ
ち
、
パ
ウ
ル
ス
の
い
う
後
者
の

法
が
国
法
な
の
は
、
国
民
に
だ
け
効
用
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
人
聞
に
と
っ
て
効
用
が
あ
る
な
ら
、
諸
民
族
の
法
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
国
法
と
諸
民
族
の
法
の
聞
に
は
、
そ
の
効
力
お
よ
び
本
性
に
は
差
は
な
く
、
国
法
が
特
定
の
人
間
た
ち
に
便
益
と
効
用

を
与
え
、
諸
民
族
の
法
が
す
べ
て
の
人
間
た
ち
に
便
益
と
効
用
を
与
え
る
と
い
う
点
に
差
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

第
七
節

自
然
法
(
呂
田
口
出

E
2
5
)
に
服
す
る
も
の
は
何
か
。

こ
こ
で
、
自
然
法
と
諸
民
族
の
法
と
の
両
法
に
服
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
す
べ
て
を
、
列
挙
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
主
要
な
も

一
つ
一
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
は
、
難
し
い
こ
と
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
の
研
究
を
進
め
る
た
め
に
、
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
か
っ
、
こ
の
間
題
の
研
究
(
回
忌
?

戸
田
)
に
お
い
て
比
較
的
頻
繁
に
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
を
、
簡
単
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

の
に
言
及
し
た
な
ら
十
分
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
言
及
さ
れ
た
も
の
か
ら
、

こ
の
研
究
に
よ
っ
て
第
一
の
自
然
の
も
の
な
ユ
宮
田

E
E円
白
巾
〉
に
算
入
さ
れ
る
の
は
、

グ
ラ

i
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
が
、
彼
の
か
の
偉
大
な

労
作
の
冒
頭
辺
で
数
え
上
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

)
 

唱

i(
 

彼
は
い
う
。
「
自
然
法

C
E
B
E
E
-巾
)
と
は
、
生
ま
れ
〔
民
族
〕
(
口
三
宮
〉
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
の
者
に
共
通
の
法
で
あ
る
。
な
ぜ

F.コナンの契約理論

な
ら
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
設
定
行
為
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
然
の
本
能
に
よ
っ
て
ど
こ
に
で
も
存
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。

た
と
え

ば
、
男
女
の
結
び
付
き
、
子
〔
卑
属
〕
の
相
続
、
把
童
の
養
育
。
万
人
の
共
同
占
有
、
万
人
の
有
す
る
同
じ
一
つ
の
自
由
、
天
地
お
よ
び
海

か
ら
収
穫
さ
れ
る
も
の
の
取
得
、
同
じ
く
、
預
け
ら
れ
た
物
あ
る
い
は
託
さ
れ
た
金
銭
の
返
還
、
加
え
ら
れ
た
暴
力
に
対
す
る
自
力
防
衛
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
最
後
の
自
力
防
衛
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
正
な
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
的
か
つ
衡
平
な
こ
と

ハ
幻
)

と
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
。
」
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説

最
初
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
し
い
。
す
な
わ
ち
、
自
然
法
は
、
獣
に
は
通

じ
な
い
が
、
人
聞
に
は
い
か
な
る
生
ま
れ
で
あ
れ
通
ず
る
。
し
か
も
、
単
に
道
理
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、

ほ
と
ん
ど
本
能
的
に
そ
の
自
然

論

本
性
か
ら
、
我
々
人
聞
は
だ
れ
で
も
自
然
法
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
自
然
は
我
々
を
正
し
い
も
の
と
し
て
造
っ
た
し
、
自
由
な
も
の
と
し
て
造
っ
た
の
だ
か
ら
。
こ
の
正
義
と
自
由
か
ら
こ
の

自
然
法
に
属
す
る
他
の
も
の
が
生
ず
る
、

と
私
は
い
い
た
い
。
正
義
か
ら
は
、
我
々
が
子
〔
卑
属
〕
を
養
育
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
不
思
議
で
は
な
い
。
子
〔
卑
属
〕
は
そ
の
弱
さ
の
ゆ
え
に
我
々
の
助
力
を
必
要
と
す
る
の
だ
か
ら
。
こ
の
助
力
を
、
子
に

対
し
て
だ
け
で
な
く
、
同
じ
よ
う
に
弱
い
者
す
べ
て
に
対
し
て
も
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
の
に
、
拒
否
す
る
な
ら
、
そ
の
者
は
自
然
に

反
し
て
い
る
。
自
然
は
、
人
聞
が
他
の
人
聞
を
、
そ
の
者
が
誰
で
あ
れ
、
気
づ
か
う
こ
と
を
命
じ
て
お
り
、
あ
る
い
は
、

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え

に
人
間
が
人
間
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
子
が
生
活
必
需
品
を
自
分
で
調
達
で
き
る
よ
う
な
年
齢
に
達
し
て
お
り
、

ま
た
、
そ
れ
だ
け
の
力
を
つ
け
て
い
る
場
合
に
は
、
親

は
そ
の
子
の
世
話
を
し
な
く
と
も
自
然
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
し
た
の
で
、

グ
ラ

l
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
は
、
子
の
養
育
で
は
な
く
、
児
童
1
1
1
つ
ま
り
児
童
の
年
齢
に
あ
る
子
l
l
i

の
養
育
を
自
然
法

(
F
E
E
Z
E
-巾
)
に
属
す
る
と
し
て
い
る
の
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

ロ
ム
ル
ス
の
提
〔
法
律
〕
は
、
子
は
三
年
間
扶
養
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
子
を
殺
し
た
り
、
遺
棄
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と

(
却
)

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
幼
児
が
扶
養
さ
る
べ
き
こ
と
を
欲
し
た
の
は
、
よ
い
こ
と
で
、
自
然
に
合
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
二
年
経
過
後
の
児
を
殺
し
た
り
遺
棄
す
る
こ
と
を
許
し
た
の
は
、
非
人
間
的
な
こ
と
で
あ
り
、
自
然
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
提
〔
法
律
〕
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
預
け
ら
れ
た
物
お
よ
び
託
さ
れ
た
金
銭
の
返
還
も
自
然
的
正
義
に
属
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
提
か
ら
、
同
じ
こ
と
は
他

北法35(6・108)796 



の
契
約
に
も
妥
当
す
る
の
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
他
の
契
約
の
信
義
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
相
手
方
を
害
す
る
場
合
に

は
、
守
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
ま
で
グ
ラ

l
テ
ィ
ア

i
ヌ
ス
が
述
べ
た
の
だ
と
主
張
す
る
者
が
い
る
。
だ
が
、
ど
う
し
て
そ
う
主
張
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
問
題
の
事
案
で
は
、
他
人
を
害
し
て
お
り
、

い
な
い
が
、
こ
れ
ら
こ
つ
も
ま
た
自
然
の
提

0
2

ま
た
各
人
に
彼
の
も
の
を
与
え
て

こ
の
二
つ
の
提
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
が
、
我
々

E
Z
Eろ
だ
か
ら
で
あ
る
。

が
し
ば
し
ば
言
及
し
論
じ
た
、
何
人
も
他
人
の
損
失
に
お
い
て
利
得
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
提
で
あ
る
。
こ
の
按
を
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
は

〔

町

四

〉

(

叩

叫

)

自
然
法
令
ロ
山
口
白
百
円
白
}
巾
〉
に
属
す
る
も
の
と
し
た
の
に
対
し
、
カ
ス
ト
レ
ー
ン
シ
ス
と
ヤ
l
ソ
ン
は
こ
れ
を
非
難
し
た
が
、
こ
の
非
難
こ
そ

誤
ま
り
で
あ
る
。
カ
ス
ト
レ
ー
ン
シ
ス
や
ヤ
i
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

か
の
第
一
の
法
〔
自
然
法
〕
は
動
物
も
含
め
た
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
で

あ
る
の
に
、
こ
の
提
は
動
物
が
共
有
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
非
難
の
非
難
は
非
常
に
容
易
で
あ
り
、
論
拠
を
挙
げ

る
必
要
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

さ
ら
に
暴
力
に
対
す
る
自
衛
も
自
然
法

C
5
口問

EZ-ι

に
属
す
る
が
、
と
は
い
え
、
我
々
が
前
に
グ
ヲ
l
テ
ィ
ア
l
ヌ
ス
に
な
ら
っ

て
示
し
た
こ
と
で
は
不
十
分
マ
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
力
防
衛
は
、
ま
さ
に
生
じ
つ
つ
あ
る
不
法
の
防
止
が
許
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
被
っ
た
不
法
を
、
あ
る
い
は
長
い
間
を
置
い
た
後
で
あ
れ
、
回
復
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
解
釈
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の

)
 

マ
i
''aE

、

も
、
不
法
の
回
復
は
、
罰
に
代
替
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
罰
せ
ら
れ
な
い
か
ら
他
人
に
暴
行
し
よ
う
と
い
う
気
持
を
も
っ
こ

F'コナンの契約理論

と
が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。

さ
ら
に
、
自
然
に
よ
っ
て
、
各
人
に
彼
の
も
の
を
配
せ
と
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
良
き
人
々
を
賞
に
よ
っ
て
奨
励
し
、
悪
し
き
人

人
に
罰
を
加
え
よ
う
と
し
な
い
者
達
は
、
自
然
の
こ
の
命
令
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

同
じ
く
、
正
義
に
謀
せ
ら
れ
た
第
一
の
任
務
で
あ
る
の
は
、
人
は
不
法
を
加
え
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
と

キ
ケ
ロ
も
ま
た
そ
う
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
を
加
え
ら
れ
た
者
な
ら
ば
他
人
を
害
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ

い
う
こ
と
で
あ
り
、

北法35(6・109)797 



説

と
に
な
る
。

し
か
し
、
罰
を
課
す
際
に
必
要
と
さ
れ
る
節
度
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
提
〔
法
律
〕
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、

論

レ
1
テ
ィ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
何
と
な
れ
ば
、
人
類
は
暴
力
の
う
ち
に
生
を
送
る
こ
と
に
疲
弊
し
、

そ
の
不
和
の
ゆ
え
に
無
気
力
と
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
一
層
人
類
は

自
ら
進
ん
で
按
〔
法
律
〕
と
窮
屈
な
法
と
に
服
し
た
の
だ
か
ら
。

実
際
、
誰
で
あ
れ
、
憤
怒
か
ら
、
現
今
衡
平
な
捷
〔
法
律
〕
に
よ
り

認
め
ら
れ
た
る
以
上
に
激
し
く
復
讐
せ
ん
も
の
と
思
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
(
お
〉

し
た
が
っ
て
、
人
間
た
ち
は
暴
力
の
う
ち
に
生
を
送
る
こ
と
に
飽
い
た
。
」

第
八
節

暴
力
に
対
す
る
自
力
救
済
は
、
非
難
の
余
地
な
き
権
原
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
の
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
代
の
解
釈
者
た
ち
が
い
か
に
思
い
つ
き
的
に
説
明
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
、
暴
力

や
不
法
に
対
す
る
自
衛
が
自
然
法
。

5
5
5円
印
巾
)
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
、
と
説
く
フ
ロ
ー
レ
ン
テ
ィ
l
ヌ
ス
の
解
答
、
学
・
一
・
一
・

(

鈎

〉

(

初

〉

一
一
一
と
、
デ
ィ
オ
グ
レ
テ
ィ
ア
l
ヌ
ス
お
よ
び
マ

l
ク
ス
ィ
ミ
ア
l
ヌ
ス
帝
の
勅
答
、
勅
・
八
・
四
・
一

l
l
l
こ
れ
は
、
占
有
回
復
の
特
示
命

令
に
関
す
る
最
初
の
解
答
だ
が

l
!と
を
、

一
所
に
し
て
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
帝
は
こ
の
勅
答
で
占
有
に
正
権
原
が
あ
る
場
合
に
限

っ
て
自
力
防
衛
を
許
す
が
、
こ
れ
を
現
代
の
解
釈
は
、
フ
ロ
ー
レ
ン
テ
ィ
l
ヌ
ス
の
解
答
の
効
果
を
中
和
す
る
抗
弁
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
況
)

こ
の
よ
う
に
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
も
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
我
々
は
、
以
上
の
こ
と
を
自
然
法

C
5
ロ田
Z
E巾
〉
か
ら
説
く
。
そ
し
て
、

か
の
皇
帝
の
勅
答
が
な
さ
れ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
提
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
長
期
間
経
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
私
人
に
自
衛

す
る
権
能
は
与
え
る
が
、
復
讐
す
る
権
能
は
私
人
か
ら
取
る
と
い
う
提
が
。
こ
の
両
権
能
は
、
か
の
原
初
的
自
然
法

(
F
E
E
Z
E巾
〉
に
よ

ノレ

グ
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っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
。

そ
れ
ゆ
え
、

キ
ケ
ロ
は
、
「
案
出
論
」
第
二
巻
で
報
復
(
ヨ

E
E阻
止
。
)
を
自
然
法

C
5
口白

Z
E
r〉
上
の
も
の
と
し
た
。

5
Z
Z巾
〉
と
は
、
意
見
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
生
来
の
力
が
我
々
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

〈
明
記
)

ば
、
宗
教
、
敬
慮
、
慈
愛
、
報
復
、
尊
敬
、
真
実
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
そ
の
後
に
も
、
「
報
復
と
は
、
暴
力
や
不
法
、
お
よ
び
そ
も
そ

門

誌

〉

も
妨
害
と
な
る
こ
と
す
べ
て
を
、
防
衛
な
い
し
復
讐
に
よ
っ
て
却
け
る
行
為
で
あ
る
よ
と
も
述
べ
て
い
る
。

「
そ
し
て
、
自
然
法
会

5

た
と
え

防
衛
と
は
、
将
来
の
迫
り
来
る
不
法
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
り
、
報
復
と
は
、
す
で
に
為
さ
れ
、
被
っ
た
不
法
に
対
し
復
讐
す
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
そ
の
趣
旨
は
、

不
法
を
加
え
た
者
が
、
罰
せ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
さ
ら
に
大
胆
に
な
っ
て
、
そ
の
後
罪
を
犯
す
と

い
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
の
こ
と
が
、
す
べ
て
の
提
の
目
論
見
、
企
図
な
の
で
あ
る
か
ら
。

以
上
述
べ
て
き
た
事
柄
は
、
自
然
の
正
義
を
あ
た
か
も
澄
み
切
っ
た
源
泉
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
長
く
広
く
流
れ
出
、
人
聞
社
会
の
す
み
ず

み
に
流
れ
込
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
の
正
義
は
、
公
的
で
あ
れ
私
的
で
あ
れ
、
我
々
の
す
べ
て
の
行
為
が
、
そ
し
て
、
す

べ
て
の
民
族
お
よ
び
国
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
に
服
し
、
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

)
 
g
i
 
(
 

い
ま
述
べ
た
同
じ
源
泉
か
ら
我
々
が
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
導
き
出
し
方
は
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、

自
由
に
は
強
制
力
が
な
い
の
だ
か
ら
。
つ
ま
り
、
自
由
の
内
容
は
正
か
不
正
か
を
決
す
る
道
理
で
は
な
く
、
欲
す
る
こ
と
を
害
と
な
ら
な
い

さ
ら
に
、
自
由
も
ま
た
、

F.コナンの契約理論

限
り
で
行
っ
て
よ
い
と
い
う
許
可
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。

し
た
が
っ
て
、
自
由
は
、
本
来
、

か
の
自
然
法
の
一
部
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
自
由
は
何
も
禁
じ
た
り
命
じ
た
り
せ

か
の
好
意
的
で
慈
悲
深
い
自
然
が
与
え
て
く
れ
た
も
の
を
、

ず
、
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
に
存
す
る
の
だ
か
ら
。
他
方
、

い
か
ほ
ど
か
制

限
す
る
こ
と
は
、
不
衡
平
で
な
い
だ
け
で
な
く
、

必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
程
な
く
、
多
く
の
こ
と
が
も
ろ
も
ろ
の
民
族
の
決
定
に
よ
り
、
さ
ら
に
は
、

そ
れ
以
上
に
多
く
の
こ
と
が
、
国
々
の
法
律
に

北法35(6・111)799 



説

よ
り
制
約
を
課
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
目
的
は
、
不
衡
平
で
歪
ん
だ
人
間
た
ち
が
不
法
を
犯
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
自
由
に
罰
と
し
て
の
奴
隷
制
が
対
置
さ
れ
る
が
、
我
々
に
対
し
戦
争
を
し
か
け
て
来
る
者
た
ち
に
対
し
、
奴
隷
制
以

3命

上
に
人
間
的
な
罰
を
案
出
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、

か
つ
て
は
、
す
べ
て
の
物
が
す
べ
て
の
人
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
大
地
の
実
り
が
当
時
生
き
て
い
た
人
々
の
数
が
少

な
か
っ
た
の
で
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
、
も
ろ
も
ろ
の
民
族
の
設
定
行
為
に
よ
り
、
各
人

に
そ
の
物
の
所
有
が
分
け
与
え
ら
れ
、
土
地
に
境
界
線
が
引
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
次
の
二
つ
の
言
葉
、
「
私
の
も
の
」
と
「
汝
の
も
の
」
と
を
人
々
の
会
話
で
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
前
は
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
o

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
後
は
、
各
人
が
任
意
の
物
を
自
己
の
意
の
ま
ま
に
用
い

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
り
、

た
だ
自
己
の
物
の
み
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
の
こ
と
は
、

カ
ス
ト
レ
ー
ン
シ
ス
が
考
え
る
よ
う
に
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
土
地
に
属
す
る
物
お
よ
び
不

動
産
の
共
有
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
動
産
の
共
有
は
否
定
し
、
動
産
は
先
占
者
の
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
共
同
占
有
が
あ

っ
た
と
述
べ
る
グ
ラ
l
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
も
〔
前
述
一

O
七
頁
〕
、
同
じ
く
誤
り
で
あ
る
。

自
然
が
す
べ
て
の
物
や
獣
を
造
っ
た
の
は
、

一
人
の
人
間
の
た
め
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
我
々
の
効
用
の
た
め
に
こ
れ
ら
す

べ
て
の
物
や
獣
を
、
不
法
と
な
る
こ
と
な
く
使
用
で
き
た
。
さ
ら
に
、
自
然
、
が
こ
ん
な
に
多
く
の
恵
み
を
下
さ
っ
た
の
は
、

た
だ
使
用
の
た

め
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
に
従
っ
て
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
、
使
用
以
外
に
必
要
と
す
る
も
の
は
何
も
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、

現
代
で
も
、
我
々
の
も
の

l
iそ
れ
は
、
我
々
が
そ
の
も
の
の
所
有
者
だ
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
は
い
る
が

l
iに
つ
い
て
、
本
当
に
我
々

の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
も
の
を
使
用
す
る
便
益
以
外
に
は
な
い
。

し
か
し
、
古
の
時
代
に
も
消
費
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
食
用
に
供
す
る
以
外
に
は
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使
用
の
仕
方
が
あ
り
え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
使
用
は
所
有
に
非
常
に
近
似
し
て
い
る
が
、

や
は
り
、
所
有
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
家
た
ち

は
、
「
使
用
に
よ
り
消
費
さ
れ
る
物
の
用
益
権
に
つ
い
て
」
〔
学
・
七
・
五
〕
で
、
両
者
を
分
別
し
て
伝
え
た
。

自
然
は
所
有
を
認
め
ず
、
使
用
お
よ
び
占
有
を
認
め
る
こ
と
。

第
九
節

こ
れ
ら
の
物
に
つ
い
て
は
い
う
に
及
ば
ず
、

お
よ
そ
ど
ん
な
物
に
つ
い
て
も
、
自
然
は
我
々
に
所
有
を
認
め
ず
、

た
だ
使
用
の
み
を
、
あ

る
い
は
使
用
の
た
め
の
占
有
を
認
め
た
。

し
た
が
っ
て
、
各
人
が
空
、
海
、
大
地
か
ら
自
己
の
た
め
に
獲
た
物
を
自
己
の
も
の
に
し
た
も
の
だ
っ
た
〔
前
掲
一

O
七
頁
〕
と
い
う
場

合
に
も
、
自
己
の
も
の
に
し
た
と
は
、
そ
れ
を
使
用
で
き
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
所
有
を
得
た
の
で
は
な
く
、
占
有
を
得
た

だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
獲
た
物
を
自
己
の
使
用
の
た
め
に
保
持
す
る
限
り
、
他
人
に
は
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
、
あ
る
い
は
使
用
す
る
法
〔
権

利
〕
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
理
由
か
ら
、
各
人
が
土
地
の
一
部
を
居
住
あ
る
い
は
耕
作
の
た
め
に
獲
得
し
た
な
ら
、
占
有
を
続
け
る
限
り
、
誰
も
彼
を
そ
こ
か
ら

)
 

t
A
 
(
 

追
い
出
せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
他
人
の
占
有
1
1
1
自
然
は
最
初
に
先
占
者
そ
れ
ぞ
れ
に
占
有
を
与
え
た

1

1
を
横
取
り
し
な
い
よ
う
に
と

F ・コナンの契約理論

い
う
趣
旨
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
横
取
り
行
為
は
、

不
法
と
は
す
べ
か
ら
く
自
然
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、
不
法
と
な
る
こ
と
な
し

に
は
為
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

か
の
原
初
的
自
然
な
も
の
〔
状
態
〕
に
お
い
て
、
本
来
的
で
あ
っ
た
の
は
、
各
人
の
占
有
で
あ
っ
て
、
所
有
で
は
な
か
っ

た。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
所
有
の
法
が
、
物
を
よ
り
よ
く
保
管
し
、
将
来
の
必
要
に
留
保
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
民
族
の
共
通
の
合
意

北法35(6・113)801 



説

に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
子
〔
卑
属
〕
が
相
続
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
自
然
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち

自
然
は
、
我
々
が
子
を
愛
す
る
よ
う
に
し
、
と
り
わ
け
、
我
々
が
愛
し
い
子
を
も
つ
よ
う
に
は
し
て
い
る
が
、
我
々
が
子
に
相
続
財
産
を
遺

論

す
よ
う
に
は
し
て
い
な
い
。
自
然
は
我
々
に
、
子
に
伝
え
ら
れ
る
自
分
の
物
を
何
も
与
え
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

さ
ら
に
、
当
初
は
、
誰
と
は
確
認
で
き
な
い
父
親
か
ら
子
た
ち
が
生
ま
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
相
続
に
つ
い
て
の
心
配
が
人
間
た
ち
を

悩
ま
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
時
代
が
下
っ
て
、
野
心
と
食
欲
さ
の
ゆ
え
に
堕
落
し
、
子
を
富
ま
せ
よ
う
と
全
力
を
上
げ
る
人
々

を
、
悩
ま
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
す
べ
て
の
悪
事
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
温
床
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
私
の
考
え
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
、
妻
た
ち
と
子
た
ち
と
の
共
有
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
彼
の
〔
理
想
〕
国
の
形
体

(
何
岨
〉

を
か
の
自
然
の
最
初
の
相
に
戻
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

一
二
表
法
に
よ
っ
て
も
、
子
を
相
続
か
ら
廃
除
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
法
律
は
、
法
務
官
た
ち
が
相
続
廃
除
に

(
白
山

V

正
当
原
因
の
存
在
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
長
年
に
渡
っ
て
妥
当
し
た
。

さ
ら
に
、

残
っ
て
い
る
の
は
婚
姻
で
あ
る
が
、
こ
の
婚
姻
こ
そ
は
、

ほ
と
ん
ど
そ
れ
だ
け
で
、

ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス
に
対
し
彼
の
次
の
よ
う
な
誤
り
を

突
き
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
す
べ
て
の
動
物
が
か
の
自
然
法
に
関
与
す
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
生
殖
の
た
め

に
、
自
発
的
に
自
ら
の
力
で
こ
の
婚
姻
と
い
う
結
合
を
為
す
に
到
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
〔
学
・
一
・
一
・
一
・
一
二
〕
0

し
か
し
、
こ
の
獣
た
ち
か
ら
伝
え
ら
れ
た
法
の
諸
例
が
、
法
の
本
性
を
示
す
た
め
に
適
当
で
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
言
及
し

な
い
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
私
に
は
、
獣
た
ち
の
例
は
法
の
威
厳
ま
で
も
あ
い
ま
い
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一

O
節

婚
姻
は
諸
民
族
の
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
自
然
法

C
5
5
Z
Z
]叩
)
に
は
属
さ
な
い
こ
と
。

か
の
原
初
的
か
つ
単
純
な
自
然
に
は
、
適
法
な
婚
姻
と
い
う
こ
と
も
、
嫡
出
子
と
い
う
こ
と
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

は
、
人
間
た
ち
が
も
ろ
も
ろ
の
社
会
に
編
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
パ
ウ
ル
ス
・
カ
ス
ト
レ
ー
ン
シ
ス
に
も
遺
漏
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
婚
姻
の
幹
、

つ
ま
り
定
ま
っ
た
妻

と
の
結
合
そ
れ
自
体
は
諸
民
族
の
法
に
属
す
る
も
の
と
し
、
婚
姻
の
他
の
要
式
を
国
法
に
属
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
種
の
人
々
の
聞
の
婚
姻
を
禁
止
す
る
提
は
自
然
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
禁
止
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
民
族
あ
る
い
は
国
の
効
用
の
た
め
に
定
め
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
私
の
判
断
で
は
、
自
然
に
反
す
る
か
ら
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宗
族
問
お
よ
び
義
理
の
兄
弟
姉
妹
聞
に
導
入
さ
れ
た
婚
姻
の
禁
忌
は
、
最
初
に
へ
ブ
ラ
イ
人
た
ち
の

(
日
山
)

提
〔
律
法
]
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
民
族
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

同
様
に
、
子
は
親
の
同
意
な
し
に
婚
姻
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
提
〔
法
律
〕
も
、
全
く
正
当
で
あ
り
、

国
の
公
共
の
安
寧
(
凹
怠
吉
田

叶
巾
』
円
】
ロ
ー
ゲ
ロ
門
知
巾
℃
ロ
ゲ
ピ
ロ
戸
何
回
〉
に
と
っ
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)

こ
の
提
〔
法
律
〕
は
、
望
む
ら
く
は
、
廃
さ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
我
々
は
、
現
に
、
親
の
同
意
を
得
な
い
と
い
う
こ

の
種
の
過
ち
が
犯
さ
れ
、
若
者
た
ち
が
よ
く
考
え
な
い
で
結
婚
し
、
親
を
大
い
に
悲
し
ま
せ
る
と
い
う
例
を
多
く
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
自
然
法

C
E
S
E
E
-巾
〉
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
出
発
点
で
あ
り
、
い
わ
ば
基
礎
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。
こ
の
出
発
点
あ
る
い
は
基
礎
か
ら
発
し
て
、
人
間
の
道
理
は
、
さ
ら
に
前
進
し
て
と
う
と
う
人
間
た
ち
の
社
会
関
係
お
よ
び
友
誼
関

(1) 

係
に
入
り
込
み
、
生
を
送
る
た
め
に
役
立
つ
も
ろ
も
ろ
の
効
用
を
追
い
求
め
る
。
こ
う
し
て
生
ず
る
の
が
諸
民
族
の
法
で
あ
る
。

F.コナンの契約理論

と
い
う
の
は
、
諸
民
族
の
法
は
、
自
然
法
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
自
然
法
に
続
い
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
無
論
、
そ
れ
が
、
自
然

か
ら
外
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、

か
の
真
実
の
〔
自
然
の
〕
正
義
か
ら
決
し
て
外
れ
な
い
と
い
う
限
り
で
、
そ
う
な
の
だ
が
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
こ
の
真
実
の
正
義
は
、
自
然
の
随
員
、
補
佐
役
で
あ
り
、
我
々
の
す
べ
て
の
行
為
の
監
視
人
で
あ
り
導
き
手
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
他
人
に
関
係
す
る
我
々
の
言
動
は
何
で
あ
れ
、
こ
の
一
つ
の
も
の
に
、
正
義
に
服
す
る
の
だ
か
ら
。

し
か
し
、
諸
民
族
の
法
に
属
す
る
と
い
う
べ
き
も
の
を
、

一
つ
一
つ
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
行
わ
な
い
。
と
い
う
の
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説

も
、
こ
こ
ま
で
で
、
我
々
は
万
民
法
に
属
す
る
も
の
を
怠
り
な
く
列
挙
し
て
き
た
し
、
そ
の
場
の
議
論
に
必
要
な
限
り
で
、
十
分
精
確
に
説

明
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
債
権
債
務
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
債
権
債
務
関
係
の
説
明
を
こ
こ
ま
で
引
き
延
ば
し

3命

て
き
た
の
は
、
こ
の
説
明
が
、
自
然
法
会

5

S
E
E
-巾
)
お
よ
び
諸
民
族
の
法
に
つ
い
て
た
っ
た
今
述
べ
た
こ
と
か
ら
引
き
出
さ
る
べ
き

で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
自
然
法
お
よ
び
諸
民
族
の
法
に
つ
い
て
ま
ず
確
定
し
た
上
で
、
そ
の
後
で
佳
権
債
務
関
係
に
つ
い
て
説
き
起
こ
す

べ
き
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

前
置
き
は
こ
の
程
度
に
し
て
、
本
論
に
入
る
と
、

ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア

l
ヌ
ス
は
、
債
権
債
務
関
係
を
諸
民
族
の
法
に
属
す
る
も
の
と
し
、
例

(
刊
品
)

外
的
に
国
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
し
た
〔
学
・
一
・
一
・
五
〕
0

こ
う
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
、

国
法
上
の
債
権

債
務
関
係
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
の
法
学
者
た
ち
は
、
非
常
に
多
く
の
債
権
債
務
関
係
を
国
法
上
の

も
の
と
し
て
列
挙
す
る
。

実
際
、
文
書
債
権
債
務
関
係
は
、

ま
さ
し
く
国
法
上
の
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

同
様
に
、
婚
姻
の
た
め
の
贈
与
令
官

E
巴
E
]包括
5
乙
、
金
銭
支
払
約
束
、
永
小
作
契
約
、
問
答
契
約
か
ら
生
ず
る
債
権
債
務
関
係

を
挙
げ
る
。

さ
ら
に
、
準
不
法
行
為
、
準
契
約
か
ら
生
ず
る
債
権
債
務
関
係
も
国
法
上
の
も
の
に
加
え
る
。
こ
れ
ら
一
つ
一
つ
に
つ
き
、
簡
単
に
言
及

す
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
一
節

あ
る
種
の
債
権
債
務
関
係
を
国
法
上
の
も
の
と
す
る
俗
説
の
非
難
。

文
書
債
権
侵
務
関
係
の
説
明
。

ユ
ー
ス
テ
ィ

i
ニ
ア

l
ヌ
ス
に
よ
っ
て
文
書
債
権
債
務
関
係
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
文
書
に
よ
っ

ハ

ω〉

て
証
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
汝
が
隔
地
者
た
る
余
に
手
紙
で
、
余
が
汝
に
一

O
金
を
貸
与
す
る
よ
う
に
と
依
頼
し
、
同
時
に
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余
に
同
額
の
共
書
公
吉
明
白
予
防
〉
を
書
き
送
っ
た
場
合
。
こ
の
場
合
、
余
が
不
誠
実
に
振
舞
お
う
と
思
う
な
ら
、
余
が
汝
に
何
も
与
え

ず
、
共
書
を
保
持
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
汝
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
汝
は
、
余
か
ら
汝
に
何
も
渡
さ
れ
て
い
な
い
と

主
張
す
る
だ
ろ
う
が
、
提
〔
法
律
〕
は
、
こ
の
主
張
を
二
年
以
内
に
行
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
期
間
内
に
主
張
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
、
二
年
の
効
力
に
よ
り
、
ま
ハ
書
に
信
頼
が
附
与
さ
れ
、

そ
れ
に
反
す
る
証
人
は
捨
信
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
こ
の
期
間
経
過
後
は
、
汝
は
、
実
際
に
は
文
書
す
な
わ
ち
汝
の
共
蓄
と
い
う
証
拠
の
上
で
し
か
債
務
を
負
わ
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
金
銭
支
払
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
文
書
債
権
慣
務
関
係
に
関
す
る
言
及
は
法
学
者
た
ち
に
は
な
く
、
実
際
に
も
そ
も
そ
も
何
ら
の
債
権
債
務
関
係
も
な
く
、

た
だ
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
は
、
共
書
の
作
成
が
、
そ
の
た
め
に
共
蓄
が
作
成
さ
れ
た
原
因
が
続
か
な
い
場
合
で

も
、
信
頼
を
つ
な
ぐ
十
分
な
根
拠
と
な
る
と
は
し
な
か
っ
た
。
法
は
、

た
だ
、
二
年
経
過
後
は
証
人
に
よ
っ
て
そ
れ
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
が
債
権
者
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
二
人
の
者
の
証
言
や
審
判
人
の
権
威
も
、
証
人
が
誤
っ
た
註
言
を
し
た
場
合
や
、
審
判
人
が
不
衡
平
な
判
決
を
下
し
た
場
合
に

は
、
拘
束
し
な
い
。

F .コナンの契約理論 (1) 

し
か
し
、
あ
い
ま
い
で
不
確
実
な
現
実
に
お
い
て
は
、
文
書
や
証
人
や
審
判
人
の
決
定
を
信
用
す
る
と
い
う
よ
う
に
定
め
る
し
か
な
か
っ

事
柄
の
真
相
が
変
わ
っ
て
、

何
も
負
債
の
な
い
者
が
自
然
法
上

(
B
E
E
-
5る
あ
る
い
は
国
法
上
(
ロ

E
E宮
乙
債

た
。
そ
の
理
由
は
、

務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
の
事
柄
が
か
く
も
不
確
実
な
の
で
、
安
心
し
て
信
用
で
き
る
最
後
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
定
め

る
べ
き
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
疑
わ
し
い
事
柄
に
関
す
る
信
頼
が
こ
の
よ
う
に
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
十
分
証
明
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
あ
る

一
国
の
決
定
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
民
族
の
決
定
で
あ
っ
た
。

北法35( 6・117)805 



説

し
た
が
っ
て
、
汝
は
、
自
然
法
上
あ
る
い
は
国
法
上
本
当
に
債
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
も
、
国
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
然
法
。

5
口
出
昨
日
出
】
巾
〉
す
な
わ
ち
諸
民
族
の
法
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

言命

た
だ
し
、
二
年
間
と
い
う
期
限
の
定
め
、
そ
し
て
、
新
し
い
あ
る
い
は
本
当
の
債
権
債
務
関
係
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
反
証
能
力
を
奪

う
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
国
法
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。

(

C

V

 

婚
姻
の
た
め
の
贈
与
、
す
な
わ
ち
結
婚
の
た
め
の
贈
与
に
つ
い
て
法
学
者
た
ち
が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
、
正
し
い
部
分
も
あ
る
が
、
間

違
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
言
述
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
は
、

た
と
え
約
束

し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
花
婿
は
嫁
資
に
相
当
す
る
も
の
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

ユ
ー
ス
テ

ィ

l
ニ
ア

l
ヌ
ス
が
は
じ
め
て
そ
れ
を
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
も
、
こ
の
債
権
債
務
関
係
を
国
法
上
の
も
の
に
数
え
な
い
理
由
は
な
い
と
考
え
る
。

約
束
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
諸
民
族
の
法
に
も
属
す
る
。
諸
民
族
の
法
に
よ
れ
ば
、
契
約
は
、
そ
の
契
約
に
ス

ュ
ナ
ラ
グ
マ
が
存
ず
る
場
合
に
は
、
債
権
債
務
関
係
を
も
た
ら
す
か
ら
マ
あ
る
。

〈

門

村

)

永
小
作
契
約
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
諸
民
族
の
法
に
入
れ
る
べ
き
こ
と
に
何
の
疑
い
も
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
契

約
は
お
そ
ら
く
は
比
較
的
後
代
に
な
っ
て
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
人
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
永
小
作
契
約
は
、
賃

約
の
兄
弟
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
す
べ
て
の
民
族
が
こ
の
案
出
さ
れ
た
契
約
を
愛
用
し
、
そ
れ
が
人
間
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
効
用
の
交
換
に
役

立
ち
う
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
契
約
で
あ
る
。
実
際
、
諸
民
族
の
法
が
国
法
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
発
生

の
時
期
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
道
理
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
に
私
が
売
買
に
つ
い
て
述
べ
か
つ
立
証
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
売
買
の
使
用
は
案
出
さ
れ
て
か
ら
そ
ん
な
に
経
過
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

し
か
し
、
な
お
そ
れ
は
諸
民
族
の
法
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
問
答
契
約
が
国
法
に
属
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
現
代
の
法
律
家
た
ち
と
と
も
に
正
し
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
現
代
の
法
律
家
た
ち
は
、
自
分
が
矛
盾
す
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。

つ
ま
り
諸
民
族
の
法
上
は
、
裸
の
約
定
か
ら
だ
け
で
な
く
、
問
答
契
約
か
ら
も
訴
権
は
生
じ
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
の
約
束
は
、
た
と
え
言
葉
の
上
だ
け
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

と
い
う
の
は
、

か
つ
て
は
、

っ
て
も
、
や
は
り
常
に
自
然
債
権
債
務
関
係
を
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
然
債
権
債
務
関
係
に
、
そ
の
後
ロ

l
マ
人
た
ち
の
法

が
、
問
と
答
の
厳
粛
さ
〔
要
式
〕
が
あ
る
場
合
に
、
国
法
上
の
効
力
を
付
与
し
た
の
だ
、

と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
、
国
法
は
新
し
い
も
の
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
諸
民
族
の
法
に
存
し
た
も
の
を
確
定
し
た
だ
け

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
決
定
が
い
か
な
る
重
要
性
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
は
、
簡
単
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
、

よ
り
適
切
な
機
会
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
必
要
な
限
り
で
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。

第
一
二
節

諸
民
族
の
法
上
の
諸
契
約
に
つ
い
て
。

そ
れ
が
取
引
を
行
う
た
め
に
便
宜
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
不
可
欠
で
さ
え
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
よ
っ
て
承

契
約
の
中
に
は
、

F.コナンの契約理論 (1) 

認
さ
れ
、

さ
ら
に
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
合
意
し
た
と
い
う
こ
と
が
信
頼
を
繋
ぐ
に
十
分
な
鎖
と
な
る
ほ
ど
に
そ
の
効
力
を
保
証
さ
れ
て
い
る

契
約
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
人
間
た
ち
が
そ
の
相
互
の
聞
に
社
会
を
結
成
し
、
あ
る
い
は
結
成
し
た
社
会
を
維
持
し
つ
つ
も
、
契
約
が
必
要
不
可
欠
な

も
の
で
も
、
恒
常
的
な
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
う
る
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
使
用
の
た
め
に
必
要
な
諸
契
約
を
案
出
し
た
時
に
、
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
債
権
債
務
関
係
を
発
生
さ

せ
る
効
力
を
附
与
し
、
こ
れ
ら
の
契
約
が
、
そ
れ
を
守
ろ
う
と
し
な
い
者
を
強
制
す
る
十
分
な
力
を
自
ら
も
つ
よ
う
に
し
た
。
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説

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
契
約
が
、
諸
民
族
の
法
に
属
す
る
も
の
と
我
々
が
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
生
活
の
必
要
に
資
す
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。

論

他
の
契
約
、
す
な
わ
ち
無
名
契
約
と
呼
ば
れ
る
契
約
に
効
力
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
現
に
あ
る
事
態
〔
行
為
〕
に
よ
っ
て
完
全
な
も
の
と

さ
れ
た
限
り
で
、
す
な
わ
ち
ス
ュ
ナ
ラ
グ
マ
が
介
在
し
た
限
り
で
あ
っ
た
。
ス
ュ
ナ
ラ
グ
マ
が
介
在
し
た
限
り
で
と
い
う
の
は
、

た
と
え

ば
、
交
換
は
す
べ
て
の
民
族
に
お
い
て
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
手
か
ら
手
へ
と
行
わ
れ
る
場
合
を
い
う
。
と
い
う
の
は
、
単
な

る
言
葉
だ
け
で
は
確
固
た
る
交
換
が
展
開
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
交
換
は
裸
の
約
束
に
比
定
さ
れ
、
我
々
は
我
々
の
も
の
を

交
換
し
よ
う
と
思
っ
て
約
定
し
た
の
に
、

お
よ
そ
交
換
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

一
方
あ
る
い
は
双
方
が
約
束
し
た
こ
と
を
果
さ
な
い
な
ら
、

い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
裸
の
約
束
は
、
他
の
無
名
契
約
、
す
な
わ
ち
、
何
か
が
我
々
に
与
え
ら
れ
あ
る
い
は
為
さ
れ
る
た
め
に
、
我
々
が
与
え
あ

る
い
は
為
す
と
い
う
契
約
以
上
に
債
権
債
務
関
係
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
は
、
相
手
方
が
そ
の
信
頼
に

答
え
る
ま
で
、
悔
返
し
の
余
地

(
F
2凹
古

0
2
5ロ
全
〉
が
あ
る
。
約
束
が
果
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
履
行
の
介
在
に
よ
っ
て
、
債
権
債

務
関
係
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
履
行
が
な
け
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
債
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
り
、
自
然
法
上

す
な
わ
ち
諸
民

(
白
白
片
口
同
白

]XmH1)
、

族
の
法
に
よ
っ
て
も
負
わ
な
い
。

単
に
言
葉
だ
け
で
為
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
約
束
は
、
原
因
〔
目
的
〕
の
ゆ
え
に
為
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
〔
先
履
行
が
な
け
れ
ば
〕
債

権
債
務
関
係
を
設
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

ま
し
て
、
そ
れ
自
身
独
立
で
為
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
原
因
に
よ
っ
て
も
為
さ

れ
た
の
で
は
な
い
約
束
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

他
方
、
他
人
の
言
葉
か
ら
利
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
衡
平
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
最
初
に
あ
る
人
が
何
か
を
約
束

し
た
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
者
を
追
求
し
、
訴
え
、
強
い
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
約
束
が
果
さ
れ
る
と
期
待
し
た
こ
と
に
よ
っ
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て
約
束
の
相
手
方
が
何
ら
の
損
害
も
被
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
衡
平
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス
が
学
・
二
・
一
四
・
一
・
前
で
解
答
し
て
い
る
よ
う
に
、
信
義
を
守
る
こ
と

(
斜
)

が
自
然
的
衡
平
に
適
う
こ
と
だ
と
い
う
反
論
が
あ
る
。

ま
た
、
い
わ
れ
た
こ
と

2
w
z
g
)
が
為
さ
れ
る

Q
E
C
と
い
う
こ
と
か
ら
、
信
義
公
正
司
る
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
の
で
あ
り
、

ハ
必
〉

こ
の
信
義
こ
そ
が
正
義
の
基
礎
だ
、
こ
の
よ
う
に
キ
ケ
ロ
も
「
義
務
論
」
第
一
巻
で
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
我
々
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、

他
方
で
キ
ケ
ロ
は
、
約
束
を
違
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
、

ハ必〉

し
か
も
自
然
に
合
致
も
す
る
と
い
う
多
く
の
事
例
を
挙
げ
る
。
た
と
え
ば
、
約
束

し
た
者
が
被
る
不
利
益
が
、
約
束
の
相
手
方
に
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
よ
り
大
き
い
場
合
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
与
え
た
信
義
〔
約
束
〕
を
果
さ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
義
〔
約
束
〕
を
受
領
し
た
者
に
何
ら
の
不
都
合
も
生

じ
な
い
と
い
う
時
に
は
、
信
義
〔
約
束
〕
を
果
さ
な
く
て
も
よ
い
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
信
義
〔
約
束
〕
を
受
領
し
た
者
が
過
酷
な
強
制
手
段
を
用
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
不
衡
平
で
す
ら
あ
る
。

た
し
か
に
、
生
活
の
高
潔
さ

(
t
H
B
r
0
5日
門
出
回
〉
と
い
う
要
請
か
ら
、
信
義
〔
約
束
〕
を
守
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
私
は

否
定
し
な
い
。

(1) 

我
々
が
自
己
の
一
言
行
す
べ
て
に
一
貫
性
を
も
ち
、

た
し
か
に
、

正
直
(
〈

2
E乙
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
一
般
的
正
義

さ
ら
に
、

F・コナンの契約理論

(
E
E江
田

m
2
2国
立
田
)
は
、
す
べ
て
の
徳
の
母
親
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
同
じ
こ
と
は
二
般
的
正
義
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

我
の
学
問
〔
法
学
〕
が
本
来
扱
う
べ
き
対
象
た
る
、

過
大
と
過
小
の
中
間
に
あ
る
正
義
〔
特
殊
的
正
義

C
5
2
2
凹
同
)
巾
己
主
広
)
〕
に
よ
っ

て
要
請
さ
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、

一
般
的
正
義
が
言
行
一
致
を
要
請
し
か
っ
訴
え
て
き
て
も
、
哲
学
者
た
ち
の
討
議
あ
る
い
は
君
子
た
ち
の

評
定
(
円
。
口
出

E
C
E
r
oロ
o
z
g
i
2
2
5
)
で
な
ら
お
そ
ら
く
は
勝
利
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
法
廷
で
は
き
っ
と
敗
北
し
て
し
ま
う
。

そ
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
当
の
と
こ
ろ
、
誰
を
も
傷
つ
け
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
兎
全
な
正
義
と
し
て
十 我

北法35(6・121)809 



説

分
で
は
な
く
、
十
分
と
い
え
る
た
め
に
は
さ
ら
に
、

で
き
る
か
ぎ
り
人
々
の
幸
福
を
増
進
し
、
彼
ら
を
我
々
の
慈
善
に
よ
っ
て
包
み
込
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
他
人
の
も
の
を
返
す
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
ら
進
ん
で
行
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論

こ
れ
に
対
し
て
、
国
法
お
よ
び
諸
民
族
の
法
は
、
事
柄
の
結
果
だ
け
を
問
題
に
し
、
意
図
に
は
、

い
か
に
そ
れ
が
邪
悪
で
あ
っ
て
も
、
結

果
と
し
て
現
れ
な
い
限
り
、
罰
を
課
す
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
法
の
目
的
が
、
人
間
社
会
の
保
存
で
あ
り
、
社
会
を
害
す

る
の
は
行
為
だ
け
で
あ
っ
て
、

よ
こ
し
ま
な
心
や
よ
こ
し
ま
で
冒
漬
的
な
意
図
は
社
会
を
害
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
邪
悪
な
意
図
の
審
聞
は
、
哲
学
者
た
ち
ゃ
神
学
者
た
ち
の
や
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
審
判
人
の
や
る
こ
と
で
は
な

L 、
O 

し
た
が
っ
て
、
我
々
の
考
え
で
は
、

邪
悪
な
意
図
を
も
っ
て
為
さ
れ
る
こ
と
は
、

こ
の
悪
い
意
図
が
詐
害

Q
2
5
)
と
い
う
結
果
に
な

ら
な
い
限
り
、
国
の
提
〔
法
律
〕
や
命
令
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
民
族
の
錠
や
命
令
に
よ
っ
て
も
罰
せ
ら
れ
な
い
。

(
幻
〉

ち
、
ウ
ル
ピ
ア
l
ヌ
ス
が
学
・
二
・
一
四
・
七
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
悪
い
意
図
が
他
人
に
詐
害
と
な
り
、
損
害
を
も
た
ら
さ
な
い
限

す
な
わ

り
、
罰
せ
ら
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
我
々
が
以
上
の
こ
と
を
自
然
と
い
う
秤
で
計
量
し
、

か
の
一
般
的
正
義
の
準
則
に
し
た
が
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
意
図
に

よ
っ
て
過
ち
を
犯
す
者
も
、
結
果
に
よ
っ
て
過
ち
を
犯
す
者
も
同
じ
く
非
難
さ
れ
る
。

し
か
し
、
単
純
で
純
粋
で
神
聖
な
自
然
が
要
請
す
る
こ
と
と
、
諸
民
族
の
習
俗

(
B
C
出)、

国
の
習
俗
が
要
請
す
る
こ
と
と
は
、

別
の
こ

と
で
あ
る
。

前
者
は
各
人
に
次
の
よ
う
に
命
ず
る
。
で
き
る
限
り
慈
善
を
行
え
、
不
敬
度
な
こ
と
や
胃
潰
的
な
こ
と
は
考
え
る
な
、
約
束
は
そ
れ
が
破

廉
恥
と
無
関
係
な
ら
す
べ
て
果
せ
、
と
。
こ
れ
に
対
し
、
諸
民
族
の
法
や
国
法
は
、
他
人
の
も
の
を
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
、
行
為
と
し
て

あ
る
い
は
範
例
と
し
て
害
に
な
る
こ
と
を
恥
ず
べ
き
方
法
で
行
つ
て
は
な
ら
な
い
、
信
義
〔
約
束
〕
を
破
っ
て
他
人
を
破
滅
さ
せ
て
は
な
ら

北法35(6・122)810 



胸、、、

中
十
~
h
L
V

と
命
ず
る
。

第
二
二
節

債
権
憤
務
関
係
が
自
然
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
諸
民
族
の
法
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
理
由
。

し
た
が
っ
て
、
債
権
債
務
関
係
は
、
諸
民
族
の
法
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
の
原
初
的
自
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と

い
わ
れ
る
。
こ
の
原
初
的
自
然
の
親
切
さ
た
る
や
、

い
や
が
る
者
か
ら
何
も
取
り
上
げ
て
は
な
ら
な
い
、
自
己
の
も
の
が
暴
力
や
脅
迫
に
よ

っ
て
他
人
の
も
の
に
な
る
よ
り
は
、

ま
ず
自
己
の
も
の
を
放
棄
せ
よ
、

と
い
う
ほ
ど
の
も
の
な
の
だ
か
ら
。

そ
れ
は
、

い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
o

余
が
余
の
も
の
を
汝
に
売
っ
て
、
価
格
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
全
民
族
の
法
上
は
売

買
契
約
は
完
成
さ
れ
、
全
民
族
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
余
は
こ
の
契
約
を
違
え
る
〔
解
除
す
る
〕
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

自
然
の
善
性
は
、
余
に
悔
返
し
の
余
地
を
与
え
る
。
さ
ら
に
、
汝
が
い
や
が
る
余
に
履
行
す
る
よ
う
に
と
迫
る
の
を
禁
止
し
た
り
、
否
認
し

た
り
も
す
る
。
余
が
売
っ
た
時
に
は
、
そ
う
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
が
、
こ
の
考
え
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
考
え
を
変
え
た

場
合
に
、
こ
の
余
の
売
却
に
よ
り
汝
に
い
か
な
る
損
害
も
生
じ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
何
が
余
の
過
ち
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
点

で
余
が
自
然
の
提
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
の
か
。

汝
は
、
余
の
も
の
に
期
待
し
て
い
た
便
益
を
取
得
し
な
い
、
他
方
、
そ
の
取
得
は
、
余
の
損
害
な
し
に
は
で
き
な
い
。

(1) 

こ
れ
は
、
汝
が
余
の
不
利
益
に
よ
っ
て
自
己
の
便
益
を
は
か
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

F・コナンの契約理論

な
る
ほ
ど
、
余
は
十
分
考
え
な
い
で
軽
率
に
契
約
し
た
、
そ
れ
は
認
め
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
軽
率
さ
か
ら
、
こ
の
契
約
を
履
行
す
べ
き

必
要
性
〔
義
務
〕
が
導
き
出
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
汝
が
利
得
し
余
が
破
滅
す
る
こ
と
に
な
る
よ
り
は
、
逆
に
、
汝
が
余
の
軽
率
さ
を
宥
恕

す
べ
き
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
宥
恕
を
汝
の
損
害
な
し
に
で
き
る
場
合
に
は
。た
い
と
ん

他
方
、
合
意
し
た
こ
と
を
守
る
の
は
、
高
潔
な
こ
と

(
r
o
ロ
2
E乙
で
あ
り
、
大
人
(
自
由
ぬ
ロ

5
4
F円
)

し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、
必
要
な
(
口
同
町
内
田
白
白
ユ
ロ
臼
〉
行
為
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
自
然
に
反
す
る
こ
と
す
べ
て
が
、
提
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
諸
民
族
の
法
に
よ
っ
て
も
罰
せ
ら
れ
な

ぃ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
然
自
体
が
、
自
己
の
法
に
従
っ
て
我
々
に
強
い
う
る
こ
と
の
多
く
を
我
々
に
免
除
し
、
す
べ
て
を
強
い
て
い
る
わ

5命

け
で
は
な
い
。
自
然
が
命
令
お
よ
び
禁
止
す
る
こ
と
の
大
部
分
に
お
い
て
、
そ
の
命
令
お
よ
び
禁
止
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
必
要
性

で
は
な
く
、
高
潔
さ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
命
令
や
禁
止
は
、
人
間
た
ち
を
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
た
ち
に
勧
告
す
る

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
栄
え
あ
る
こ
と
は
何
で
も
行
い
、
過
ち
と
な
る
こ
と
は
何
も
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
、

そ
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
生
活
が
完
全
無
欠
で
、
す
べ
て
の
徳
目
を
備
え
た
人
は
い
な
い
の
だ
か
ら
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
自
然
は
、
我
々
が
大
き
い
、
気
前
よ
い
、
節
度
の
あ
る
心
を
も
つ
よ
う
に
と
命
令
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
心
を
も
っ

て
い
な
い
者
は
、

し
か
し
、
赦
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
審
判
人
た
る
自
然
に
よ
り
赦
免
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
非
難
さ
れ
う
る
が
、

た
だ
し
、
怯
儒
や
貧
欲
さ
や
放
縦
な
心
の
ゆ
え
に
、
他
人
に
損
失
を
も
た
ら
す
過
ち
を
犯
さ
な
い
限
り
で
は
あ
る
が
。

さ
ら
に
、
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
捻
に
よ
っ
て
あ
る
径
の
義
務
を
負
う
が
、

し
か
し
、
そ
の
義
務
は
、
誤
り
の
結
果
非
難
は
生
ず

る
が
、
罰
は
生
じ
な
い
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
然
は
、
す
べ
て
の
こ
と
が
罰
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん

で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
こ
と
を
差
恥
心

Q
E
Cる
や
慎
み
深
さ

(
2
2
2ロ門町田〉
に
委
ね
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
に
つ

い
て
は
、
我
々
は
自
然
の
按
に
よ
っ
て
義
務
を
負
う
が
、

し
か
し
、
諸
民
族
の
法
上
は
決
し
て
義
務
を
負
わ
な
い
。
諸
民
族
の
法
は
、
次
の

一
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
は
他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
を
規
定
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。

ハ
必
〉

ウ
ル
ピ
ア

l
ヌ
ス
が
学
・
五
・
三
・
二
五
・
一
一
で
、
我
々
の
恩
人
に
対
し
自
然
法
上
(
ロ
印
E
E
Z怠
る
義
務
を
負
っ
て

し
た
が
っ
て
、

い
る
と
い
っ
た
場
合
、
自
然
の
か
の
原
初
的
提
、
す
な
わ
ち
、

い
う
ま
で
も
な
く
高
潔
さ
に
関
連
す
る
提
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
諸

民
族
の
法
に
よ
り
必
要
性
〔
拘
束
力
〕
を
有
す
る
捻
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
後
者
の
提
を
も
我
々
は
自
然
的
だ
と
い
い
、
そ
れ

は
適
切
な
の
だ
が
。

お
よ

北法35(6・124)812 



さ
ら
に
、
次
の
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ル
ピ
ア

1
ヌ
ス
が
自
然
法
上
義
務
を
負
う
と
い
っ
た
こ
の

義
務

(
o
z
-
m色
。
)
に
い
か
な
る
保
証
人
と
い
え
ど
も
附
加
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
他
方
、
我
々
が
自
然
債
権
債
務
関
係
と
い
う
も
の

は
、
そ
れ
が
本
当
に
か
か
る
も
の
な
ら
、
保
証
人
が
附
加
す
る
。

同
様
に
理
解
さ
る
べ
き
な
の
は
、
約
定
に
つ
い
て
、
信
義
を
守
る
こ
と
ほ
ど
に
自
然
的
衡
平
に
適
う
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
こ
と

門
ウ
ル
ピ
ア
l
ヌ
ス
・
学
・
二
・
一
四
・
乙
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
然
的
衡
平
に
適
う
と
は
、
高
潔
な
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、

必
要
な
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
諸
民
族
の
法
上
は
、
た
だ
言
葉
だ
け
で
な
さ
れ
た
約
束
お
よ
び
合
意
は
、
私
が
契
約
と
呼
ん
だ
も
の
を
除
い
て
は
、
決
し

て
債
権
債
務
関
係
を
発
生
さ
せ
な
い
。
た
だ
し
、
私
が
前
に
述
べ
た
差
恥
心
と
慎
み
深
さ
に
基
づ
く
義
務
、
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た

が
、
も
ろ
も
ろ
の
民
族
に
よ
っ
て
却
け
ら
れ
、
無
視
さ
れ
た
義
務
は
別
で
あ
る
が
。

か
く
し
て
、
裸
の
約
束
に
も
問
答
契
約
に
も
、
各
人
の
差
恥
心
が
各
人
に
も
た
ら
す
拘
束
力
し
か
存
し
な
い
。

ロ
ー
マ
人
た
ち
の
法
が
、

は
じ
め
て
、
問
答
契
約
に
基
づ
く
債
権
債
務
関
係
を
導
入
し
た
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
債
権
債
務
関
係
は
、
当
然
国
法
に
配
属
さ

る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
、
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

F'コナンの契約理論 (1) 

同
じ
こ
と
は
、
相
続
人
は
被
相
続
人
の
負
債
を
自
ら
の
財
産
で
弁
済
す
べ
き
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
相
続
財
産
の
支
払
能
力
以
上
の
負
債

を
も
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
判
断
に
つ
い
て
も
い
え
る
Q

さ
ら
に
、
諸
民
族
の
法
に
よ
る
な
ら
ば
許
さ
れ
て
い
た
の
に
、
提
〔
法
律
〕
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
不
法
行
為
か
ら
生
ず
る
債
権
債

務
関
係
も
す
べ
て
国
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
城
壁
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
法
行
為
の
よ
う
に
。

第
一
四
節

国
法
上
の
債
権
債
務
関
係
に
は
自
然
、
債
権
債
務
関
係
が
常
に
附
着
し
て
い
る
が
、
後
者
に
は
前
者
が
必
ず
し
も
附
着
し
な

し、。
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説

と
は
い
っ
て
も
、
国
法
上
の
債
権
債
務
関
係
に
は
、
常
に
、
自
然
債
権
償
務
関
係
が
附
着
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
我
々
は
、
諸
民
族

の
法
に
よ
っ
て
父
祖
の
淀
〔
祖
国
の
法
律
〕
(
}
品
2

同区
R
E与
を
守
る
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
我
国
の

論

習
俗
〈
5
0閉
口

O

田
口
白
巾
ロ
ル
ロ
F
g
t
田
)
に
よ
り
導
入
さ
れ
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
法
律
の
鎖
に
よ
り
我
々
を
拘
束
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
の

鎖
に
よ
っ
て
も
拘
束
す
る
。
自
然
の
鎖
は
、
国
の
提
〔
法
律
〕
が
作
り
出
す
義
務
を
何
で
あ
れ
、
自
然
が
可
能
な
限
り
で
、
さ
ら
に
強
め
る

も
の
だ
か
ら
。

こ
れ
に
対
し
、
諸
民
族
の
法
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
何
で
あ
れ
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
国
の
提
〔
法
律
〕
が
命
ず
る
わ
け
で
は
な

ぃ
。
こ
の
種
の
事
柄
に
は
、
自
然
的
拘
束
力
し
か
な
く
、
国
法
上
の
効
力
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
諸
民
族
の
法
上
は
、
誰
で
あ
れ
貸
借
物
と
し
て
受
領
し
た
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
国
法
上
は
、
家
子
お

よ
び
二
五
才
未
満
の
者
は
免
責
さ
れ
る
o

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
達
は
、
国
法
上
は
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
が
、
自
然
法
上
は
、

つ
ま
り
、
諸
民
族
の
法
上
は
債
務
を
負
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
、
弱
年
で
あ
る
こ
と
と
か
、
父
権
と
か
は
自
然
法
(
吉
田

の
効
力
を
失
わ
す
こ
と
は
で
き
ず
、

他
方
自
然
は
、

口
同
門
口
岡
山
市
〉

我
々
が
各
人
の
も
の
を
各
人
に
返
す
よ
う
に
欲
し
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
万
人
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

そ
し
て
、
こ
の
自
然
債
権
債
務
関
係
か
ら
生
ず
る
効
果
は
、
家
子
お
よ
び
二
五
才
未
満
の
者
が
、
自
己
の
意
に
反
し
て
弁
済
を
強
制
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

お
よ
び
、
自
発
的
に
弁
済
し
た
も
の
を
返
還
請
求
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

国
法
が
考
案
し
た
債
権
債
務
関
係
は
す
べ
て
、
当
該
国
法
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
正
し
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
債
権
債
務
関
係
は
、
す
べ
て
の
民
族
の
使
用
に
よ
っ
て
効
力
を
承
認
さ
れ
た
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

支
』
《
り

に
、
道
理
も
、
こ
れ
ら
の
債
権
債
務
関
係
を
導
入
す
る
こ
と
に
効
用
が
あ
る
と
、
各
人
に
教
え
て
は
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

ま
た
、
我
々
の
国
で
は
、
問
答
契
約
に
拘
束
力
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
拘
束
力
は
ど
ん
な
裸
の
約
定
で
あ
れ
も
つ
拘
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束
力
よ
り
大
き
く
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
私
の
考
え
で
は
、
大
部
分
の
民
族
に
お
い
て
は
、
相
続
人
が
被
相
続
人
に
代
っ
て
、
相
続
財
産
の
支
払
能
力
を
超
え
て
請
求
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
も
、
死
者
の
動
産
を
受
領
し
た
者
は
誰
で
あ
れ
、
そ
れ
が
相
続
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
遺
贈
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、

都
市
の
捷
〔
法
律
〕

(-z
HHgE巳
匂
白

-U)
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
死
者
の
負
債
全
額
に
つ
き
債
務
を
負
う
と
す
る
州

Q
E
C
E江
田
〉
が
多

く
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
慣
習
(
口
。
ロ
∞

5
E号
)
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
案
出
さ
れ
た
、
債
権
債
務
関
係
の
発
生
原
因
、

す
な
わ
ち
諸
民
族
の
法
が
認
め
て
い
な
か
っ
た
発
生
原
因
が
多
数
存
在
す
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
発
生
原
因
の
う
ち
即
座
に
廃

棄
さ
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
自
然
法

0
5

に
由
来
す
る
結
果
で
あ
る
。
自
然
法
の
最
も
重
要
な
部
分
が
、

ロ印
H
C同
国
内
)

父
祖
の
捷
へ
の
服
従
な
の
で
あ
る
か
ら
。

以
下
で
は
、
準
不
法
行
為
お
よ
び
準
契
約
か
ら
生
ず
る
債
権
債
務
関
係
を
論
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
債
権
債
務
関
係
の
原
因
お

よ
び
根
拠
が
国
法
に
あ
る
と
、
我
々
の
時
代
の
法
律
家
は
考
え
て
い
る
。

実
際
、
準
不
法
行
為
に
よ
っ
て
慣
務
を
負
う
の
は
、
審
判
に
際
し
て
訴
訟
を
自
己
の
も
の
に
し
〔
そ
れ
に
よ
っ
て
不
適
当
な
判
決
を
し
〕

)
 

唱

A(
 
た
審
判
人
で
あ
る
。
ま
た
、
船
主
や
宿
亭
の
主
人
や
駅
舎
の
主
人
も
、
船
や
宿
亭
や
駅
舎
で
自
己
の
過
失
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
き
責
を

F・コナンの契約理論

負
う
。

〈
川
相
〉

同
様
に
、
階
上
か
ら
物
を
投
げ
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
人
を
傷
つ
け
た
場
合
に
は
、
こ
の
階
上
の
居
住
者
は
責
を
負
う
o

こ
の
種
の
人

人
が
、
す
べ
て
の
民
族
の
共
通
の
判
断
に
よ
っ
て
も
責
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
諸
民
族
の
法
上
は
、
故

意
の
場
合
だ
け
で
な
く
過
失
の
場
合
に
も
有
責
と
さ
る
べ
き
こ
と
を
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

あ
る
人
が
私
の
行
為
に
よ
り
、
す
な
わ
ち
、
私
の
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
被
っ
た
損
害
を
私
が
引
受
け
る
よ
う
に
と
自
然
の
提
は
命
じ

北法35(6・127)815 



説

て
い
る
、
少
な
く
と
も
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
る
。
損
害
の
原
状
回
復
を
超
え
て
罰
と
し
て
附
加
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
国
法
に

配
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

論

と
い
う
の
は
、
加
え
ら
れ
た
損
失
が
回
復
さ
れ
る
な
ら
、
自
然
の
要
請
を
十
二
分
に
満
た
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

準
契
約
に
つ
い
て
も
、
準
不
法
行
為
と
同
じ
こ
と
が
い
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
諸
民
族
の
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
拘
束
力
の
根
拠
は
諸
民
族
の
法
に
あ
る
。
実
際
、
他
人
の
事
務
を
管
理
し
た
者
、
後
見
を
行
っ
た
者
、
非
債
弁
済
を
受
領
し
た

者
、
相
続
し
た
者
等
々
が
債
務
を
負
う
こ
と
以
上
に
正
当
な
こ
と
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
者
た
ち
を
国
法
が
債
権
債
務
関
係
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
何
ゆ
え
に
す
べ
て
の
諸
民
族
の
共
通
の
同
意
も
ま
た

同
じ
債
権
債
務
関
係
に
よ
っ
て
拘
束
し
な
い
の
か
。
私
に
は
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
無
論
、
相
続
人
に
つ
い
て
す
で
に
我
々
が
附
し
た

限
界
は
、
両
法
で
異
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
。

と
は
い
え
、
さ
し
あ
た
り
は
、
以
上
で
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
繰
り
返
し
論
ず
る
機

会
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
我
々
が
い
ま
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
訴
権
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
疑
問
点
が
よ
り
多
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の

訴
権
に
つ
い
て
、
法
学
者
た
ち
が
確
か
な
こ
と
を
何
も
伝
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
沈
黙
の
原
因
は
、
訴
権
に
つ
い
て

は
万
人
周
知
の
こ
と
だ
と
彼
ら
が
想
定
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
、
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
債
権
債
務
関
係
発
生
の
源
た
る
諸
民

族
の
法
か
ら
訴
権
も
ま
た
生
ず
る
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
諸
民
族
の
法
そ
の
も
の
か
ら
債
権
債
務
関
係
に
つ
き
訴
求
す
る
権
能
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
法
学
者
た
ち

は
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
、
諸
民
族
の
法
が
債
権
債
務
関
係
を
創
設
す
る
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
権
能
は
、
訴
権
と
称
せ
ら
れ
、
こ
れ
な
し
に
は
、
債
権
債
務
関
係
に
い
か
な
る
効
果
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
に
。

北法35(6・128)816 



た
し
か
に
、

い
や
が
る
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
以
外
の
方
法
で
は
請
求
で
き
な
い
。
し
か
し
、
進
ん
で
履
行
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て

は
、
債
権
債
務
関
係
な
ど
そ
も
そ
も
必
要
で
な
か
っ
た
。
訴
権
の
方
式
書
、
審
判
の
や
り
方
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
国
法
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

)
 

唱

A(
 

〈
1
)
以
下
の
訳
文
の
う
ち
、
第
一
一
一
節
は
、
第
一
七
回
(
一
九
八
三
年
九
月
)
、
第
一
八
回
(
同
年
一

O
月
)
ロ

1
7
法
研
究
会
で
講
読
し
た
資
料
で

あ
る
o

研
究
会
の
メ
て
ハ
1
諸
氏
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
御
教
示
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
と
り
わ
け
、
本
学
部
教
授
小
菅
芳
太
郎
氏

に
は
、
他
の
節
も
含
め
て
訳
文
の
誤
り
等
を
御
指
摘
頂
き
ま
し
た
こ
と
、
ま
た
、
本
稿
を
執
筆
す
る
よ
う
に
と
督
励
下
さ
い
ま
し
た
こ
と
を
、
感
謝
い

た
し
ま
す
。
と
は
い
え
、
訳
文
の
誤
り
等
は
す
べ
て
筆
者
の
責
任
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

(2)
第
一
巻
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
章
「
法
の
根
拠
、
そ
れ
は
実
在
す
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
意
見
か

Q
5
3
2『
ω
z
w
g

3
5
5
5
g
D
Z
S〉
」
、
第
二
章
「
法
と
い
う
諮
の
語
源
、
お
よ
び
そ
の
用
法
の
数

Q
5
3
3、
除
官
三
自
主

p
m
E
E
Z
φ
」
、
第
三
章
「
法
の
定

義
〈

ρ
ロ正

Zm)」
、
第
四
章
「
法
の
分
類
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
ウ
ル
ピ
ア
i
ヌ
ス
の
自
然
法
の
定
義
(
口
問
仏

2
E
0
5
E円
y
h
w
《山口氏

F
m

E
g
g
-
o
田
市

E
E
E
B
〈
-
?
と
、
第
五
章
「
ウ
ル
ピ
ア
l
ヌ
ス
の
諸
民
族
の
法
の
定
義
〈

ρ
5仏
HZ的
問
。

2
2
F
2
2
Eロ
自
主
唱
・
〉
」
、
第
七
章

「
国
法
に
つ
い
て

(
0
0
2
2
丘
三

-C」
、
第
八
章
「
旋
〔
法
律
〕
の
定
義

(
C
E
L
]日
)
」
(
な
お
、

-
z
は
、
一
応
す
べ
て
「
錠
」
と
訳
し
、
場
合
に

よ
り
「
法
律
」
と
訳
し
て
も
よ
い
所
は
‘
〔
法
律
〕
と
補
っ
た
)
、
第
九
章
「
旋
〔
法
律
〕
た
る
べ
き
要
件

P
Z
』

5
-
2
2
2
品
与
え
)
」
、
第
一

O

章
「
慣
習
に
つ
い
て
ハ
り
ゅ

8
5
5
Z伝
日
)
」
、
第
一
一
章
「
衡
平
に
つ
い
て
ハ
U
O

忠
告
5
2
)」
、
第
一
二
章
「
ロ

1
7
人
の
閣
法
の
起
源
に
つ
い

て
〈
り

0
0ユ
間
宮
市

H
5
2
n
E
F
H
N
D
g白口
D
2
5〉
」
、
第
一
一
二
章
「
旋
〔
法
律
〕
お
よ
び
平
民
会
議
決
に
つ
い
て
(
ロ
土
品

5
5
h
w
唱
rrun-号
)
」
、

第
一
四
章
「
元
老
院
議
決
に
つ
い
て
(
む

σ
2
5
z
m
gロ
z
-
rと
、
第
一
五
章
「
法
務
官
の
告
示
、
学
者
の
解
答
、
既
判
事
項
に
つ
い
て

(
U
O

包
E-ω
旬

2
2
D
E
g
-
『
命
名
ロ
ロ
巳

ω
唱
Z
P
E
c
g
w
仇

w
z
r
s
z
L
r丘
町
)
」
、
第
一
五
章
「
元
首
の
勅
令
に
つ
い
て
(
ロ

0
8
5
t
z
z
g
F
E

宮
山
口
三
官
民
自
)
」
。

ハ
3
〉
本
章
の
直
前
の
二
章
は
、
前
注
で
示
し
た
よ
う
に
、
学
・
一
・
一
・
一
・
三
、
四
の
ウ
ル
ピ
ア
l
ヌ
ス
の
自
然
法
お
よ
び
諸
民
族
の
法
の
定
義
を

め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
o

以
下
の
本
文
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
コ
ナ
ン
は
ウ
ル
ピ
ア
l
ヌ
ス
の
定
義
に
は
反
対
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
自

説
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
本
章
の
冒
頭
に
、
本
文
の
よ
う
な
言
葉
が
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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説

〔

4
)

訳
文
で
の
改
行
は
、
原
文
で
大
文
字
で
始
ま
る
文
章
ご
と
に
行
っ
た
。

(
5
〉
り
ぬ

O
B
n
-
F
F
日
0

・
泉
井
久
之
助
訳
「
義
務
に
つ
い
て
」
(
岩
波
文
庫
一
九
六
一
)
三
四
頁
参
照
。
な
お
、
コ
ナ
ン
の
引
用
す
る
古
典
文
献

に
つ
い
て
は
、

F
s
r
白血
g
r回
一
口
r
g与
を
参
照
し
た
。
引
用
箇
所
の
表
示
も
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
本
文
中
の
古
典
文
献
の
訳

文
は
、
筆
者
が
コ
ナ
ン
の
読
み
方
と
想
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
諸
翻
訳
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

(
6
〉
口
。
片
山
田
pr¢
ω
r
cロ
D
2
E
2
B
ω
-
C
H
c
g
w
口、

8
・

(

7

)

春
木
一
郎
訳
「
ユ

l
ス
テ
ィ

I
ニ
ア
l
ヌ
ス
帝
学
説
裳
纂
プ
ロ

l
タ
」
(
有
斐
閣
一
九
三
人
)
六
三
、
六
四
頁
参
照
。

(
8
〉
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
第
五
巻
第
六
章
。
高
田
三
郎
訳
(
山
石
波
文
庫
一
九
七
一
)
一
九
三
頁
、
加
藤
信
朗
訳
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
臼
』

〈
岩
波
害
賠
一
九
七
三
)
一
六
五
頁
参
照
。

(

9

)

第
五
巻
第
七
章
。
高
目
前
掲
訳
書
一
九
四
頁
、
加
藤
前
掲
訳
書
一
六
五
頁
参
照
。

ハ

ω)
コ
ナ
ン
は
、
「
神
々
の
本
性
に
つ
い
て
」
第
三
巻
か
ら
の
引
用
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
引
用
文
を
そ
こ
で
見
出
せ
な
か
っ
た
。
引
用
文
と
同
じ

文
章
は
、
口
。

F
M
-
z
m
w
〈

w
自
由
に
あ
る
o
な
お
、
英
訳
(
戸
∞
R
r
r
g
)
で
は
、

A
5
1
♀
巳
-o
巳
A
Z
o
-
M
M
C
F
H
O
は

己

2
0
2弘

E
H
F
O
E
-

と
訳
さ
れ
て
お
り
、
コ
ナ
ン
の
よ
う
に

A
E
m
一
に
特
別
の
意
味
を
与
え
て
い
な
い
。

(
日
)
唱
。
恒
三
cmw
問。
5

さ
ら
に
は

E
t
o
と
い
っ
た
言
葉
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
自
体
概
念
史
の
大
き
な
テ
l
マ
で
あ

り
、
筆
者
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
コ
ナ
ン
の
定
義
、
互
換
的
な
用
法
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
言
葉
は
す
べ
て

同
じ
意
味
に
訳
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
誤
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、
す
べ
て
「
民
族
」
と
訳
し
た
。
ち
な
み
に
、
コ
ナ
ン
は
、
第
一
巻
第
五
章
第

二
節
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
自
然
の
道
理
お
よ
び
正
し
い
道
理
は
、
全
く
同
一
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
に
従
う
な
ら
ば
何
も
歪
め
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
れ
に
対

し
て
、
諸
ゲ
ン
ス
の
法
と
称
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
法
を
何
ら
か
の
ゲ
ン
ス
お
よ
び
社
会
に
集
結
し
た
す
べ
て
の
人
々
が
用
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
ゲ
ン
ス
と
は
、
同
一
の
習
俗
を
用
い
る
人
々
の
集
合
で
あ
り
、
ゲ
ヌ
ス
か
ら

u
の
文
字
が
省
略
さ
れ
て
で
き
た
言
葉
で
あ
る
。
・
:
:
・
:
し
た
が

っ
て
、
諸
ゲ
ン
ス
の
法
と
は
、
人
々
が
人
間
と
し
て
、
す
な
わ
ち
道
理
の
あ
る
動
物
と
し
て
用
い
る
法
で
は
な
く
、
諸
ゲ
ン
ス
と
し
て
、
す
な
わ
ち
何

ら
か
の
ポ
プ
ル
ス
に
参
集
す
る
者
と
し
て
用
い
る
法
で
あ
る
。

(
Z
ω
2
3
]
5
3門戸
o
h
r
z
n
g
E同一
o

g

r

E

2
件
。
E
E
g
v
A
E片
山
口
FE-

ι。
官
自
由
2
5
U
D円。間同

2
2
2
2ロ
ハ
山
口
ヨ
ロ
ω
Z
E
B
-
Z
D
S
Fロ
mw昨日

E
Z
E
E
ω
m
o
E
F
H
M
g
w
』
E
L
g
i
g
Z円

O
B口
2
Y
O
B
E
2
u
』
巳
弓

問。ロ
g
g
m
w
t』
d
g
M
u
d
s
u
m
D
1
2呉
何
百
』
ロ
ゅ
の
己
ロ
m
z
m
m巴
同

三

g
-
E
町内山口
ω
r
D
E
E
C
E
自
己
己
宮
内
山
C
E
丘
O
B
E
2
M
r
c
m
〈
広
三
百
目
、
去
の
宮

5命
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F・コナンの契約理論 (1) 

』
巴

E釦
ω丘F

問。
2口ロ
5切切ロ】口~同芯。
2叫g白《包岳凶r内

同勺》出阿凶凶弓吋
2仲己-円己-同匂)刊
2
ω
mロ昆円
B
岱包同ロ同=件芯伶
2凹♂、

ωz命【仏凶

g
ロ《
A嗣己
mω凶B
凹

mロ同
g何
凹

y"
待
問
》

CHVロ
-
-
同

0
2
H
g
g
ω
-
-
A
C
ω
B
m
o
n
U同
?
と

「
民
族
」
が
「
同
一
の
習
俗
」
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
の
に
対
し
、
「
国
」
は
「
同
一
の
旋
門
法
律
〕
お
よ
び
習
俗
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
民
族

(司

S
c
-
E
r
ι
ぬ

E

r四
F
E
除

B
D
2
r
E
悶

c
z
g
m
E
C」
と
定
義
さ
れ
る
(
第
一
巻
第
七
章
第
一
節
)
。
し
た
が
っ
て
、
民
族
に
法
律
が
加
わ
れ

ば
国
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
民
族
は
前
国
的
共
同
体
と
考
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
国
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
三
で
よ
り
詳

細
に
論
ず
る
。

(
ロ
)
の

h
-
u
m
r間
5
5・
F
N
U

「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
道
理
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
は
な
く
、
そ
れ
は
人
間
に
も
神
に
も
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
人
間
と

神
と
の
第
一
の
結
び
つ
き
は
、
道
理
に
よ
る
結
び
つ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
道
理
を
共
通
に
し
て
い
る
者
ど
う
し
の
あ
い
だ
で
は
、
正

し
い
道
理
も
ま
た
共
通
の
は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
提
と
い
っ
て
も
よ
い
の
だ
か
ら
、
人
聞
は
錠
に
よ
っ
て
も
ま
た
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
誌
を
共
有
す
る
者
た
ち
は
、
法
を
も
共
有
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
共
通
す
る
者
た
ち
は
、
同
じ
国
に
属
す
る

と
考
え
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
だ
。
同
一
の
命
令
と
権
力
に
服
す
る
場
合
に
は
、
な
お
さ
ら
そ
う
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
げ
ん
に
、
こ

の
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
天
の
配
剤
、
神
の
御
心
、
お
よ
び
最
強
の
神
に
服
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
全
世
界
は
、
神
々
と
人
間
と
が
共
有
す
る
一
つ

の
国
だ
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
な
お
、
こ
の
訳
文
は
、
基
本
的
に
、
中
村
善
也
訳
「
法
律
に
つ
い
て
」
鹿
野
治
助
編
『
世
界
の
名
著
M

キ

ケ
戸
/
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
/
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
』
(
中
公
パ
ッ
ク
ス
一
九
八

O
〉
一
三
人
頁
に
拠
っ
た
。

〈
臼
〉
(
リ
h
-
G
司・

2
f
F
S
「
同
じ
魂
が
、
天
、
地
、
海
お
よ
び
万
物
の
本
性
を
見
き
わ
め
る
こ
と
。
こ
れ
ら
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
、
ど
こ
へ
帰
り
、

い
っ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
消
滅
す
る
の
か
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
中
の
死
滅
す
べ
き
要
素
は
何
で
、
永
遠
不
滅
の
要
素
は
何
で
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
統
制
し
支
配
し
て
い
る
実
体
を
い
わ
ば
じ
か
に
把
握
す
る
こ
と
o

そ
し
て
、
自
ら
は
城
壁
に
閉
ま
れ
た
あ
る
限
ら
れ
た
地
域
の
住

人
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
一
つ
の
国
(
信
号
る
を
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
全
世
界
の
国
民
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が

で
き
た
暁
に
は
、
万
物
の
こ
の
壮
大
さ
の
な
か
で
、
そ
し
て
、
自
然
に
対
す
る
こ
の
観
照
と
認
識
の
中
で
、
お
お
、
不
死
の
神
々
よ
、
こ
の
魂
は
、

『
汝
自
身
を
知
れ
』
と
い
う
デ
ル
ポ
イ
の
ア
ポ
ロ

γ
の
あ
の
教
え
を
、
い
か
に
み
ご
と
に
実
現
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
」
訳
文
は
、
中
村
前
掲
訳
一
五
八
|

一
五
九
頁
に
基
本
的
に
拠
っ
た
。
な
お
、
日
『
聞
を
「
国
」
と
訳
し
た
の
は
、
白
木
井
前
掲
訳
書
二
八

O
頁
注
制
に
、
キ
ケ
ロ
に
お
い
て
、

5
Z
H吉
正

と
な
る
場
合
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
た
。
さ
ら
に
、
ー
沼
官
を
「
国
」
と
訳
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
本
光
雄
訳
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
「
政
治
学
」
(
岩
波
文
庫
一
九
六
一
)
三
八
三
頁
注

ω、
四
四
四
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
村
上
淳
一
「
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
』
を
読
む
」

北法35( 6・131)819 



〈
山
石
一
波
書
底
一
九
八
一
ニ
)
一
一
戸
一
九
頁
以
下
参
照
。

(
叫
〉
円
以
-
U巾
円

巾

Y
M
E
-
n
p
〈岡崎

M
O

「
す
る
と
、
ア
フ
リ
カ
l
ヌ
ス
が
申
し
ま
し
た
。
『
わ
か
っ
て
い
る
ぞ
。
お
ま
え
が
、
な
お
今
に
及
ん
で
も
、
人

間
た
ち
の
住
ま
い
で
も
家
で
も
あ
る
所
〔
地
球
〕
に
気
に
か
か
る
こ
と
の
あ
り
げ
な
眼
差
し
を
注
い
で
い
る
こ
と
は
。
』
」
こ
こ
の
訳
文
も
、
水
野
有
庸

訳
「
ス
キ
ピ
オ
の
夢
」
前
掲
鹿
野
編
『
世
界
の
名
著
M
』
七
六
頁
に
ほ
ぼ
従
っ
た
。

〔
日
〉
ロ
叩
岱
ロ
-
V
口問、

H
H
H
u
a叶
・
た
だ
し
、

Hkoor
版

で

は

己

と

2
5
の
問
に

r
o
s
d
を
指
示
す
る
巴
が
あ
り
、
自
己
2
2
が

B
F間
Z
Z円
に

な
っ
て
い
る
。

(
日
〉
「
ユ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
第
五
巻
第
七
章
、
高
間
前
掲
訳
書
一
九
四
頁
、
加
藤
前
掲
訳
書
一
六
五
頁
参
照
。
「
民
会
の
旋
門
議
決
〕
」
と
訳
し
た
原

語
は
、
官

q
r
z
g
で
あ
り
、
高
田
訳
で
は
「
政
令
」
、
加
藤
訳
で
は
「
民
会
の
議
決
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
山
本
前
掲
訳
書
一
八
九
頁
等
は
、

「
民
会
の
政
令
」
と
訳
し
て
い
る
。
コ
ナ
ン
が
、

-2
回
以
内
》
唱
己

D
E
B
に
よ
っ
て
何
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
か
は
、
ラ
テ
ン
語
の
F
H
と
い
う
語
の
多

義
性
も
あ
り
、
筆
者
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
本
文
の
よ
う
に
訳
し
て
お
く
。
な
お
、
「
民
会
の
政
令
」
に
つ
い
て
は
、
山
本
前
掲
訳

書
一
八
九
!
一
九

O
頁
参
照
。

(
幻
)
学
・
一
・
一
・
一

0
・
一
。
春
木
前
掲
訳
書
六
三
頁
参
照
。

(
時
)
ト
ピ
ト
書
四
・
一
五
「
お
ま
え
自
身
が
き
ら
う
こ
と
を
他
人
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
し
か
し
、
新
訳
聖
書
で
は
、
積
極
的
に
、
「
何
事
で
も
、
人

か
ら
自
分
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
望
む
こ
と
を
、
人
に
し
て
あ
げ
な
さ
い
」
(
マ
タ
イ
伝
七
・
一
二
)
と
な
っ
て
い
る
。
ル
カ
伝
六
・
三
一
も
同
回
目
。

コ
ナ
ン
が
前
者
を
法
の
黄
金
律
に
し
た
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
訳
文
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
霊
書
研
究
所
版
に
従
っ
た
。

〈m
印
〉
奴
隷
お
よ
び
解
放
に
つ
い
て
は
、
ウ
ル
ピ
ア
l
ヌ
ス
・
学
・
一
・
一
・
四
、
そ
の
他
の
諸
制
度
に
つ
い
て
は
、
へ
ん
モ
ゲ
ユ
ア

l

ヌ
ス
・
学
・

一
-
一
・
五
。
春
木
前
掲
訳
書
六
一

l
六
二
頁
参
照
。

(
却
〉
こ
こ
で
コ
ナ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
国
の
守
護
者
の
私
有
財
産
の
禁
止
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な

ぉ
、
藤
沢
令
夫
訳
「
国
家
上
」
(
岩
波
文
庫
一
九
七
九
〉
第
三
巻
第
二
二
章
二
五
七
、
二
五
人
頁
お
よ
び
第
五
巻
第
一
二
章
三
七
九
二
ニ
四

O
頁
参
照
。

〆
t

、、

(
幻
)
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
第
五
巻
第
七
章
。
高
田
前
掲
訳
書
一
九
四
、
一
九
五
頁
、
加
藤
前
掲
訳
書
一
六
五
、
二
ハ
ム
ハ
頁
参
照
。
た
だ
し
、
「
し

か
し
、
我
々
の
も
と
で
は
:
:
・
た
し
か
に
あ
る
。
」
の
部
分
は
、
「
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
も
と
で
は
な
る
ほ
ど
自
然
の
本
性
に
よ
る
も
の
が
何
ら

か
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
変
り
う
る
」
(
加
藤
訳
、
高
田
訳
も
同
旨
)
と
な
っ
て
い
る
。

〈
詑
)
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
第
五
巻
第
七
章
。
高
田
前
掲
訳
書
一
九
五
頁
、
加
藤
前
掲
訳
書
一
六
六
頁
参
照
。
た
だ
し
、

説論

コ
ナ
ン
「
設
定
行
為

北法35(6・132)820 



F.コナンの契約理論 (1)

(
5
2
M
g
z
o
)」
と
訳
し
て
い
る
原
語
は
、
ロ
ほ
市
閣
で
、
高
田
訳
で
は
「
契
約
」
、
加
藤
訳
で
は
「
協
約
」
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
「
国
民
の

約
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
な
R
g
n
F
C
E
5
2
E
g
gど
と
い
う
表
現
も
あ
る
の
で
ご

O
五
頁
)
、
合
意
の
要
素
を
コ
ナ

γ
は
無
視
し
て
は
い
な
い
。

(
お
〉
グ
ラ
l
テ
ィ
ア
l
ヌ
ス
教
令
集
、
第
一
部
第
一

O
分
節
七
。

(
剖
)
「
王
法
」
一
ロ
ム
ル
ス

6

「
ロ
ム
ル
ス
は
提
案
し
住
民
を
強
制
し
て
総
て
の
男
児
た
る
子
孫
と
女
児
に
し
て
長
女
た
る
者
と
を
養
育
す
ベ

く
、
然
も
三
歳
未
満
の
出
生
児
は
一
人
と
雛
も
殺
害
す
べ
か
ら
ず
と
せ
り
o
」
岩
田
健
次
訳
『
久
保
正
幡
先
生
還
暦
記
念
西
洋
法
制
史
料
選

I
古

代
』
〈
創
文
社
一
九
八
一
〉
五
頁
。

(
お
)
ポ
ン
ポ
l

エ
ウ
ス
・
学
・
二
了
六
・
一
四
「
な
ん
と
な
れ
ば
、
何
人
も
他
人
の
損
失
に
お
い
て
利
得
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
か
ら
見
て

衡
平
で
あ
る
」
に
付
し
た
注
釈
で
は
、
「
自
然
か
ら
見
て
と
は
、
自
然
法
か
ら
見
て
、
あ
る
い
は
、
白
然
的
と
い
わ
れ
る
諸
民
族
の
法
か
ら
見
て
と
い

う
こ
と
で
あ
る

C
L
2同
2
2
5
2
2
F
E
Z
O
凹

g
t
c
E
W
』ロ
OL
ロえロ

E-oEnFPH司
)
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
m
m
)
H
2
3
は、

T
Z口
伝
玄
ミ
ロ
C
公
む
印
iH己申〉
u
h
S
H
E
D
ω
ぽ
は
、

H
J
E
}
E
F
の
国
三
円
。

(
+
g
n
r
E
S〉
の
こ
と
か
。
こ
の
両
名
の
著

作
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
両
名
に
つ
い
て
は
、
〈
四
一
同
乙
百
三
円
U
O同
ヴ
ム
の
〈
7
2開・)幅広
g
ι
r
c
n
T
仏文

ρ
5
-
-
3
ロ口
L
F
5
2宮司

L
Z
Z
m
g巾同町ロ

2
3同)mzm口
rm宮
司
ユ
〈
え

z
n
r門的問町田町
}
H
K
E
P
H・同凶弘
-wζ
ロロ

nrgu
〈

V
E・回
2
r、
同
由
叶
デ

ω'
ミ
。
、
日
吋
問
問
・

(
幻

)

Q
・
0
巾
CEn--目、

HMMO
泉
井
前
掲
訳
室
百
一
八
頁
参
照
。

(
却
)
む

σ
5
2
B
5
2
3
w
〈
"
口
合

(
却
〉
「
さ
ら
に
諸
民
族
の
法
に
属
す
る
も
の
の
例
と
し
て
、
暴
力
お
よ
び
不
法
に
対
す
る
自
衛
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
各
人
が
自
己
の
身
体
保
護
の

た
め
に
行
っ
た
こ
と
が
、
適
法
に
為
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
法
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
ま
た
、
自
然
が
人
類
相
互
間
に
一
種
の
血
縁

関
係
(
円
。
伺
E
t与
を
造
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
、
人
が
他
人
を
害
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
不
法
と
な
る
の
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
春

木
前
掲
訳
書
六
一
一
良
参
照
。
学
説
嚢
纂
の
配
列
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
法
文
は
、
諸
民
族
の
法
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
ア
ッ
タ
ル
シ
ウ
ス
は
、
「
こ
の
法
」
に
付
し
た
注
釈
で
、
「
す
な
わ
ち
、
法
廷
の
法
で
あ
っ
て
、
天
の
法
で
は
な
い
公
口

E
n
a
r子
ロ
ロ
ロ

g
o
cご
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
グ
ラ
l
テ
ィ
ア

l
ヌ
ス
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
暴
力
に
対
す
る
自
衡
を
自
然
法
上
の
も
の
と
し
た
(
一

O
七

頁〉
0

そ
れ
ゆ
え
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
法
文
が
学
・
一
・
一
・
一
・
四
〔
諸
民
族
の
法
に
つ
い
て
述
べ
る
〕
の

具
体
例
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
身
体
の
防
衛
は
諸
民
族
の
法
に
属
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
己
の
身
体
の
妨
衛
が
、

す
べ
て
の
動
物
に
妥
当
す
る
自
然
法
に
も
属
す
る
も
の
で
あ
る
乙
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
も
他
の
動
物
も
、
自
然
的
性
向

北法35(6・133)821 



説

と
し
て
、
自
己
を
守
ろ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
教
室
令
は
防
衛
を
自
然
法
に
属
す
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

(
Z
q
A
5
L

Lえ
g
己
O
凹
己
円
0
4
2
2
2円

ι巾
2
3
m
g
H
2
5
ロ
ω
E
r
z
n
-
Z
旬。ロ
X
3
2ロ司
F
g
w
叩
-
E切
開
ゆ
ロ
-
p
oロ
g
g
g
ロ
諸
問
グ
』
E
ロ
間
町
立

L
0
2
2
ロ
ω
Z
E
]
F
C
S
E
c
g
陰口一
g
g
H
E
g
w
』

己

防

E
Z
H
m
g
m
H
Y
O
B
P
2
2
2
3
ω
ω
E
Bと
な
も

H
O
E
E
H】
件
包

Dr回
巾
『

E
片
山

Oロ
O
B
Z
F

2
2
U
2
5
0
全
島
常
n
H
O
E
F
F
A
己主

P
F
2
5
2同
F
2
2
E
g
g
-
r
f
Z
2
ι
・口・同
)
E
g
-
-
2
0・
)
」
最
後
は
、
具
体
的
な
教
皇
令

を
指
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
。
c
E
g
g
sユ
白
山
口
官
-
目
白
B
U
W
m
m己
ぐ

2
2
U
司
自
同
作
目
、

ω《
四
回
・
タ
ロ
・
同
-
Y
叩
-H
・

(
町
四
)
「
正
当
な
占
有
者
は
、
液
杭
な
く
保
持
し
て
き
た
占
有
を
守
る
た
め
に
、
加
え
ら
れ
た
暴
力
に
対
し
、
非
難
の
余
地
な
き
権
原
に
基
づ
い
て

(
5
2
]司
ω
g。
苫
z
-
2
5
9
L
2丘一
D口
。
〉
自
衛
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
よ

(
況
)
回
乙

ιc♂

O
H
y
n山
了
叩
・
日
山
「
何
ゆ
え
、
こ
の
法
文
〔
学
・
一
・
一
・
一
二
〕
が
、
勅
・
八
・
四
・
一
と
実
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
が
問
題
で

あ
る
。
そ
の
答
は
、
前
者
の
法
文
が
自
衛
を
無
条
件
に
許
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
の
法
文
が
前
者
の
法
文
を
節
度
を
も
っ
て
解
釈
し
、
そ
し
て
、

後
者
の
法
文
が
前
者
の
法
文
の
い
わ
ば
中
和
剤
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
ρ
5
2
0
A口
氏
岳
民
ゆ
ユ

z
r
S
E
E
-
H
2
E
2
Z
H
白

-
r
p
〈ロ
p

i
叩
問

2
司
G
ロ
Lmwp
』
己

5
7
8口

-oHH耳
目
ヨ

F江
戸
内
包

5同
v
r
o
X
2・
2
L
-一一
ω

2
ヨ
古
百
回
目

2
5
3
z
r自の

-omoE
自
己
Z
B

-
口
定
将
司
『
巾
門
出
合
同
】
己
巾
件
。
閉
門
的
一
EM件同}戸市ユ
ω円
ω
「ロ
7
z
-
o岡山
ω)0」

(日以

)
0
0
5
2目
立
。
ロ
ク
ロ
w
g
-
n同・

0司
・
門
戸
了
ロ
wHaH
・

(お〉

C
同v
n
-
f
ロ
w
g
r
n向
。
官
・

2
了
口
、
品
目
・

(
斜
)
「
国
家
」
第
五
巻
第
七
章
。
藤
沢
前
掲
訳
書
三
六
一
一
貝
以
下
参
照
。

(
お
)
い
わ
ゆ
る
「
不
倫
遺
言
公
2
2
B
3
2
5
5
0町
民
三

0
2
5
)」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原
田
慶
士
口
「
戸
1
マ
法
」
(
有
斐
閣
初

版
一
九
四
九
、
改
訂
版
一
九
五
五
)
三
四
四
頁
以
下
、
船
田
享
二
「
F

l
マ
法
」
第
四
巻
(
岩
波
書
庖
初
版
一
九
四
四
、
改
版
一
九
七
一
)
三
三
二

頁
以
下
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヵ

i
ザ

l

ハ
柴
田
光
蔵
訳
〉
「
ロ
!
?
私
法
概
説
」
(
創
文
社
一
九
七
九
)
五
六
一
一
良
以
下
参
照
。

(
お
)
レ
ピ
記
一
入
・
六
以
下
、
申
命
記
二
七
・
二
二
、
ニ
コ
一
。
ユ
ダ
ヤ
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
近
親
婚
禁
止
規
定
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
阿
南
成
一

「
キ
リ
ス
ト
教
と
近
親
婚
の
禁
止
」
『
高
梨
公
之
教
授
還
暦
祝
賀
婚
姻
法
の
研
究
上
』
(
有
斐
閣
一
九
七
六
〉
一
二
貰
以
下
参
照
。
本
稿
と
の
関
連
で

注
目
す
べ
き
は
、
ト
マ
ス
、
ス
コ
ト
ヮ
ス
ら
に
よ
っ
て
、
レ
ピ
記
の
旋
が
す
べ
て
自
然
法
上
の
も
の
で
な
く
、
純
実
定
法
上
の
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
神
学
者
の
間
で
支
配
的
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
一
五
頁
以
下
)
。

(
日
出
)
婚
姻
の
秘
蹟
を
め
ぐ
っ
て
、
新
教
側
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
一
五
四
七
年
か
ら
一
五
六
三
年
ま
で
の
ト
レ
ン
ト
公
会
議

去~
員同

北法35(6・134)822 



F'コナンの契約理論 (1) 

で
、
婚
姻
の
問
題
も
扱
っ
た
。
そ
こ
で
公
布
さ
れ
た
教
皇
令
の
親
の
承
認
な
き
子
の
婚
姻
に
関
す
る
決
定
に
つ
い
て
、
】

ME-ocロ
〉
の

2

H
・
仏
。

乞〉回、〉同吋
()ωω
開
、
出

z
g
r。
ι
E
仏
門
司
円
仲
買
Z
P
、H，
c
gゆ
H
H
F
F
m
仏吋

c
p
r
B
H
-
z
u
M
Mミ
5・

H
V
'
C

司
u
呂
田
∞
、
同
Y
M
O
N

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
最
も
頻
繁
に
結
ぼ
れ
た
秘
密
婚
姻
(
自
己
芯
向
。
己
m
E
2
2る
は
、
親
の
不
知
の
う
ち
に
行
う
子
の
婚
姻
で
あ
っ
た
。
世
論
は
、
か
か
る

婚
姻
に
反
対
し
て
い
た
し
、
こ
の
見
解
は
、
長
ら
く
フ
ラ
ン
ス
の
高
位
聖
職
者
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
た
ο
し
か
し
、
公
会
議
に
列
席
し
た
神
父
た

ち
は
、
終
始
、
旧
規
律
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
親
の
承
諾
は
、
決
し
て
子
の
婚
姻
の
有
効
要
件
で
は
な
い
。
子
は
、
思
春
期
か
ら
、
自
由
に
有
効
に
婚
姻

が
で
き
る
。
公
会
議
は
、
教
会
は
常
に
、
『
か
か
る
婚
姻
す
}
嫌
悪
し
て
き
た
し
、
禁
止
し
て
き
た
』
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
J

さ
ら
に
、
口
甘
-
i
f
-
M
M
O
斗
立

ω
・
に
よ
れ
ば
、
一
五
五
六
年
の
勅
令
念
会
同
〉
お
よ
び
一
五
七
九
年
の
王
令
は
、
婚
姻
適
齢
を
男
三

O
才
、
女
二

五
才
と
定
め
、
こ
れ
以
上
の
年
齢
の
者
も
、
親
の
意
見
を
求
め
る
よ
う
に
と
定
め
た
(
そ
の
効
果
は
、
さ
し
あ
た
り
、
窺
の
相
続
廃
除
権
、
贈
与
撤
回

権
で
あ
っ
た
〉
。
ま
た
、
一
五
六
五
年
の
勅
令
は
、
親
の
承
認
を
得
な
い
婚
姻
は
、
「
法
律
お
よ
び
神
の
命
令
の
違
反
」
だ
と
宣
言
し
た
。
こ
れ
ら
を
受

け
て
判
例
は
、
親
の
承
諾
を
得
な
い
婚
姻
を
、
「
た
ら
し
こ
み
に
よ
る
誘
拐
令
ω
玄
常
的
主
ロ
円
巴

g〉
」
と
し
て
、
無
効
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

コ
ナ
ン
は
、
「
こ
の
提
は
廃
さ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
」
と
過
去
を
慨
嘆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
へ
の
新
た
な
展
望
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

コ
ナ
ン
の
立
法
論
は
三
、
簡
で
論
ず
る
。

(
お
)
「
こ
の
諸
民
族
の
法
に
基
づ
く
の
は
、
戦
争
の
開
始
、
諸
民
族
の
区
分
、
王
国
の
創
設
、
所
有
の
区
分
、
土
地
の
境
界
の
画
定
、
建
物
の
建
設
、

取
引
、
売
買
、
賃
約
、
債
権
債
務
関
係
の
設
定
で
あ
る
。
例
外
的
に
あ
る
種
の
債
権
債
務
関
係
は
国
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
」
春
木
前
掲
訳
書
六

二
頁
参
照
。

(
却
)
学
・
一
・
一
・
五
に
付
さ
れ
た
標
準
注
釈
で
は
、
国
法
上
の
も
の
と
し
て
、
言
語
債
権
債
務
関
係
、
文
書
債
権
債
務
関
係
、
永
小
作
契
約
、
婚
姻

の
た
め
の
贈
与
契
約
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
〈
町
}
・
切
開
問
。
町
一
開
門
口
、
?
?
。
.
、

ω'
器
、
司
2
8
γ

(
紛
)
提
・
三
・
二
一
。
末
松
謙
澄
訳
並
註
解
、
宮
崎
道
三
郎
校
閲
「
訂
正
増
補
ユ
ス
チ
l
ニ
ア
!
ヌ
ス
帝
欽
定
羅
馬
法
学
提
要
(
三
版
〉
」
ハ
帝
国
学
土

院
一
九
二

O
一
ニ
八
七
頁
以
下
参
照
。

(
H
U

〉
マ
タ
イ
伝
一
八
・
二
ハ
「
す
べ
て
の
事
は
二
人
ま
た
は
三
人
の
証
言
に
よ
っ
て
確
実
な
も
の
と
な
る
o
」
な
お
、
申
命
記
一
九
・
一
五
。

(
必
)
婚
姻
の
た
め
の
贈
与

2
0
5
t
o
官
。
百
円
。
円
ロ
ロ
唱
片
岡
向
的
〉
に
関
す
る
ユ
帝
の
勅
令
は
、
勅
・
五
・
コ
て
ニ

O
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
船
田

前
掲
書
一

O
三
頁
以
下
、
カ

I
ザ

1
前
掲
書
四
七
八
、
四
七
九
頁
参
照
。
な
お
、
ヨ
ロ
ロ
凹
由
Z
E
-
R
m
5
2
と
い
う
表
現
は
、
勅
・
五
・
九
・
四
に
あ

る
。
こ
れ
は
婚
姻
の
た
め
の
贈
与
に
よ
り
夫
か
ら
萎
に
与
え
ら
れ
た
も
の
が
、
当
該
婚
姻
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
に
の
み
遺
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
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説

(
必
)
バ
ル
ト
ル
ス
が
、
永
借
入
の
権
利
を
、

L
O
B
S
-
d自
己
主
。
と
し
、
こ
れ
を
、
諸
民
族
の
法
に
属
す
る
仏
O
B
E
E
B
岳

2
2
5
8
に
対
置
し
て
、

国
法
に
属
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
片
岡
輝
夫
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
分
割
所
有
権
の
歴
史
的
研
究
同
、
同
完
」
『
国
家
学
会
雑

誌
』
六
五
巻
(
一
九
五
二
〉
二
・
三
号
一
七
三
頁
以
下
、
五
・
六
・
七
号
三
八
九
頁
以
下
参
照
。

(
H
H
)

「
こ
の
告
示
に
は
、
自
然
的
衡
平
が
関
わ
る
o

な
ん
と
な
れ
ば
、
相
互
に
了
承
し
た
こ
と
を
守
る
こ
と
よ
り
人
の
信
義
に
適
う
こ
と
は
な
い
の
だ

か
ら
o
」
春
木
前
掲
訳
書
一
一
一
一
一
一
一
一
一
良
参
照
。

(
必
〉
り
ゆ
え

h
E
F
F
N
ω

泉
井
前
掲
訳
書
一
九
頁
参
照
。

(
必
)
。
ャ

n
F
J
E
w
S
2
m
-
泉
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灯
)
「
一

O

詐
害
す
る
目
的
を
も
っ
て
約
束
が
な
さ
れ
た
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
法
務
官
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
ラ
ベ
オ
ー
は
場
合
を
分
け
て
、
こ
の
主
張
が
、
あ
る
い
は
不
衡
平
で
あ
り
、
あ
る
い
は
余
計
な
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
不
衡
平
だ
と
い

う
の
は
、
債
権
者
が
一
度
誠
意
を
も
っ
て
債
務
者
を
免
除
し
た
の
に
、
あ
れ
は
詐
害
の
た
め
に
行
っ
た
こ
と
だ
と
い
っ
て
、
免
除
を
撤
回
し
よ
う
と
す

る
場
合
で
あ
る
。
余
計
だ
と
い
う
の
は
、
債
権
者
が
欺
か
れ
て
免
除
を
し
た
場
合
で
、
悪
い
意
図
に
は
詐
害
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
o
」

学
・
二
・
一
四
・
七
で
、
本
文
に
関
連
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
節
で
あ
ろ
う
。
債
権
者
が
自
分
の
好
意
か
ら
免
除
し
た
場
合
に
は
、
仮
に
債
務
者
に

惑
い
意
図
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
債
権
者
に
は
損
害
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
悪
い
意
図
は
考
慮
さ
れ
な
い
o

逆
の
場
合
は
考
慮
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
コ
ナ
ン
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
川
崎
)
「
元
老
院
は
、
善
意
の
占
有
者
た
ち
の
た
め
に
、
こ
の
者
た
ち
が
全
損
害
を
被
む
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
利
得
し
た
限
度
で
返
還
義
務
を
負
う
と

議
決
し
た
o

し
た
が
っ
て
、
相
続
財
産
の
う
ち
の
何
で
あ
れ
使
用
し
、
こ
れ
を
費
消
し
、
な
く
し
た
と
い
う
場
合
、
自
己
の
物
を
自
己
の
た
め
に
使
っ

た
と
想
定
し
て
い
る
限
り
、
資
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
善
意
の
占
有
者
が
相
続
財
産
か
ら
贈
与
を
し
た
場
合
に
も
、
利
得
し
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
た
と
え
、
誰
か
に
対
し
報
い
る
べ
く
自
然
法
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
し
て
も
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お
返
し
守
『
ほ
ほ
ぼ
)
を
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
受
け
取
っ
た
限
り
で
利
得
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
種
の
交
換
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
か
ら
。
」

(
州
日
〉
提
・
四
・
五
。
末
松
前
掲
訳
書
四
六
五
頁
以
下
参
照
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
自
己
の
過
失
に
よ
っ
て
他
人
に
害
を
与
え
る
場
合
は
、
諸
民
族
の
法
よ

り
債
権
債
務
関
係
が
発
生
す
る
が
、
他
人
の
過
失
の
場
合
は
国
法
上
の
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
準
不
法
行
為
か
ら
生
ず
る
債
権
債
務
関
係
は
、

国
法
上
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
パ
ル
ト
ル
ス
は
、
学
・
一
・
一
・
七
に
付
さ
れ
た
標
準
注
釈
も
、
準
不
法
行
為
を
国
法
上
の
も
の
と
し
て
い
る
と
述

論
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て
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る
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わ
か
ら
な
い
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バ
ル
ト
ル
ス
は
、
非
債
弁
済
か
ら
生
ず
る
債
権
債
務
関
係
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
他

は
、
国
法
上
の
債
権
債
務
関
係
と
す
る
。
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司
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付
記
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に
以
下
を
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え
る
。
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ラ
l
テ
ィ
ア
!
ヌ
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は
、
第
一
部
第
一
分
節
目
冒
頭
で
、
「
白
然
法
令
5
5
2
2
0
)
は
、
律
法
と
福
音
と
に
含
ま
れ
、
そ
れ

に
よ
り
各
人
は
、
自
分
に
し
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
を
他
人
に
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
自
分
に
し
て
ほ
し
く
な
い
と
思
う
こ
と
を
他
人
に
す
る
こ
と
を
禁
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ら
れ
る
」
と
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ベ
て
い
る
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側
、
糾
で
は
、
財
産
、
妻
子
の
共
有
に
つ
き
「
国
家
」
を
引
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た
が
、
「
法
律
」
第
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一
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、
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田
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F ・コナンの契約理論 (1) 

Cap. VI. Quid vere dici possit ius naturale & gentium. 

~. 1. An bestia iuris vllius communionem cum hominibus habeant. 

Atque isto modo mihi visum est de iure naturali & gentium 

dicere， vt quam minimum possem， discederem ab inuentis nostrorum， 

& iis omnino satisfacerem， qui illorum authoritate potius， quam 

ratione ducuntur. 1am videamus， num aliter， & fortasse verius， hac 

de re dici possit. Nam multa sunt ad explicandum difficil1ima: 

quod absurdum existimetur bestias hominibus societate iuris 

coniungere， quia nonnul1a habeant eius & in gignendo， & in educando 

simulachra. Nam ista ratione oportebat eas facere & pietatis， & 

disciplinae， & omnis denique virtutis participes， cum harum rerum 

similitudinem quandam habeant， & mea quidem sententia maiorem， 

quam iuris & iustitiae. quare virtutum aliarum omnium laudem 

non grauate illis communicamus， praeterquam iuris & iustitiae， 

quia caeterae virtutes in se ipsis vertuntur， iustitia vero complectitur 

eos， quibuscum viuit. At bestiarum inter se， aut cum homine ipsis 

nulla vitae societas esse potest， neque iuris igitur vlla communio. 

Itaque prudentes serpentes， fortes equos， castas dicimus esse 

turtures， iustas animantes praeter hominem nullas dicimus 

quanquam & in i11is aliquas iuris notas liceat deprehendere， sed 

eas pertenues. Etenim sua causa faciunt， quicquid faciunt: at iustitia 

omne suum munus aliis praestat. Quae causa fuit， vt mutae 

procrearentur， quia nihil haberent， quod aliis communicari 

oporteret， & idcirco non indigerent sermonis. At hominum 

coniunctio vt seruaretur， oratione fuit opus， quapropter TuIlius 

huius hominum consociationis magnum & necessarium vinclum 

esse dicit orationem， quae docendo， dicendo， communicando， 

disceptando， iudicando conciliat inter se homines， coniungitque 

naturali societate: Neque vlla re， inquit， longius absumus a natura 

jerarum， in quibus inesse jortitudinem saepe dicimus， vt in equis， 

in leonibus: institiam， aequitatem bonitatem non dicimus. sunt 

enim rationis & orationis expertes. Quin etiam earum virtutum， 

quarum quasi putantur esse consciae， non vera in illis sunt， nec 

〆 perpetuaargumenta. Vt enim in leonibus & in equis vmbram 
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論説

quandam fortitudinis videre videamur， sunt tamen multi， quos Iiceat 

timiditatis & ignauiae arguere. Et de reliquis virtutibus in reliquis 

bestiis similiter， quae tamen deprauatae dici non possunt， sed 

prauae fortasse. Nam vt bacillum， inquit TuIlius， aliud est 

inflexum & incuruatum de industria， aliud ita natum: sic ferarum 

natura non est illa quidem deprauata mala disciplina， sed natura 

sua. At hominum per se nunquam est praua natura， nisi fuerit aut 

educationis vitio， aut falsis opinionibus corrupta. quod magnum 

habet argumentum， nihil virtutis， nedum iustitiae & aequitatis inesse 

bestiis， sed hominibus tantum， & iis quidem omnibus， si non sint 

d巴prauati:& propterea naturales hominibus esse， quod eas cuncti 

natura duce appetant: bestiis non item， quarum pleraeque ad eas 

suapte natura non ferantur. Quid; quod nonnuIlae congregatione 

coetum quodam modo ciuitatis imitantur num propterea ciuile quid 

eis innatum esse dicemus? at id nemo tantae inscitiae fuit， vt 

diceret. 

~. 2. Ius duplex tantum: naturale， in quo aequi & boni: 

ciuile， in quo vtilitatis posita ratio est. 

Platonis etiam est， et Aristotelis， ac omnium antiquorum， vim 

iuris non in plures， quam in duas tributam esse partes dicere， 

naturalem， et ciuilem. Quam diuisionem mihi videntur et alii 

iurisconsulti praeter Vlpianum omn巴ssecuti. Caius quidem in 1. 

omnes. & Paulus L. pen. Ius， inquit， pluribus modis dicitur. V no 

modo quidem id， quod semper aequum ac bonum est， ius dicitur， 

vt est ius naturale. Altero modo， quod omnibus & pluribus π 

quacunque ciuitate vtile est， vt est ius ciuile. In quo maxime 

notandum videtur， quod in. iure naturali rationem aequi & boni 

posuit， in ciuili vtilitatem. Quod vehementer nobis tenendum est， 

quia summam eorum， quae dicturi sumus， continet. Atque vt id 

intelligatur， sumenda nobis sunt ex Aristotele， quae ad huius 

explicationem facere videbuntur. Sic enim fiet， vt ex Aristotele， et 

Aristoteli ipsi & iurisconsultis lucem aliquam afferamus. Nam & 

ille p巴robscurusest， quo in loco hanc rem tractat， & hi cum satis 
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F・コナンの契約理論 (1) 

habuissent iuris fontes， tanquam digitio ostendisse， aperire eos， 

vt haurire possemus， atque itinera ipsa demonstrare noluerunt. 

IIIe ergo cum lib. 5， De moribus dixisset ius esse duplex， 

oikonomikol1， id est， domesticum， quod est inter virum & vxorem， 

dominum & seruum， patrem & filium， & Joolitikon， tou deρolitikou 

生色担ろ inquit，竺五三physikonωti，to dq 盟並竺ニ Iusciuile aliud 

naturale est， aliud legitimum. Ciuilis nomine quicquid est iuris 

videtur comprehendere. id enim est， quod vocat主豆主盆笠 vtalia 

quidem in re Tullius， sed omnino simili interpretatus est lib. 3， De 

nat. deorum: Cum sic， inquit， hominis natura generata sit， vt 

habeat quiddam innatum quasi ciuile atque populare， quod Graeci 

左豆主並立竺 vocant.Quae Ciceronis interpretatio veram mihi videtur 

tradere rationem exponendi Aristotelis， vt ius pol主並立ndicamus， 

non ciuile， quando ea vox Latini ius legitimum sonat， sed ius 

gentium， aut populorum: quo scilicet homines non in ciuitatem， 

sed in populum congregati vtuntur. Nam左豆主並立竺 istud，quod 

insitum est homini， facit， vt ne vitam agat in solitudine， sed quaerat 

aliorum coetu5 & familiaritates， quibuscum sermones conferre， & 

a quibus comerciorum vsu caetera vitae adiumenta habere possit， 

quod proprium est iuris gentium， non vt legum se poenis obligari， 

& includi ciuitatum muris cupiat， ad quas res nos attraxit inuitos 

necessltas. 

S. 3. Omnes homin巴sco町 i田 sesse，巴orumqueius，担主豆色竺L
aut ciuile dici. 

Vt haec hominis natura hominum appetens， popularis sit potius， 

quam ciuilis appellanda: cuius qui sunt participes， sunt autem 

omnes， vno & eodem iure gubernantur. Nam vt hinc ordiamur， 

inter quos ratio， inter eosdem & recta ratio communis est， quae 

lex vocatur. Porro quibus est legis communio， iuris quoque 

communio est: at qui eodem iure participant， eiusdem habentur 

ciuitatis. Ex quo sit， vt hic vniuersus mundus vna ciuitas 

existimetur esse. Et haec nostra vrbs， omniaque quae in ea 

sunt， non magis Parisiensium esse putandae sunt， quam quae in 
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omni mundo omnium sunt hominum. Cum enim vnius & eiusdem 

imperiis cuncti mortales obtemperent， hoc est， rectae rationi: 

mundus hic quasi communis omnium vrbs & ciuitas sit， oportet 

Vnde Socrates interrogatus; cuias esset? respondit， se mundanum 

esse， hoc est， inquit Tull. non vnius circumdatum aut septum 

moenibus popularem alicuius certi loci definitique， sed ciuem 

totius orbis tanquam vnius ciuitatis. Est enim terra communis 

omnium parens， et vt Africanus in Somnio Scipionis loquitur， 

s巴desaut domus hominum. Quae domus aut ciuitas suas leges 

habet in vniu日 uiusqueanimo descriptas， et proprium ius suum， quo 

vtantur ad conseruandam hanc ciuium suorum， hoc est， omnium 

mortalium societatem， quod pol百台nappel1atur， quasi dicas ciuile 

aut populare， vt ibidem Tul1ius ait pauso post: Quoniam ea natura 

esset hominis， vt cum genere humano quasi ciuile ius intercederet: 

qui id conseruaret， eum iustum: qui mutaret， eum iniustum fore. 

Non dixit esse ius ciuile， sed quasi ciuile. nam ius gentium aut 

populorum rectius appellaretur， quasi quo totius humani generis 

populus vteretur. Postquam autem ab il1a infinitate recessum est， 

& haec immensa hominum societas ciuitatibus est distincta， quod 

non iisdem omnes legibus gubernari possent; inductum est ius 

ciuile， quod cuiusque ciuitatis vtilitatibus accommodaretur. Ex quo 

factum est， vt ius istud gentium， cum vnum & ideo esset antea 

apud omnes， duplex factum sit， aut vt verius dicam， aliud ei 

adiunctum， quod ciuile nominatur， singularum ciuitatum diuersis 

legibus diuerse conscriptum: atque ita ius illud gentium， quod 

initio vnum & solum fuerat commune omnibus， naturale vocatum 

est， vt ab hoc legitimo distingueretur appellatione， a quo re & 

natura ipsa differebat. Nam ius naturale est， vt subiungit 

Aristoteles， quod vbique gentium tantundem valet， non quod sit， 

、put secus visum sit. Legitimum autem， quod ab initio nihil 
interfuit， hoc an illo modo fieret: postquam autem consititutum 

est， refert. veluti mina captiuos redimi， aut capram immolare， 

non duas oues， & caetera quae legibus cauentur de rebus 

singulorum， vt sacra facere Brasidae: & quaecunque legibus 
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F.コナンの契約理論 (1) 

populorum sanciuntur. 

S. 4. Iuris naturalis diuisio bipartita. 
De ciuili iure post dicemus : quod呂dnaturale attinet， bipartita 

mihi videtur eius induci posse ratio. Vna quidem iustorum & 

iniustorum lex est， nullo vel tempore， vel loco mutabilis: altera 

moderatrix earum vtilitatum est， quae sunt ad vitam degendam 

necessariae. haec vt dicere auderem， adductus sum authoritate 

Pauli l. 2， De iust. & iur.， qui ius naturale ponit in aequi & 

boni ratione， ciuile & legitimum ab vtilitate ducit. Monuit me & 

hic Aristotelis locus， qui mihi non videtur explanari posse， nisi 

duplicem naturam in iure naturali posuerimus， aequitatis vnam， 

vtilitatis alteram. IIla spectat hoc vnum， vt sancte， vt pie， vt iuste 

viuamus: haec vt commode & idonee. Ius iIlius dicitur ius naturale 

vere & proprie， quod iIlud ratio natur呂lis cuique praescribit， 

estque aeternum， & sibi perpetuo constans. Ex quo ceu fonte manant 

ea praecepta， quae nos inuitant ad iustitiam， in quibus sunt illa 

summa， quae Vlp. refert， honeste vivere， nemin巴m laedere， suum 

cuique tribuere. Quae omnia diriguntur ad eam quae delapsa de 

coelo est regulam; Alteri ne feceris， quod sibi fieri non vis. Hac 

enim regula， & iudicio ab eo constituto， iusti ab iniusto distinctio 

traditur; qua sublata tollitur omnis ratio vitae degendae: & ea 

seruata ab aequitate non possumus aberrare. Nec possunt vel 

populorum iussa， vel principum constitutiones， vel iudicum 

sententiae ius hoc naturale perfingere aut mutare: quia sine 

iniustitia non potest violari. Alterum & secundum ius est， quod in 

vtilitate versatur， quod genus? dominia， regna， bella， seruitutes， 

manumissiones， contractus， & caetera huiusmodi commercia， quibus 

aptiores sumus ad participandum alium cum alio， communicandumque 

inter nos， quod， ni fallor， non inscite ius gentium vocabitur: 

quod non tam natura ipsa， quam hominum iudicio constitutum sit: 

& tamen iuris naturalis pars est， eiusque nomine continetur， 

propterea quod omni in re consensio omnium gentium non 

institutis aut legibus， sed moribus sensim & tacite confirmata， 
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naturae lex existimatur: hocque est， quod omnium hominum quasi 

ciuile ius liceat appllare， si， vt ante dixi， mundus hic vniuersus 

instar vnius ciuitatis habeatur 

~. 5. Quamobrem ius naturale mutari interdum possit. 

Vt non mirandum sit， quod in ipsum aliqua sit legum potestas， 

cum saluo naturae iure mutari queat， & pro eorum， qui praesunt， 

arbitrio variari. Nam & rerum dominia quidam adhuc populi 

dicuntur non nosse， quibus omnia sunt inter ipsos communia. 

Quod & in rempub. suam Plato voluit inducere. Et si quis 

emptionem rerum aut locationem prohibuerit， & omnem omnino 

numi vsum lege sustulerit， non video， quam habeat lex iniquitatem， 

cum de ciuium suosum vtilitate quidem detrahat a1iquid， at de 

simplici iJ10 & aequabili naturae iure nihil prorsus. Idem in 

captiuis s巴ruitionon addicendis multo magis dici potest; quod iam 

Christianorum moribus est abrogatum. Ex quo natus eorum error， 

qui putarint nullum ius esse naturale. Nam quod viderent ius hoc 

gentium， quod naturale etiam appellari solet， mutari nonnunquam， 

existimauerunt non naturae illud esse， sed opinionis: quia natura 

stabilis est & firma， & omnis mutationis expers. Quorum errorem 

hic coarguit Aristoteles: qui cum dixisset， ius legitimum esse 

eorum， quae sic an secus fierent， ab initio nihil referret: At 

enim quibusdam videtur， inquit， ista omnia esse eiusmodi， cum 

quod naturale est， irnrnutabile， & vbique terrarurn virn habet 

eandern， velut ignis， & hic， & apud Persas vrit: at iura ista mutari 

videmus. Sed non est ita ornnino， sed quodarn rnodo， quanquam 

apud deos quidern nihil fortasse sit eiusrnodi: apud nos autem 

certe rnutantur quaedarn eorurn， quae natura insita sunt， tarnetsi 

non ornnia: & tarnen aliud natura cOllstat， aliud nOll natura. 

Hic fatetur quaedam eorum， quae sunt natura， mutari: sed non 

idcirco negandum， quaedam natura constare， quaedam non natura， 

sed hominum instituto. Nam propterea quod naturalia quaedam 

mutantur， non existimandum est omnia constare natura， vel nihil 

constare natura， tanquam ea mutatio， quae vtrisque communis est， 
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F'コナンの契約理論 (1) 

delectum eorum auferat， nec concedat discernendi facultatem. At 

vero eorum， quae mutabilia sunt， quaedam sunt in natura， quaedam 

in opinione: nec difficilis est iudicatio eorum， si quis aduertat， vt 

subiungit Aristoteles : Eorum autem， quαe aliter euenire possunt， 

quid natura constet， quid non natura， sed lege & ηstituto， tametsi 

mutabile sit vtrunque similiter， perspicuum inde est， quod (: idque 

eadem ratione poterit ad caetera accommodari:) cum sinistrae 

dextra praeualeat natura， tamen fieri potest， vt omnes vtraque 

manu vtantur aeque idonee. at quae iura instituto & vtilitate 

diriguntur， mensuris simillima sunt.ηon enim quocunque in loco 

sunt aequales vini & tritici mensurae: sed quo in loco haec 

emuηtur， maiores: vbi vendentur， sunt miηores. Similiter non 

naturalia， sed hominum iura，ηon eadem vbicunque， quando ne rei 

quidem 1うublicaeeadem vbique est administratio， sed vnae tantum 

vbique locorum optima secundum naturam. Homini naturalis est & 

ratio， & sermo: proprius ei risus， itemque permulta， quod vt 

impediantur vel imbecil1itate vel infirmitate， non mutantur tamen， 

nec tolluntur vsque eo， vt non ad eas res sit quique nostrum 

aptus natura. Dextra vero vt valentiores simus， quam sinistra， 

tametsi omnibus fere insitum sit， tamen nonnullis quandoque 

accidit contra， vt sinistra plus valeant; quod pariter omnibus 

euenire potest， si exercitationem adhibuerint. Nam robur dextrae 

non tam vi naturae datum est， quam omnium iudicio quodam， qui 

quod eam putarent rebus agendis aptiorem， ea sunt vsi frequentius， 

vsus autem atque exercitatio firmitudinem addidit & habilitatem， 

neque tamen ea res facit， quo minus dextra巴 vsusantecel1at natura 

nec quin omnes ita iudicent & sentiant， ideoque naturalis habenda 

sit ea notio， quae cunctis insita est de agilitate manus dextrae: 

quoniam quod ita mutatur non ex toto quidem， sed quadam ex 

parte， non definit naturale & esse， & haberi. 

S. 6. Quibus in rebus， & quatenus mutetur 
Item de iure naturali dicendum est， quod quibusdam in rebus 

mutatur， nempe in iis， quae naturali iudicio ad humanae vitae 
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vtilitatem omnium adinuenit consensus : at non iis， quae iustorum 

& iniustorum distinctionem habent. horum enim 呂eterna Iex est， 

nec sine magno scelere peruerti possunt. Ac mihi videtur 

Aristoteles hoc non dixisse modo， sed etiam verbis expressisse， 

cum ait， ta de kαta synthekenp 是aito sy押mρher仰ont必δndi泌是如aionhomoiω α 
E釘stμ t却01ゐsmetかr豆5壬.k灼ρt却asりynt品he昂ke向n1 JUr白 appeIl口la札tし， ciuilia quae suntし， 

p戸acωtωocωit凶u山lIt同um立m inst叩山ti出i江tt仰:一盈h皇」担並笠竺笠空 e白a，quaecunque su凶 ad 
hominum commodiatem excogitata， qualia， quae sunt iuris gentium. 

Qu山I阻ae duo iura，主豆乏1担E手he訪ke拘n是加aisymρheE竺竺 vnove目rboapperl出llatt 

p抑os討te朗a竺竺笠thr主互笠左i主竺G偽， quasi dicas hoωom出lInt叩1
hominum decreto posita : quae appeIlantur iura gentium， qua homines 

sunt ad naturalem quandam communitatem congregationemque 

nati: ciuilia， quae sunt ad ciuilem coniunctionem sociati. Vtrunque 

tamen lUS mutan potest， qUin etiam necesse est， vt mutetur， cum 

non sit eadem vbi gerendae reip. ratio， sed aliud alii commodum 

sit & vtile， ad quam vtilitatem referri haec hominum iura debent. 

at quod vere natura constat， optium est， & iustum vbique terrarum. 

Quamobrem quod ad ea attinet， quae sunt in natura， non aliqua 

est rerum publicarum diuersitas， sed eadem quocunque in loco 

earum procuratio est & administratio， eoque optima: quia quod 

vni iustum est， idem & iustum est omnibus : nec vt commodorum， 

sic iustorum fieri mutatio potest. Itaque ciuilis rationis magna est 

quidem in vtilitatum causis dissimilitudo， magna varietas: in rebus 

iustis & iniustis nulla. Nam vbique optima est， quae ex naturae 

praescripto regitur， atque ea est omnium gentium communis， & 

vbique eadem. Hanc esse puto sententiam Aristotelis: in quo si 

fallor ; nihil enim temere affirmo， a¥iorum scriptis interpretandis， 

de quibus tantum quisque capit， quantum potest， & arbitratu suo 

iudicat: in hoc， puto， non sum falsus， hanc， quam iudixi， iustitiae 

& vtilitatis in iure naturali vel gentium distinction巴m veram esse， 

ex eaque expediendam omnem quaestionem， quae de vtriusque 

iuris origine， praestantia atque authoritate afferetur: hanc etiam， 

num ius naturale & gentium possit legibus tolli populorum， & 

quatenus possit. Quae quanquam semper visa est difficilis & 
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obscura， tamen ex iis， quae diximus， facile iudicari potest: vt 

illud primum quod naturale appellauimus， r巴cti & non recti 

quaestionem continens， omnis sit mutabilitatis expers: alterum， 

quod gentium vocamus， vtilitatis communis habens rationem， cum 

sit iuri ciuili persimile， sine cuiusquam iniuria vel tolli posse， vel 

mutari. Ac videri possit hoc sensisse Paulus d. l. 11. eod. tit. 

cum dicit， ius vnum esse， quod semper aequum & bonum， vt ius 

naturale: alterum， quod omnibus aut pluribus in quacunque ciuit呂te

vtile est， vt ius ciuile. nam hoc ciuile， ciuibus tantum: gentium， 

omnibus hominibus vtile est: vt vi naturaque sua non discrepent 

inter se， ac ne ratione quidem alia， quam quod illud certorum 

hominum， hoc omnium commodo & vtilitati seruit. 

~. 7. Quae naturali iuri subiecta sunt. 

Nunc quae vtrique iuri subiecta sint， numero omnia exponere 

non est necesse: summam eorum satis essent attigisse， vnde non 

difficile sit iudicium de singulis; vt tamen nostris gratum faciam， 

percurram brcuiter ea， quae magis nota sunt， & in scho1is eorum 

frequentius disputata. Numerantur autem ab iis inter prima naturae 

ea， quae Gratianus recenset initio fere illius sui magni & laboriosi 

operis. Ius naturale， inquit， est commune omnium nationum， eo 

quod vbique instinctu naturae， non constitutione habetur aliqua， 

vt viri & foeminae coniunctio， liberorum successio， & puerorum 

eductio. communis omnium possessio， & omnium vna libertas， 

acquisitio eorum， quae caelo， terra， marique capiuntur. Item， 

depositae rei vel commendatae pecuniae restitutio， violentiae per 

vim repulsio. ηαm hoc， aut si quid huic simile est， nunquam 

iniustum， sed naturale aequumque habetur. Primum illud quidem 

hoc recte， quod brutis ius istud non communicat， sed cuiuscunque 

generis hominibus: quod ad id non ratione modo， sed p巴ne

instinctu & suapte natura quisque nostrum feratur. Iustos enim 
facit nos natura， fecit & liberos: ex quibus， iustitia， inquam， & 

libertate， nascuntur caetera， quae sunt huius iuris propria. facit 

non iustitia， vt liberos educemus: nec mirum. cum imbecillitas 
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eorum nostro egeat auxilio， quod non illis modo， sed omnibus 

etiam simili modo aHectis denegare， cum possis， contra naturam 

est， quae praecipit， vt homo homini， quisquis ille sit， consulat， 

vel ob eam ipsam causam， quod is homo sit. At si ea aetate sint 

liberi， & iis viribus， sibi vt vitae necessitates parare possint， 

lic巴t parentibus eos non repugnante natura negligere， quod 

subnotasse mihi videtur Gratianus， cum adscribit iuri naturali non 

liberorum， sed puerorum educationem， hoc est， liberorum， quamdiu 

sunt pueri. Sic fuit lex Romuli， vt per tr巴sannos alerentur liberi， 

nec ante liceret eos aut necare， aut exponere; bene & conuenienter 

naturae， quod eos ali voluit infantes: inhumanum vero & contra 

naturam de necandis & exponendis eis permisit; quare nec ea lex 

diu tenuit. Est & iustitiae naturalis， depositae rei & commendatae 

pecuniae restitutio: sed miror， quod de his duobus tantum dixerit 

Gratianus， cum id ipsum valeat in caeteris contractibus， vt eorum 

fides seruanda sit， si non seruata noceat alteri. tum enim laedimus 

alterum， nec damus suum cuique， quae sunt naturae leges: quibus 

coniunctissima ea est， a nostris tam saepe iactata & vsurpata， 

neminem locupletari debere cum aliena iactura; quam hic Accursius， 

cum iuri naturali attribuiss巴t，perperam est reprehensus a Castrensi 

& Iasone， quia non communicaretur brutis， & i1lo primo iure 

essent omnia， cuius reprehensionis tam faciJis est reprehensio， vt 

non sit opus argumentis. Iuris naturalis est etiam vis depulsio， 

vel authore Gratiano， quod antea exposuimus， sed non satis: hoc 

enim sic accipere oportet， vt non modo venientem iniuriam 

propulsare liceat， sed etiam acceptam vel longo post interuallo， 

vindicare. est enim vindicatio poenae loco， vt ne impunitas inuenitet 

alios ad delinquendum. Et cum natura iubeatur， vt suum cuique 

tribuatur， contra iussum巴iusfecerint， qui nolent praemiis bonos 

augere， poenis malos afficere. Item iustitiae primum munus est， 

ne quis cui noceat， nisi lacessitus iniuria， vt ait Tullius: ergo 

iniuria lacessitus poterit nocere. Sed cum non seruaretur is， qui 

in poenarum constitutione modus requiritur， itum est ad leges， vt 

scribit Lucreius : 
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Nam genus humanum defessum vi colere aeuum， 

Ex inimicitiis languebat: quo magis iJうsum

Sponte sua cecidit sub leges artaque iura. 

Acrius ex ira quod enim se quisque parabat 

Vlcisci， quam nunc concessum est legibus aequis. 

HωIC ob rem est homines pertaesum vi coler・eaeuum 

~. 8. An non liceat vim vi depellere， nisi cum moderamine 

inculpatae tutelae. 

Ex quo liquet， quam hallucinentur nostri interpretes， qui 

responso Florentini l. 3. eod. quo dicit， iure naturae consessum 

esse， vt vim atque iniuriam propulsemus， afferunt exceptionem ex 

rescripto Dio. & Max. Impp. l. 1. C. illo tit. quod est primum 

ad interdictum， V nde vi: quo in rescripto Imperatores defensionem 

non permittunt violentam， nisi cui iustae tutelae moderatio coniucta 

sit， hancque， exceptionem dicunt esse， tanquam thriacam huius 

responsi Florentini. sic enim loquitur Baldus. atqui de iure naturae 

haec a nobis dicuntur， & rescriptum illud longo post constitutas 

leges tempore factum est: quae leges priuatis se quidem defendenti 

potestatem dederunt， vlciscendi ademerunt: cuius fuit vtriusque 

facultas iure illo primo naturae. Quapropter Tull. l. 2. De inuent. 

in iure naturali vindicationem posuit. Ac naturae ius est， inquit， 

quod nobis non opinio， sed quaedam innata vis a.式ferat，vt 
religionem， pietatem， gratiam， vindicαtionem， observaηtiam， 

veritatem. & postea: Vindicatio est， per quam vis & iniuria， & 

omnino omne， quod obfuturum est， defendendo aut vlcisciendo 

propulsatur. Defensio tuetur nos a futura & imminenti iniuria， 

vindicatio iam factam & acceptam vlciscitur， sed non alio animo， 

quam vt ne qui intulit， impunitate proposita factus audacior， peccet 

in posterum: quod vnum est legum omnium propositum & 

consilium. Haec sunt， quae de naturae iustitia， ceu puro quodam 

fonte longe lateque fluunt， & permanant in omnes partes 

humanae societatis， cui nostrae omnes actiones， tum publicae， tum 

priuatae， omniumque gentium & ciuitatum instituta parere & 
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obedire debent. Altera fuit libertas， quam isto eodem fonte 

duximus， sed alia via. non habet enim haec vim cogendi， cum iusti 

vel iniusti rationem non contineat， sed licentiam quandam agendi， 

quod velis， dum nihil offendas. Quare non proprie iuris istius 

partem vllam habet， cum nihil vetet aut iubeat， sed in IIs sit 

tantum， quae permittuntur: at limitare aliquid de ista naturae 

facilitate & liberalitate， non modo non fuit iniquum， sed 

necessarium. Itaque statim ab initio multa populorum scitis， plura 

inde Jegibus ciuitatum restricta sunt， vt iniquis hominibus & 

deprauatis praecluderetur iniuriae aditus: velut huic Jibertati 

obiecta est loco poenae seruitus， qua nulla humanior inueniri potuit 

aduersum eos， qui nos belJo lacessierant. Item， cum essent omnia 

omnium quod terrae fructus plus satis esset paucitati hominum， 

qui tum erant， distincta fuere tandem instituto populorum cuique 

suarum rerum dominia， & agris termini positi. Ex quo primum 

audiri coepta sunt inter homines haec duo verba， meum， & tuum， 

cum prius fuissent incognita: iam vt non Jicuerit vnicuique re 

qualibet arbitratu suo vti， sed sua tantum. Quod non est ita 

mt巴lIigendum，vt putat Castrensis， qui rerum soli & immobilium 
communionem fuisse concedit， mobilium negat， quod hae fierent 

occupantis. non minor est Gratiani error， qui communem fuisse 

possessionem dicit. Res non omnes & bestias vnius hominis causa 

fabricata natura est， iis vt ad vtilitatem nostram vti possemus sine 

iniuria: nec alia fuit huius tanti beneficii causa， quam vsus: quia 

nihil est， quo propterea opus sit secundum naturam viuentibus. 

atque ne nunc quidem in rebus nostris quarum iam domini sumus， 

aliud habemus， quod vere nostrum dici queat， praeter vtendi 

commoditatem. Sunt tamen quaedam， quas tum licebat consumere， 

quod earum aliter nullus esse poterat vsus， vt quae cibi c呂usa

paramus. Et in iis vsus dominio est persimilis : non tamen dominium 

est. vt eleganter iurisconsulti tradiderunt in tit. De vusfr. earum 

rerum quae vsu consumuntur. 

~. 9. Naturam non dominium， sed vsum possessionemque 
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concedere. 

At in nul1is rebus ne in his etiam， natura nobis dominium dedit， 

sed vsum tantum， aut vsus nostri causa possessionem. Itaque 

quoque sibi quisque caelo， mari， terraque ceperat， suum faciebat 

eatenus， vt eo vti posset， non vt eius dominium nancisceretur， sed 

possessionem. Quamdiu enim il1ud seruabat ad vsum suum， tamdiu 

alii ius non fuit auferendi， aut vtendi. Pari ratione， quod agri 

quisqu巴 ceperatad habitandum， aut arandum， eo tantisper dum 

possidebat， a nemine potuit deturbari， ne possessionem alterius， 

quam primo cuique occupanti natura dederat， interuerteret， quod 

sine iniuria facere non poterat: iniuria autem omnis contra 

naturam est. Ergo fuit in primis istis naturalibus propria cuiusque 

possesio， dominium non fuit. Sed hoc ius dominii ad maiorem 

rerum custodiam， & futurae necessitatis subsidium， communis 

postea omnium nationum consensus excogitauit. Quod si ita est， 

ne liberorum quidem successio naturae imputari potest， quae facit， 

vt eos amemus， & charos in primis habeamus， non vt eos heredes 

relinqu日mus，cum ea nihil proprium nobis dederit， quod ad filios 

transferri posset. Ac ne tum a principio solicitauit haec cura 

homines， cum adhuc incerto patre nasceretur filii: sed eos， qui 

posteriorum temporum ambitione & auaritia corrupti， locupletandis 

liberis studium omne suum posuerunt: quod initium malorum 

omnium & quasi seminarium fuit. Quam ob rem， vt existimo， 

Plato voluit vxorum filiorumque communitatem inducere， vt ad 

primam illam naturae speciem， reip. suae form呂m conuerteret. Sed 

& iure XII tab. filios exhaeredare licuit: valuitque eius legis 

authoritas per multos annos， donec praetores causam exhaeredationis 

subesse voluerunt. Restat matrimonium， quod prope solum Vlpiano 

hunc errorem obiecit， vt diceret， cunctas istius iuris compotes 

esse animantes， quod ad hanc procreandi causa coniunctionem ex 

se & vi sua ferantur. sed haec exempla iuris translata a bestiis， 

omittamus， quando non satis valent ad ostendendam eius naturam， 

cuius etiam dignitatem mihi quodammodo videntur obscurare 
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S. 10. Matrimonium iuris gentium esse， non autem naturalis. 
Natura ilIa prima & simplex: nec legitimas nuptias viderat， nec 

certos liberos， sed tum demum， cum societatibus homines coeperunt 

implicari. Quod nec fugit Paulum Castrensem， qui matrimonii 

vinculum， ipsam certa cum vx:ore coniunctionem， iuri gentium 

tribuit: caetera eius solennia， iuri ciuili. ldcirco non sunt hae 

leges contra naturam， quae quorundam inter se matrimonia 

prohibent. id enim pro cuiusque populi & ciuitatis vtilitate statui 

solet， & meo quidem iudicio non repugnante natura: velut ea， 

quae inter agnatos & affines inducta est matrimonii religio， 

primum， vt videtur， Hebraerorum legibus instituta， deinde etiam 

ab omnibus fere popuJis comprobata. Multo item ea iustissima 

est， & ad publicum reip. statum valde pertinens， ne liberi sine 

parentum consensu se in matrimonium collocent. Quae vtinam non 

esset abrogata: multa enim iam in hoc genere peccari videmus， & 

adoJescentum matrimonia malis rationibus conciliari， magno 

parentum dolore. Haec sunt principia & quasi elementa iuris 

naturalis， a quibus humana ratio profecta， deinceps progreditur 

longius， seque tandem hominum societatibus & amicitiis insinuat， 

vtilitates quaren5 viねe degendae idone呂5， vnde iU5 gentium. 

Consequens enim est， & post oritur， sic tam巴n vt a natura 

non recedat， si potest， a vera illa iustitia nunquam. Est enim 

haec iustitia comes & adiutrix naturae， actionumque omnium 

nostrarum custos & gubernatrix:， vt quaecunque agimus aut 

dicimu5， quae ad alterum pertineant， huius vnius tutelae 

subiiciantur. Sed quae dicantur esse iuris gentium， non est， quod 

singulatim repetamus， cum sint a nobis antea non indiligenter 

enumerata， & quantum locus requirebat， satis accurate explicata， 

praeterquam quae ad obligationes pertinent: quarum explanationem 

in hunc locum reiecimus， quod ea sumenda sit ab his， quae modo 

diximus de iure naturali & gentium， vt haec praemunienda fuerint 

sermoni， quem de obligationibus instituimus. Obligationes ergo 

iuri gentium attribuit Hermogenianus， exceptis quibusdam， quae a 

mr巴 ciuiliintroductae sunt: quibus verbis innuit perpaucas esse 
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iuris ciuilis: at nostri permultas enumerant. Literarum enim 

obligationem prorsus esse iuris ciuilis. Itemque sponsalitiae 

largitatis， pecuniae constitutae， emphyteutici contractus， & 

stipulationis. Adiungunt etiam eas omnes， quae ex quasi delicto， 

vel quasi contractu proueniunt: de quibus singulis breuiter 

attmgemus. 

S. 11. Reprehensa opinio vulgaris， de quibusdam obiligationibus 
iuri ciuili attributis. 

Literarum obligatio explicatur. 

Literarum obligatio vocatur a Iustiniano ea， quae scripto pro-

batur， quanquam re vera non subsistat: velut si me absentem rogasti 

per literas， vt darem tibi decem mutuo， simulque misisti ad me 

syngrapham tantae summae: si velim improbe agere， possum， vt 

nihil dedero tibi， retinere syngrapham， & de ea te appellare: tu 

contra obtendes， nihil tibi venisse a me， sed id lex iubet， vt facias 

intra biennium : alioqui biennii authoritate fidem adiungi syngra-

phae， sic ut aduersus eam testibus non credatur. Atque ita post id 

temporis cogi potes ad solutionem pecuniae， cum tamen re vera 

non sis obligatus alio， quam literarum， hoc est， syngraphae tuae 

testimonio. Sed huius literarum obligationis nulla mentio est apud 

Iurisconsultos， & re vera nulla est omnino obligatio， sed putatur 

esse: neque ius induxit， vt scriptura syngraphae satis habeat 

momenti ad fidem astringendam， cum causa propterquam facta est， 

secuta non sit: hoc vero solum voluit， vt eam post biennium， ne 

liceat testibus oppugnare， quod creditorum bono introductum est. 

Similiter duorum testimonium， aut iudicis authoritas non obligat， 

si aut iIli false deposuerunt， aut hic inique iudicauit. Sed in re 

obscura atque incerta nihil aliud constitui potuit， quam vt scri-

pturae crederetur， vel testibus， vel iudicum decretis: non quod 

rerum veritas mutetur， sitque呂utnaturaliter， aut ciuiliter obligatus， 

qui nihil debeat， sed quod in tanta rerum humanarum incertitudine 

constituendum fuit aliquod extremum， in quo possemus conquies-

cere. Atque non vnius alicuius ciuitatis hoc fuit， sed omnium 
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gentium decretum， vt rerum dubiarum fides his modis probata， 

satis idonee probata censeatur. Ex quo dici potest， istum non iuris 

naturalis， aut ciuilis veritate esse obligatum， sed opinione， nec 

magis iure ciuili， quam naturali， id est gentium: nisi forte quod 

de biennio praestitutum est， at id non affert， aut nouam， aut veram 

obligationem， sed adimit contra probandi facultatem， & est ipsum 

a iure ciuiJi. De sponsalicia largitate， id est， donatione propter 

nuptias， quod dicunt， partim v巴rum esse potest， partim faIsum: 

duplicem enim haec habet rationem， quod etiam non promissa 

tenetur eam martius praestare doti aequalem: quod Iustinianus 

primo induxit. Et hanc obligationem nihil habeo causae， cur non 

annumerem iuri ciuili. Est & cum promittitur， & in eo iuris gen・

tium est， quo iure contractus obligationem afferunt， cum in eis inter-

venit s'.ynallagma. De contractu emphyteutico nulIa mihi videtur 

esse dubitatio， quin ad ius gentium sit referendus， quanquam in・

uentus fortasse posterioribus temporibus， & a Romanis: sed est 

germanus locationis， & eiusmodi praeterea， vt eum inuentum omnes 

populi amplectantur & probent， tanquam qui vsui esse possit 

vtilitatibus hominum commutandis: nec enim ius gentium a iure 

ciuili distinguitur tempore， sed ratione， vt ante dixi & ostendi in 

emptione， cuius vsus est nuper fere inuentus: & tamen iuris 

gentium est. At enim stipulationem iuris ciuilis esse， mihi conuenit 

cum nostris: sed in eo non animaduertunt s巴 pugnantia dicere. 

Nam si ita est， non nudo pacto， ne stipulatione quidem olim， id 

est， iure gentium nascebatur actio， quod tamen asserunt， fuisse 

enim semper harum promissionum naturaJem obligationem， tametsi 

verbotenus factae essent， cui ius Romanorum ciuilem postea tri司

buerit authoritatem， cum solenne interrogationis & responsionis 

interuenisset. Quod si verum est， nihil noui produxit ius ciuiJe， 

sed confirmauit， quod iam tum erat in iure gentium. Qu日 tametsi

magnae sunt diiudicationis， nec paucis absoJui possunt: quia tamen 

erit magis idoneum tempus de iis dicendi， tantum hic attingam， 

quantum nunc satis esse debeat. 

北法35( 6・144)832 



F'コナンの契約理論 (1) 

~. 12. De iuris gentium contractibus. 

Nonnulli sunt contractus， qui quod opportuni essent ad com-

merciorum vsum， & pene necessarii， ab omnibus sunt nationibus 

comprobati， tantaque etiam authoritate donati， vt iis consensisse， 

satis magnum esset vinculum astringendae fidei. Neque enim vide-

bant fieri posse， vt haec hominum societas inter se conciliaretur， 

aut conciliata retineretur， nihil esset aliqua rerum contractarum 

necessitas & constantia. Cum ergo eos， qui opus essent ad eum 

vsum contractus inuenissent， dederunt ipsis obligationis robur， vt 

ex se satis haberent virium ad congendum eos， qui nolIent parere. 

Atque ii sunt， quos iuris gentium dicimus， quod necessitati vitae 

seruiant. Reliquis contractibus， quos iam innominatos vocant， nul-

lam dederunt potestatem， nisi quantum re praesenti transigerentur， 

hoc est， nisi synallagmc1: interuenisset， & quatenus interuenisset， 

vt permutatio est apud omnes populos frequens， & si fiat de manu， 

quod dicunt， in manum， firma nam solis verbis explicari non 

potest: iam enim nudae promissionis instar habeat， quia videmur 

pacti permutaturos nos res nostras， permutasse nullo modo， nisi 

promissum alter fecerit， aut vterque. Quare non plus affert obli-

gationis， quam caeteri contractus innominati， cum aliquid damus 

scilicet， aut facimus， vt vicissim quid nobis detur， aut fiat: in 

quibus est poenitendi locus， vsque dum alter fidem impleuerit: qua 

impleta rei interuentus secum adducit obligationem: re integra 

neuter obligatus est， ne naturaliter quidem， hoc esし iuregentium. 

Quod si hae tantum verbis factae promissiones， etiam si ob causam 

essent factae， non constituebant obligationem， multo minus eae， 

quae vltro， & nulla de causa fiebant. At nec videatur valde aequum 

fuisse， captare v巴rbaalterius， & cum primum quis quid promisis町

set， eum vrgere， appellare， exigere， cum praesertim promissionis 

spe nullum damnum adiit is， cui promissum est. Sed occurritur 

nobis， nihil esse tam congruum aequitati naturali， quam fidem 

seruare， vt respondit Vlpianus 1. 1. de pactis. Et inde dictam fidem， 

quod fiat， quod dictum est: quae ipsa est fundamentum iustitiae， 

vt scribit Tullius 1. libr. 1. Offic. At idem multa profert exempla， 
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in quibus liceat vel naturae consensu de promissis recedere: vt si 

plus ei， qui fecit， allatura sint detrimenti， quam ei， cui facta sunt， 

emolumenti. Mihi quidem videtur， semper fas esse datam fidem 

non implere， si nihil inde venat incommodi ad eum， cui data est. 

Imo sit hic iniquus， si vtatur acerbitate exigendi. At enim hoc 

vitae honestas postulat， non nego. Et certe iustitia ea generalis 

virtutum omnium mater & parens， quae desiderat in omnibus 

dictis & factis nostris constantiam & veritatem: sed non ea， quae 

nostrae scientiae propria est: aut si hoc etiam ista desiderat & 

exigit， in philosophorum scholis & bonorum virorum concilio 

poterit id obtinere fortasse， in iudiciis & foro certe quidem causa 

cadet. Nam re vera non satis est iustitiae perfectae & consummatae， 

neminem vt laedamus， nisi etiam augeamus commodis， & beneficiis 

nostris astringamus， quos possumus: nec vt reddamus alienum， 

nisi id vltro & sponte faciamus. At ius ciuile & gentium exitum 

rei spectat， nec cogitationibus poenam statuit， quantumcunque malis 

& improbis， si fuerint sine effectu， finis enim eorum est， humanae 

conseruatio societatis， quae nisi facto laedatur， nihil mala mens ei 

potest， nihil malus animus & sceleratus nocere. Cognitio ista 

philosophorum fuerit & theologorum， non iudicum. Itaque videmus， 

quod dolose & malitiose fit， impunitum esse non ciuilibus modo， 

sed gentium omnium legibus & decretis， nisi fraus sit dolo con. 

iuncta: vt dicit Vlp. l. Iuris gentium， de pact. hoc est， nisi dolus 

fraudem alicui afferat， & damnum. Et tamen si naturae ista ponde-

ribus examinemus， reuocemusque ad generalis illius iustitiae 

regulam， tam sunt ii， qui animo peccant， in vitio， quam qui effectu. 

Sed aliud naturae simplicitas， puritas & sanctitas postulat， aliud 

mos gentium & ciuitatum. I1la， vt cuique benefacias， si possis， 

nihil impie cogites， aut scelerate， omne promissum exoluas， quod 

sit a turpitudine alienum: at ius gentium， aut ciuile， ne retineas 

alienum， nihil flagitiose facias， quod aut facto noceat， aut exemplo， 

fidem ne frangas in alterius perniciem. 

S. 13. Cur obligationes non a natura， sed a iure gentium 
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inuenta dicantur. 

Itaque dicuntur obligationes inuentae a iure gentium， non a 

natura illa prima， cuius tanta est facilitas， nihil vt ab inuito ex. 

torqueat， & de suo remittat potius， quam ad alienum vi & minis 

perueniat. Quid enim? vendidi rem meam tibi， dictum est precium， 

perfecta est emptio populorum omnium iure， nec possum iis autho-

ribus ab ea recedere. at mihi dat naturae bonitas poenitentiae 

locum: prohibet etiam， & vetat， ne me nolentem adigas， cum ven-

derem， putaui sic mihi opus esse: cognito errore， mutaui con-

silium， quod meum peccatum est， aut in quo naturae legem violo， 

si te nullam in fraudem induxit haec venditio mea? Non con-

sequeris， quod speraras ex re mea commodum: at id non potes 

sine meo damno. Tu ne meis incommodis tuum augeas commodum? 

Feci temere;& leuiter， fateor: sed haec leuitas ad necessitatem 

trahenda non est， quin a te mihi condonanda potius， cum praesertim 

id nullo tuo damno possis， quam lucro tuo in perniciem meam 

conuertenda. At honestum est， & magno viro dignum， stare con-

uentis; sed non protinus necessarium. Et vr non omnia， quae sunt 

contra naturam， legibus vendicantur， ita ne iure gentium quidem; 

ipsa quin etiam natura multa nobis remittit， nec omnia， quae potest 

pro suo iure， exigit; magnam partem iussorum & vetitorum suorum 

honestate magis， quam necessitate dirigit， vt non tam cogere 

homines， quam inuitare videatur : nec quicquid gloriosum est fecisse， 

peccatum est non fecisse， cum nullus sit tanta vitae integritate， qui 

omnes virtutis numeros impleuerit. Iubet enim， vt magno animo 

simus， & liberali， & temperato: quem qui non habet， vituperari 

potest quidem， sed excusandus tamen， & vel natura iudice absol-

uendus， dum nihil metu， vel auaritia， vel animi impotentia peccet， 

quod afferat alteri detrimentum. Et tamen his omnibus legibus 

quodam modo alligamur， sed eatenus， vt errorem reprehensio 

sequatur， non poena. non enim vult natura supliciis omnia emen-

dari: multa relinquit pudori， verecundiae multa， quibus eius lege 

obligamur， iure gentium nullo modo， quod hoc ius gentium vnam 

eam habet cautionem， & solam; ne quis cui noceat. Cum ergo 
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日岡 砂己

dixit Vlp. in l. consuluit. de ρetit. hαered. naturaliter esse obli. 

g呂tosiis， qui de nobis bene meriti sunt， de prima iIla naturae [ege 

intellexit， nimirum quae ad honestatem pertinet， non de ea， quae 

neces sitatem hab巴 iuregentium， quam proprie naturalem appel. 

lamus. Id adeo perspicue ostendi potest， quod huic qualis qualis 

est obligationi fideiussor， non possit accedere， cum ei， quam 

naturalem dicimus， & quae vere eiusmodi est， accedat. Eodem 

modo est accipiendum， quod dicit in pactis， nihil esse tam consen. 

taneum naturali a巴quitati，quam fidem seruare: consentaneum enim 

est， & honestum， non necessarium. Itaque iure gentium verbotenus 

factae promissiones & conuentiones， exceptis iis， quos dixi con. 

tractus， nullam prorsus obligationem inducunt， praeter eam， quam 

dicebam， pudoris & verecundiae， datam a natura， sed a nationibus 

repudiatam， aut neglectam. Sic nec pactum nudum， nec stipulatio 

vim cogendi habebant， nisi quam suus cuique pudor afferebat: 

donec ius Romanorum induxit stipulationis obligationem， vt merito 

sit haec iuri ciuili tribuenda， a quo primum & nata est， & con. 

stituta. Idem iudicio in ea， qua tenetur haeres aes alienum defuncti 

de suo dependere， hoc est， vltra quam facultates vetantur， cum 

iure gentium permitterentur， obligatio est tota a iure ciuili， velut， 

ne muri transiliantur. 

s. 14. Ciuili obligationi semper naturalis adiuncta est: huic iIla 
non semper. 

Ciuilis tamen obligatio naturalem semper adiunctam sibi habet， 

quod iure gentium obligemur patriis legibus; vt quicquid more 

nostrae ciuitatis introducitur， id non legitimo tantum， sed etiam 

naturali vinculo nos alliget: quod quemque nodum lex ciuilis fecerit， 

hunc adstringat， quantum potest natura. Contra quaecunque iubentur 

gentium iure， non continuo lex ciuilis praecipit: & quae sunt huius 

generis， naturali tantum obligatione valent， ciuilem authoritatem， & 

potestatem nulIam habent. Puta， iure gentium tenetur quisque red. 

dere， quod mutuo accepit: at iur巴 ciuili excusantur filiusfam. & 

minor xxv. annis. quamobrem isti ciuiliter liberati sunt， natura. 

北法35(6・140)828 



F'コナンの契約理論 (1) 

liter， hoc est， iure gentium obligantur. Nec enim potest vel im. 

becillitas aetati s， vel patris potestas ius naturae dissoluere， quae 

vult， atque id praecipit pariter omnibus， vt reddamus suum cuique. 

Et hinc fit， vt Inuiti nequeant illi compelli ad soluendum; solutum 

sua sponte， non possint repetere. Quae omnes obligationes， quas 

ius ciuile excogitauit， vere dicuntur eius esse propriae， quia non 

sunt eiusmodi， eas vt omnium populorum vsus agnouerit; nec hoc 

cuique dictat ratio vtile esse eas introduci. Itaque & apud nos 

nullum est stipulationis robur， aut certe non maius， quam cuiusuis 

nudae pactionis. Credo & apud plerosque populos haeredem pro 

defuncto non amplius， quam sint haereditariae facultates， exigi. Et 

in multis Galliae prouinciis quicunque mortui bona mobilia accepit， 

vel haereditatis， vel legati， vel legis municipalis beneficio， tenetur 

ad solidum aes alienum， quod fuit defuncti; ac pro cuiusque gentis 

consuetudine multe item inuentae sunt obligationum causae， quas 

ius gentium non admiserat: nulla tamen earum non statim ac in. 

ducta est， donatur iure naturae; cuius maxima pars est， legibus 

patriis obtemperatio. 1am veniamus ad obligationes， quae ex quasi 

de1icto， & quasi contractu nascuntur， quas nostri volunt a iure 

ciuili causam stirpemque ducere. Nam priores， eos tenent， qui iudi-

cando litem suam fecerunt: & nautae， caupones， stabularii de eo， 

quod suorum culpa factum est male in naui， caupona， & stabulo. 

Item， quorum ex coenaculis aliquid effusum est， quod alii nocuerit， 

& si qui sunt eius generis : quos vel communi omnium nationum 

iudicio reos esse nemo potest dubitare， quin iI10 iure non dolus 

tantum， sed culpa etiam plectatur. Damnum， mihi quidem vt videtur， 

quod quis facto meo， id est， dolo veI culpa mea passus est， I坦X

naturae iubet， vt suggeram; si quid vltra restitutionem damni， 

poenae adiectum est， iuri ciuili adscribere oportet. Abunde enim 

satis est naturae， si quod datum est detrimenti; resarciatur. Non 

aliud dicendum in quasi contractu， vt iure gentium ductus sit， & 

ab eo vIm babeat obligationis : quid enim iustius est， quam obligari 

eum， qui alterius negotia gessit， tutelam administrauit， indebitum 

accepit， haereditatem adiit， & quae sunt eiusmodi. Nihil video， quin 
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communis omnium gentium consensus hos adstringat iis omnino 

obligationibus， quibus & ius ciuile， excepto quod inhaerede limi-

tauimus. Sed haec plus， quam satis sunt in praesentia : nam occur-

ret， vt de hoc sit nobis saepius dicendum. Actionum autem origo 

nostris magis dubia est， quod de iis nihil certi sit a iuriconsultis 

traditum. at il10rum silentii non aliam fuisse causam existimo， 

quam quod satis notum omnibus esse putauerunt; eodem eas， quo 

obligationes iure prouenire. Quorsum enim attinuisset obligationes 

constituere， nisi data simul fuisset earum potestas persequendarum? 

At haec potestas， actio nominatur， sine qua nullus esse potest obli-

gationum exitus. Ab inuitis quidem non potuerunt alia via obtineri: 

在taduersus volentes non fuer且tobligationis opus : formulae vere 

actionum， & mos iudiciorum， totus est a iure ciuili. 
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Hokkaido L. Rev. 

The Concept of Contract by Francois Connan (1) 

Kozo OGAWA* 

1. lntroduction ---purpose of this article-一一
Grotius criticized Francois Connan at the beginning of his 'De 

promissis' ('De iure belli ac pacis'， lib. 2， cap. 11). While Grotius 

is regarded as an author of the modern concept of contract， 'solus 

consensus obligat' (consensualism)， Connan is oppositely judged 

to have an oldfashioned concept. But Henri Capitant says in his 'De 

la cause des obligations' that Connan's explications have all the 

elements of the theory of 'cause' represented in Domat's 'Lois 

civiles'. Domat is also considered an elaborator of consensualism. 

Moreover it is wellknown that the notion of 'cause' played an 

important role in the development of the theory of contract from 

formalism to consensualism. Considering these relations， Connan's 

concept should be estimated differently， so the significance of the 

formation of consensualism would be better understood. 

The explanations proceed in this order: II. The original text of 

lib. 1， cap. 6 of 'Commentarii iuris civilis' and its translation into 

J apanese. II1. Connan' s classification of laws (ius naturae， ius 

gentium and ius civile). IV. Contractual obligations according to 

each classificated law. V. Domat and Pothier. V1. Conclusion. 

II. Lib. 1， cap. 6 of ‘Commentarii iuris civilis'. 

For the original text， see pp. 138-159. 
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